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第１章 総則

（約款の適用）

第１条 当社は、国際電気通信連合憲章（平成７年条約第２号）、国際電気通信連合条約（平

成７年条約第３号）、条約附属国際電気通信規則（平成２年６月郵政省告示第 408 号）、

国際海事衛星機構（インマルサット）に関する条約（昭和 54年条約第５号）、電気通信事

業法(昭和 59 年法律第 86号。以下「事業法」といいます。）に基づき、この電話サービス

等契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これにより電話サービス及び総合ディ

ジタル通信サービス（当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを

除きます。以下「電話サービス等」といいます。）を提供します。

（注）本条のほか、当社は、電話サービス等に附帯するサービス（当社が別に定めるもの

を除きます。以下「附帯サービス」といいます。）を、この約款により提供します。

（約款の変更）

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条

件は、変更後の約款によります。

２ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規

則」といいます。）第 22 条の２の２第５項第３号に規定する事項の変更を行う場合、当

社のホームページに掲示します。

（用語の定義）

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用 語 用 語 の 意 味

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

２ 電気通信サービ

ス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通

信設備を他人の通信の用に供すること。

３ 通話 おおむね３キロヘルツの帯域の音声その他の音響を、電気通信回線

を通じて送り、又は受ける通信

４ 総合ディジタル

通信

主として６４キロビット／秒の伝送速度により符号、音響又は影像

を、電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信

５ 削除

６ 通信 通話又は総合ディジタル通信

７ 国内通信 通話及び総合ディジタル通信のうち本邦内で行われるもの

８ 国際通信 通話及び総合ディジタル通信のうち本邦と外国（インマルサットシ

ステムに係る移動地球局（海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した

地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。）を含み
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ます。）との間で行われるもの

９ 通信網 主として通信の用に供することを目的として伝送交換を行うため

の電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝

送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれら

の附属設備をいいます。以下同じとします。）

10 電話サービス 通信網を使用して通話を行う電気通信サービス

11 総合ディジタル

通信サービス

通信網を使用して総合ディジタル通信を行う電気通信サービス

12 削除

13 電話サービス等

取扱所

（１） 電話サービス等に関する業務を行う当社の事業所

（２） 当社の委託により電話サービス等に関する契約事務を行う

者の事業所

13 の２ 削除

14 電話等利用契約 当社から一般電話サービス等の提供を受けるための契約

15 電話等利用契約

者

当社とあらかじめ電話等利用契約を締結している者

15 の２～15 の７

削除

16 直収通信契約 当社から直収通信サービスの提供を受けるための契約

17 直収通信契約者 当社とあらかじめ直収通信契約を締結している者

18 直収電話契約 当社から直収電話サービスの提供を受けるための契約

19 直収電話契約者 当社とあらかじめ直収電話契約を締結している者

20 着信用直収電話

契約

当社から着信用直収電話サービスの提供を受けるための契約

21 着信用直収電話

契約者

当社とあらかじめ着信用直収電話契約を締結している者

21 の２ 他社直加入

電話等付加機能利

用契約

当社から他社直加入電話等付加機能利用サービスの提供を受ける

ための契約

21 の３ 他社直加入

電話等付加機能利

用契約者

当社とあらかじめ他社直加入電話等付加機能利用契約を締結して

いる者

22 特定着信用直収

電話契約

当社から特定着信用直収電話サービスの提供を受けるための契約

23 特定着信用直収

電話契約者

当社とあらかじめ特定着信用直収電話契約を締結している者
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24～27 削除

27 の２ ＩＰ電話契

約

当社からＩＰ電話サービスの提供を受けるための契約

27 の３ ＩＰ電話契

約者

当社とＩＰ電話契約を締結している者

27 の４ 第三者課金

機能利用契約

当社から第三者課金機能利用サービスの提供を受けるための契約

27 の５ 第三者課金

機能利用契約者

当社とあらかじめ第三者課金機能利用契約を締結している者

27 の６ 緊急通報利

用契約

当社から緊急通報サービスの提供を受けるための契約

27 の７ 緊急通報利

用契約者

当社と緊急通報利用契約を締結している者

27 の８ ＩＰ利用回

線

ＩＰ電話契約者に係るアクセス回線

28 電話サービス等

契約

電話等利用契約、直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契

約、特定着信用直収電話契約、他社直加入電話等付加機能利用契約、

ＩＰ電話契約、第三者課金機能利用契約又は緊急通報利用契約

29 契約者 電話等利用契約者、直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話

契約者、特定着信用直収電話契約、他社直加入電話等付加機能利用

契約者、ＩＰ電話契約者、第三者課金機能利用契約者又は緊急通報

利用契約者

30 協定事業者 当社と相互接続協定（事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気

通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をい

います。以下同じとします。）を締結している電気通信事業者（事

業法の規定により登録を受けた者に又は届出をした者をいいます。

以下同じとします。）

31 特定協定事業者 加入電話等契約（別表１の（１）に掲げる契約をいいます。以下同

じとします。）及び音声利用ＩＰ通信契約（別表１の（１）の２に

掲げる契約をいいます。以下同じとします。）を締結する協定事業

者

31 の２～31 の４

削除

31 の５ 特定事業者 特定ＩＰ電話契約（別表５に掲げる契約をいいます。以下同じとし

ます。）を締結する電気通信事業者

31 の６ 特定通信設 特定事業者とのＩＰ電話契約等に基づいて設置される電気通信設
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備 備であって、電気通信番号規則（平成９年郵政省令 82 号）第９条

第１号に規定する電気通信番号（当社が指定するものに限ります）

により識別されるもの

32 契約者回線 直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用

直収電話契約に基づいて電話サービス等取扱所に設置される交換

設備等（交換設備その他当社が必要により設置する電気通信設備を

いいます。以下同じとします。）とその電話サービス等取扱所内の

当社が指定する場所との間に設置される電気通信回線

33 他社接続契約者

回線

相互接続点を介して通信網と相互に接続する電気通信回線（別表４

に掲げる協定事業者の契約に基づいて設置されるものに限りま

す。）であって、協定事業者がその電気通信回線の契約者の指定す

る場所と相互接続点との間に設置するもの

34 契約者回線等 直収通信契約、直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用

直収電話契約に係る契約者回線又は他社接続契約者回線

35 加入電話等設備 特定協定事業者との加入電話等契約に基づいて設置される電気通

信設備

36 総合ディジタル

通信設備

特定協定事業者との総合ディジタル通信サービスに係る契約に基

づいて設置される加入電話等設備

37 直収通信設備 契約者回線及びこれに接続される端末設備その他の電気通信設備

であって、直収通信契約に係るもの

38 直収電話設備 契約者回線等及びこれに接続される端末設備その他の電気通信設

備であって、直収電話契約に係るもの

39 着信用直収電話

設備

契約者回線等及びこれに接続される端末設備その他の電気通信設

備であって、着信用直収電話契約に係るもの

39 の２ 特定着信用

直収電話設備

契約者回線及びこれに接続される当社の端末設備その他の電気通

信設備であって、特定着信用直収電話契約に係るもの

40 公衆電話設備 特定協定事業者が設置する公衆電話又はディジタル公衆電話の電

話機等

41 固定端末系伝送

路設備

電気通信番号規則第９条第１号に規定する電気通信番号により識

別される固定端末系伝送路設備（加入電話等設備、直収通信設備、

直収電話設備及び公衆電話設備を除きます。）であって、協定事業

者に係るもの

42 携帯自動車電話

設備

電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号により識

別される電気通信設備であって、協定事業者に係るもの

43 ＰＨＳ設備 電気通信番号規則第９条第４号に規定する電気通信番号により識
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別される電気通信設備であって、協定事業者に係るもの

44 他社直加入電話

等設備

固定端末系伝送路設備のうち別表２に掲げるもの

45 利用契約回線 加入電話等設備であって、電話等利用契約に基づいて当社が提供す

る電話サービス等を利用するために使用されるもの

45 の２ 他社直加入

電話等利用回線

別表１の（１）の２又は別表５に掲げる協定事業者の提供する電気

通信サービスに係るアクセス回線であって、他社直加入電話等付加

機能利用契約に基づいて当社が提供する電話サービス等を利用す

るために使用されるもの

46 音声通信設備 電気通信番号規則別表第１第 11 号に規定する電気通信番号により

識別される電気通信設備であって、当社又は協定事業者に係るもの

47 相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく

接続に係る電気通信設備の接続点

48 利用契約回線等 （１） 加入電話等設備、直収通信設備、直収電話設備、着信用直

収電話設備、特定着信用直収電話契約、公衆電話設備、固定端

末系伝送路設備、携帯自動車電話設備、ＰＨＳ設備、音声通信

設備及び当社又は協定事業者が必要により設置する電気通信

設備

（２） 相互接続点

49 削除

50 契約者識別番号 直収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電

話サービスに係る契約者を識別するための数字の組合せであって、

直収電話契約、着信用直収電話契約又は特定着信用直収電話サービ

スに基づいて当社が直収電話サービス、着信用直収電話サービス又

は特定着信用直収電話サービスに係る契約者に割り当てるもの

51 固定電話番号 電気通信番号規則第９条第１号に規定する固定端末系伝送路設備

を識別するための電気通信番号であって、直収電話契約、着信用直

収電話契約又は特定着信用直収電話サービスに基づいて当社が直

収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電話

サービスに係る契約者に付与するもの

51 の２ 内線番号 内線通信を行うために利用する番号。

51 の３ 内線通信 内線番号により特定される端末設備相互間で行う通信で、インター

ネット経由による接続を含みます。

52 回線収容機能 他社接続契約者回線を収容するために、当社が設置する電気通信設

備

53 端末設備 電気通信回線設備の一端（相互接続点におけるものを除きます。）
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に接続される電気通信設備であって、１の部分の設置の場所が他の

部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）

又は同一の建物内であるもの

54 自営端末設備 契約者が設置する端末設備

55 自営電気通信設

備

当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設

備であって、端末設備以外のもの

56 通話端末 直収電話サービス、着信用直収電話サービス又は特定着信用直収電

話サービスを利用するために必要な自営端末設備

57 ユニバーサルサ

ービス料

事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金

に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定

等規則（平成 14年 6月 19 日総務省令第 64号）により算出された

額に基づいて、当社が定める料金

58 消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規定

に基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法律第

226 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費

税の額

（通話以外の通信の取扱い）

第４条 電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱いま

す。

第２章 電話サービス等の種類等

（電話サービス等の種類等）

第５条 電話サービス等には次の種類があります。

種類 内容

一般電話サービス等 利用契約回線を使用して提供する電話サービス又は総合ディジ

タル通信サービス

直収通信サービス 契約者回線を使用して提供する総合ディジタル通信サービス

直収電話サービス 契約者回線等を使用して提供する電話サービスであって、その

契約者回線等及び通信網においてインターネットプロトコルに

より通話を行うもの（着信用直収電話サービス又は特定着信用

直収電話サービスとなるものを除きます。）

着信用直収電話サービス 契約者回線等を使用して通話の着信のために提供する電話サー

ビスであって、その契約者回線等及び通信網においてインター

ネットプロトコルにより通話を行うもの
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特定着信用直収電話サー

ビス

契約者回線を使用して通話の着信のために提供する電話サービ

スであって、インターネットプロトコルに通信を行うもの通信

を行うもので、当該通信を当社のＩＰデータ通信網サービス契

約約款で規定する第４種メディアゲートウェイホスティング装

置で一旦終端させた後、契約者の内線番号に接続するもの。

ＩＰ電話サービス 当社の通信網をＩＰ利用回線により使用して提供する電話サー

ビス

第三者課金機能利用サー

ビス

契約者が指定する携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備の電話番

号をあらかじめ当社の電気通信設備に登録（以下、「登録電話

番号」といいます。）し、その登録電話番号から通信の相手先

に係る利用契約回線等（当社が別に定めるものに限ります。）

の電話番号に当社が付与した番号（003766 とします。）を前置

して行う通信を、当社の装置に一旦着信させて接続する機能で

あって、その通信に関する料金について、その支払いを要する

者をその契約者とし、当社が定める料金額をその契約者に課金

するサービス

緊急通報サービス 電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信

番号（110、118又は119に限ります。）をダイヤルして行う通信

のみを提供するもの

他社直加入電話等付加機

能利用サービス

他社直加入電話等利用回線を利用して、当社が別に定める付加

機能を提供する電話サービス等

（注） 当社が別に定める付加機能は、料金表第１表第３（付

加機能利用料）の（３）に規定する着信課金機能とします。

（電話サービス等の品目等）

第６条 電話サービス等には、料金表に規定する品目及び通信の態様による細目があります。

（外国における取扱いの制限）

第７条 電話サービス等の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める

契約約款等により制限されることがあります。

第３章 電話サービス等の提供区間

（電話サービス等の提供区間）

第８条 当社の電話サービス等は、別記１に定める提供区間において提供します。

２ 当社は、当社が指定する電話サービス等取扱所において、当社が別に定める相互接続点
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の所在場所等を閲覧に供します。

３ 相互接続点の所在場所等については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあ

ります。

（ＩＰ電話サービスの提供区域等）

第８条の２ 当社のＩＰ電話サービスは、別記１の２に定める提供区域等において提供しま

す。

第４章 契約

第１節 電話等利用契約

（契約の単位）

第９条 当社は、１の利用契約回線ごとに１の電話等利用契約を締結します。この場合、電

話等利用契約者は、１の電話等利用契約につき１人に限ります。

（電話等利用契約申込の方法）

第 10条 電話等利用契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を、契約事務を行う

電話サービス等取扱所に提出していただきます。

２ 前項の電話等利用契約の申込みは、オンラインサインアップにより行うこともできます。

（電話等利用契約申込の承諾）

第 11条 当社は、電話等利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾し

ます。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、電話等利用契約の申込みを承諾しな

いことがあります。

（１） 当社所定の契約申込書に記載された内容が、相互接続協定に基づく条件に適合し

ないとき。

（２） 電話等利用契約の申込みをした者が、電話サービス等に係る料金又は工事に関す

る費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（３） 電話等利用契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約

申込書を提出したとき。

（４）その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（特定協定事業者の契約約款等による制約等）

第 12条 電話等利用契約者は、特定協定事業者の契約約款等に定めるところにより、加入電

話等設備を利用することができない場合においては、その設備を利用して電話サービス等

を利用することはできません。
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（利用権の譲渡の禁止）

第 13条 電話サービス等に係る利用権（電話等利用契約者が電話等利用契約に基づいて電話

サービス等の提供を受ける権利をいいます。）は、譲渡することができません。

（電話等利用契約者が行う電話等利用契約の解除）

第 14条 電話等利用契約者は、電話等利用契約を解除しようとするときは、そのことをあら

かじめ電話サービス等取扱所に書面により通知していただきます。

（当社が行う電話等利用契約の解除）

第 15条 当社は、次の場合には、その電話等利用契約を解除することがあります。

（１） 第 45 条（利用停止）第１項の規定により電話サービス等の利用を停止された電

話等利用契約者が、なおその事実を解消しないとき。

（２） 連続する 12 料金月（料金表通則に規定する料金月をいいます。以下この条にお

いて同じとします。）の各料金月のいずれにおいても、当該電話等利用契約に基づい

て通信が行われなかったとき。

（３） 当社が、電話等利用契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用の申

立てその他これに類する事由が生じたことを知ったとき。

２ 前項第２号の場合において、その電話等利用契約者に特別の事情があるときは、さらに

連続する 12 料金月を延長して取り扱います。

３ 当社は、電話等利用契約者が第 45 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、

その事実が電話サービス等に関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認めら

れるときは、第１項第１号の規定にかかわらず、電話サービス等の利用停止をしないでそ

の電話等利用契約を解除することがあります。

４ 当社は、前３項の規定により、その電話等利用契約を解除しようとするときは、あらか

じめ電話等利用契約者にそのことを通知します。

（注）当社は、電話等利用契約者から第 74 条（電話等利用契約者からの通知）の規定に

よる通知がないときは、第 77 条（協定事業者からの通知）から通知を受けた住所等へ

の郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。

（加入電話等契約の解除等に伴う電話等利用契約の取扱い）

第 16条 当社は、電話等利用契約者から利用契約回線について、特定協定事業者が定める契

約約款等の規定による加入電話等契約の解除、利用休止又は電話加入権等（特定協定事業

者と加入電話等契約を締結した者がその加入電話等契約に基づき、特定協定事業者の電気

通信サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）の譲渡をした旨の届

出があったとき、又はその事実を知ったときは、その電話等利用契約を解除します。
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（その他の提供条件）

第 17条 電話等利用契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３に定めるとこ

ろによります。

第２節 直収通信契約

（契約の単位）

第 18条 当社は、契約者回線１回線ごとに１の直収通信契約を締結します。この場合、直収

通信契約者は、１の直収通信契約につき１人に限ります。

（契約者回線の終端）

第 19条 当社は、電話サービス等取扱所内において、配線盤等を設置し、これを契約者回線

の終端とします。

（直収通信サービス区域）

第 19条の２ 当社は、料金表第１表第１（基本料金）に定めるところにより直収通信サービ

ス区域を設定します。

２ 当社は、直収通信サービス区域を示す表を当社が指定する電話サービス等取扱所におい

て閲覧します。

（直収通信契約申込の方法）

第 20条 直収通信契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の

契約申込書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。

（１）契約者回線に係る終端の場所

（２）申込みをする者の住所等その他申込みの内容を特定するために必要な事項

（直収通信契約申込の承諾）

第 21条 当社は、直収通信契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その直収通信契約の申込みを承諾し

ない場合があります。

（１） 申込みのあった直収通信サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、

又は保守することが技術上著しく困難なとき。

（２） 直収通信契約の申込みをした者が、電話サービス等に係る料金又は工事に関する

費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（３） 直収通信契約の申込みをした者が第 45条（利用停止）第１項各号の規定のいずれ

かに該当し、電話サービス等の利用を停止されている、又は電話サービス等契約の解
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除を受けたことがあるとき。

（４） 直収通信契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申

込書を提出したとき。

（５） その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（直収通信回線番号）

第 22条 直収通信回線番号（電気通信番号規則第９条第１号に規定する固定端末系伝送路設

備を識別するための電気通信番号であって、当社が直収通信契約者に付与するものをいい

ます。以下同じとします。）は、１の契約者回線ごとに当社が定めます。

２ 当社は、電話サービス等の提供上やむを得ない理由があるときは、直収通信回線番号を

変更することがあります。

３ 前項の規定により、直収通信回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを直収

通信契約者に通知します。

（最低利用期間）

第 23条 直収通信サービスには、料金表第１表第１（基本料金）に定めるところにより、最

低利用期間があります。

２ 前項の最低利用期間は、直収通信サービスの提供を開始した日から起算して１年間とし

ます。

３ 直収通信契約者は、前項の最低利用期間内に直収通信契約の解除があった場合は、当社

が定める期日までに、料金表第１表第１に規定する額を支払っていただきます。

（契約者回線の移転）

第 24条 直収通信契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 21条（直収通信契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。

（利用の一時中断）

第 25条 当社は、直収通信契約者から請求があったときは、直収通信サービスの利用の一時

中断（その契約者回線及び直収通信回線番号を他に転用することなく一時的に利用できな

いようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。

（破産等による直収通信契約の解除）

第 26条 当社は、直収通信契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申

立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその直収通信契約を

解除します。
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（当社が行う直収通信契約の解除）

第 27 条 当社は、第 45 条（利用停止）第１項各号の規定により電話サービス等の利用停止

をされた直収通信契約者がなおその事実を解消しないときは、その直収通信契約を解除す

ることがあります。

２ 当社は、直収通信契約者が第 45 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その

事実が電話サービス等に関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、直収通信サービスの利用停止をしないでその直収通信

契約を解除することがあります。

（その他の提供条件）

第 28 条 直収通信契約に基づく権利の譲渡の禁止及び直収通信契約者が行う直収通信契約

の解除については、電話等利用契約の場合に準じて取り扱います。

２ 前項に規定するほか、直収通信契約に関するその他の提供条件については、当社が別に

定めるところによります。

第２節の２ 直収電話契約

（契約の単位）

第 28条の２ 当社は、１の直収電話契約申込ごとに１の直収電話契約を締結します。この場

合、直収電話契約者は、１の直収電話契約につき１人に限ります。

（契約者回線の終端）

第 28条の３ 当社は、電話サービス等取扱所内において、配線盤等を設置し、これを契約者

回線の終端とします。

（直収電話サービス区域）

第 28条の４ 当社は、料金表第１表第１（基本料金）に定めるところにより直収電話サービ

ス区域を設定します。

２ 当社は、直収電話サービス区域を示す表を当社が指定する電話サービス等取扱所におい

て閲覧します。

（他社接続契約者回線の収容）

第 28条の５ 他社接続契約者回線は、当社が指定する電話サービス等取扱所の回線収容機能

に収容します。

（直収電話契約申込の方法）
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第 28条の６ 直収電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所

定の契約申込書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。

（１） 契約者回線又は回線収容機能の品目

（２） 契約者回線又は他社接続契約者回線の終端の場所

（３） 料金表第１表第１（基本料金）に規定する最大同時接続数

（４） 他社接続契約者回線について協定事業者と締結している契約の内容（当社が別に

定めるものに限ります。）

（５） 通話端末の設置場所

（６） １の契約者回線又は他社接続契約者回線ごとに契約者識別番号の数

（７） 申込みをする者の住所等その他申込みの内容を特定するために必要な事項

（直収電話契約申込の承諾）

第 28条の７ 当社は、直収電話契約の申込みがあったときは、当社の推奨する通話端末を使

用することを条件として、受け付けた順に従って承諾します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その直収電話契約の申込みを承諾し

ない場合があります。

（１） 申込みのあった直収電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を設置し、

又は保守することが技術上著しく困難なとき。

（２） 契約者回線等を介して行われる通話について直収電話サービスに係る総合品質（事

業用電気通信設備規則（昭和 64 年郵政省令第 30号）第 35 条の 11の規定に基づいて

当社が直収電話サービスのために別に定める総合品質の基準をいいます。以下同じと

いいます。）その他当社が別に定める接続品質等の基準を維持することが困難である

と当社が判断したとき。

（３） 直収電話契約の申込みをした者が、電話サービス等に係る料金又は工事に関する

費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（４） 他社接続契約者回線との接続に関し、その他社接続契約者回線に係る協定事業者

の承諾が得られないとき、その他その申込みの内容が相互接続協定に基づく条件に適

合しないとき。

（５）直収電話契約の申込みをした者が第 45 条（利用停止）第１項各号の規定のいずれか

に該当し、電話サービス等の利用を停止されている、又は電話サービス等契約の解除

を受けたことがあるとき。

（６） 直収電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申

込書を提出したとき。

（７） その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（他社接続契約者回線による制約）
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第 28条の８ 直収電話契約者は、協定事業者の契約約款等に定めるところにより、他社接続

契約者回線を使用することができない場合においては、その他社接続契約者回線を使用し

て電話サービス等を利用することができません。

（固定電話番号）

第 28条の９ 固定電話番号は、１の契約者識別番号ごとに当社が定めます。

２ 当社は、電話サービス等の提供上やむを得ない理由があるときは、固定電話番号を変更

することがあります。

３ 当社は、契約者回線等を介して行われる通話について総合品質を維持することが困難で

あると判断したときは、固定電話番号の全部又は一部の付与を廃止することがあります。

４ 前２項の規定により、固定電話番号を変更する場合又は固定電話番号の全部若しくは一

部を廃止する場合には、あらかじめそのことを直収電話契約者に通知します。

（最低利用期間）

第 28 条の 10 直収電話サービスには、料金表第１表第１（基本料金）に定めるところによ

り、最低利用期間があります。

２ 前項の最低利用期間は、直収電話サービスの提供を開始した日から起算して１年間とし

ます。

３ 直収電話契約者は、前項の最低利用期間内に直収電話契約の解除があった場合は、当社

が定める期日までに、料金表第１表第１に規定する額を支払っていただきます。

（品目の変更）

第 28 条の 11 直収電話契約者は、契約者回線又は回線収容機能の品目の変更の請求をする

ことができます。

２ 前項の請求があったときは、当社は、第 28 条の７（直収電話契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。

（契約者回線の移転）

第 28条の 12 直収電話契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 28条の７（直収電話契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。

（回線収容機能の変更）

第 28 条の 13 直収電話契約者は、他社接続契約者回線に係る終端の場所について変更の申

込みを当社又は協定事業者に行うときは、その内容について電話サービス等取扱所に届け

出ていただきます。
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２ 前項の届出により、その他社接続契約者回線について他の電話サービス等取扱所の回線

収容機能への変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。

３ 当社は前項の場合において、当社は、第 28 条の７（直収電話契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。

（最大同時接続数の変更）

第 28 条の 14 直収電話契約者は、料金表第１表第２（通信に関する料金）に定めるところ

により、最大同時接続数の変更の請求をすることができます。

２ 前項の請求があったときは、当社は、第 28 条の７（直収電話契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。

（通話端末の移転）

第 28 条の 15 直収電話契約者は、契約者回線等の終端に接続された通話端末を移転しよう

とするときは、あらかじめその旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。

２ 前項の場合において、当社は、第 28条の７（直収電話契約申込の承諾）の規定に準じて

取り扱います。

（固定電話番号の数の変更）

第 28条の 16 直収電話契約者は、固定電話番号の数の変更の請求をすることができます。

２ 前項の請求があったときは、当社は、第 28 条の７（直収電話契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。

（その他の提供条件）

第 28 条の 17 直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び直収電話契約者が行う直収電話

契約の解除については、電話等利用契約の場合に準じて取り扱います。

２ 利用の一時中断、破産等による直収電話契約の解除及び当社が行う直収電話契約の解除

については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。

３ 前各項に規定するほか、直収電話契約に関するその他の提供条件については、別記２及

び３に定めるところによります。

第２節の３ 着信用直収電話契約

（着信用直収電話契約申込をすることができる者の条件）

第 28 条の 18 着信用直収電話契約の申込みをすることができる者は、当社のＩＰデータ通

信網サービス契約約款の規定により第１種音声通信サービス（以下「第１種音声通信サー

ビス」といいます。）に係る契約を締結している者とします。
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（契約の単位）

第 28 条の 19 当社は、１の着信用直収電話契約申込ごとに１の着信用直収電話契約を締結

します。この場合、着信用直収電話契約者は、１の着信用直収電話契約につき１人に限り

ます。

（着信用直収電話サービス区域）

第 28 条の 20 当社は、料金表第１表第１（基本料金）に定めるところにより着信用直収電

話サービス区域を設定します。

２ 当社は、着信用直収電話サービス区域を示す表を当社が指定する電話サービス等取扱所

において閲覧します。

（着信用直収電話契約申込の方法）

第 28 条の 21 着信用直収電話契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載し

た当社所定の契約申込書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。

（１） 契約者回線又は回線収容機能の品目

（２） 契約者回線又は他社接続契約者回線の終端の場所

（３） 他社接続契約者回線について協定事業者と締結している契約の内容（当社が別に

定めるものに限ります。）

（４） 通話端末（第 28 条の 25（通話端末の扱い）に規定するものをいいます。）の設

置場所

（５） 申込みをする者の住所等その他申込みの内容を特定するために必要な事項

（着信用直収電話契約申込の承諾）

第 28 条の 22 当社は、着信用直収電話契約の申込みがあったときは、アクセス回線共用化

（１の契約者回線又は他社接続契約者回線を着信用直収電話サービスと第１種音声通信サ

ービスとで共用して利用することをいいます。以下同じとします。）を行うことを条件と

して、受け付けた順に従って承諾します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その着信用直収電話契約の申込みを

承諾しない場合があります。

（１） 申込みのあった着信用直収電話サービスを提供するために必要な電気通信設備を

設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。

（２） アクセス回線共用化に係る契約者回線等を介して行われる通話（着信用直収電話

サービスに係る着信通話に限ります。以下同じとします。）について着信用直収電話

サービスに係る総合品質（事業用電気通信設備規則第 35 条の 11 の規定に基づいて当

社が着信用直収電話サービスのために別に定める総合品質の基準をいいます。以下同

じといいます。）その他当社が別に定める接続品質等の基準を維持することが困難で
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あると当社が判断したとき。

（３） 着信用直収電話契約の申込みをした者が、電話サービス等に係る料金又は工事に

関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（４） 他社接続契約者回線との接続に関し、その他社接続契約者回線に係る協定事業者

の承諾が得られないとき、その他その申込みの内容が相互接続協定に基づく条件に適

合しないとき。

（５）着信用直収電話契約の申込みをした者が第 45 条（利用停止）第１項各号の規定のい

ずれかに該当し、電話サービス等の利用を停止されている、又は電話サービス等契約

の解除を受けたことがあるとき。

（６） 着信用直収電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した

契約申込書を提出したとき。

（７） その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（固定電話番号）

第 28 条の 23 固定電話番号は、１の契約者識別番号（第 1 種音声通信サービスに係る契約

に基づいて当社が割り当てた契約者識別番号のうち、着信用直収電話サービスを利用する

ために着信用直収電話契約者があらかじめ指定したものに限ります。）ごとに当社が定め

ます。

２ 当社は、電話サービス等の提供上やむを得ない理由があるときは、固定電話番号を変更

することがあります。

３ 当社は、契約者回線等を介して行われる通話について着信用直収電話サービスに係る総

合品質を維持することが困難であると判断したときは、固定電話番号の全部又は一部の付

与を廃止することがあります。

４ 前２項の規定により、固定電話番号を変更する場合又は固定電話番号の全部若しくは一

部を廃止する場合には、あらかじめそのことを着信用直収電話契約者に通知します。

（最低利用期間）

第 28 条の 24 着信用直収電話サービスには、料金表第１表第１（基本料金）に定めるとこ

ろにより、最低利用期間があります。

２ 前項の最低利用期間は、着信用直収電話サービスの提供を開始した日から起算して１年

間とします。

３ 着信用直収電話契約者は、前項の最低利用期間内に着信用直収電話契約の解除があった

場合は、当社が定める期日までに、料金表第１表第１に規定する額を支払っていただきま

す。

（通話端末の扱い）
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第 28 条の 25 当社は、アクセス回線共用化を行う場合において、第１種音声通信サービス

に係る音声通信端末（第１種音声通信サービスを利用するために必要となる自営端末設備

であって、第 28 条の 23（固定電話番号）の規定により当社が付与した固定電話番号に係

る契約者識別番号に対応するものに限ります。）を着信用直収電話サービスに係る通話端

末とみなして取り扱います。

２ 着信用直収電話契約者は、前項に規定する通話端末を移転しようとするときは、あらか

じめその旨を電話サービス等取扱所に届け出ていただきます。

３ 前項の届出があったときは、当社は、第 28 条の 22（着信用直収電話契約申込の承諾）

の規定に準じて取り扱います。

（当社の他の契約約款等による制約等）

第 28 条の 26 着信用直収電話契約者は、当社のＩＰデータ通信網サービス契約約款等に定

めるところにより、契約者回線等を利用することができない場合においては、その契約者

回線等を利用して着信用直収電話サービスを利用することはできません。

（アクセス回線共用化の廃止等に伴う着信用直収電話契約の扱い）

第 28 条の 27 当社は、着信用直収電話契約者からアクセス回線共用化を行っている第１種

音声通信サービスについて、アクセス回線共用化の廃止若しくは契約の解除があった旨の

届出があったとき、又はその事実を知ったときは、その着信用直収電話契約を解除します。

２ 前項に規定するほか、当社は、アクセス回線共用化に係る契約者回線等を介して行われ

る通話について、着信用直収電話サービスに係る総合品質その他当社が別に定める接続品

質等の基準を維持することが困難であると当社が判断したときは、その着信用直収電話契

約を解除します。

（その他の提供条件）

第 28 条の 28 着信用直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び着信用直収電話契約者が

行う着信用直収電話契約の解除については、電話等利用契約の場合に準じて取り扱います。

２ 利用の一時中断、破産等による直収電話契約の解除及び当社が行う直収電話契約の解除

については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。

３ 契約者回線の終端、他社接続契約者回線の収容、他社接続契約者回線による制約、品目

の変更、契約者回線の移転、回線収容機能の変更、固定電話番号の数の変更については、

直収電話契約の場合に準じて取り扱います。

４ 前各項に規定するほか、着信用直収電話契約に関するその他の提供条件については、別

記２及び別記３に定めるところによります。

第２節の４ 他社直加入電話等付加機能利用契約
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（契約の単位）

第28条の29 当社は、他社直加入電話等利用回線１回線ごとに１の他社直加入電話等付加機

能利用契約を締結します。この場合、他社直加入電話等付加機能利用契約者は、１の他社

直加入電話付加機能利用契約につき１人に限ります。

（他社直加入電話等付加機能利用契約申込の方法）

第28条の30 他社直加入電話等付加機能利用契約の申込みをしようとするときは、当社所定

の契約申込書及び付加機能の利用申込書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出し

ていただきます。

（他社直加入電話等付加機能利用契約申込の承諾）

第 28 条の 31 当社は、他社直加入電話等付加機能利用契約の申込みがあったときは、受付

けた順序に従って承諾します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、他社直加入電話等付加機能利用契約

の申込みを承諾しないことがあります。

（１） 当社の付加機能の利用を伴わないとき。

（２） 第 41条（付加機能の提供）に規定する条件を満たさないとき。

（３） 他社直加入電話等付加機能利用契約の申し込みをした者が、他社直加入電話等利

用回線について他社直加入電話等会社と契約を締結している者と同一の者とならな

いとき。

（４） 他社直加入電話等付加機能利用契約の申込みをした者が電話サービス等の料金又

は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（５） その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（他社直加入電話等会社の契約約款等による制約等）

第28条の32 他社直加入電話等付加機能利用契約者は、他社直加入電話等会社の契約約款等

に定めるところにより、他社直加入電話等設備を使用することができない場合があります。

（他社直加入電話等付加機能利用権の譲渡）

第28条の33 他社直加入電話等付加機能利用権（他社直加入電話等付加機能利用契約者が他

社直加入電話等付加機能利用契約に基づいて他社直加入電話等付加機能利用サービスの提

供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）は譲渡できません。

（他社直加入電話等付加機能利用契約者が行う他社直加入電話等付加機能利用契約の解除）

第28条の34 他社直加入電話等付加機能利用契約者は、他社直加入電話等付加機能利用契約

を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定する電話サービス等取扱所
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に書面により届け出ていただきます。

（当社が行う他社直加入電話等付加機能利用契約の解除）

第28条の35 当社は、第45条（利用停止）第１項の規定により電話サービス等の利用を停止

された他社直加入電話等付加機能利用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その

他社直加入電話等付加機能利用契約を解除することがあります。

２ 当社は他社直加入電話等付加機能利用契約者が第45条第１項各号のいずれかに該当する

場合に、その事実が電話サービス等に関する業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認め

られるときは、前項の規定にかかわらず、他社直加入電話等付加機能利用サービスの利用

を停止しないでその他社直加入電話等付加機能利用契約を解除することがあります。

３ 当社は、前２項に規定するほか、第28条の31（他社直加入電話等付加機能利用契約申込

の承諾）第２項（第３号を除きます。）に規定する承諾条件を満たさなくなったときは、

その他社直加入電話等付加機能利用契約を解除します。

（他社直加入電話等契約の解除等に伴う他社直加入電話等付加機能利用契約の扱い）

第28条の36 当社は、他社直加入電話等付加機能利用契約者からその他社直加入電話等付加

機能利用契約に係る他社直加入電話等利用回線について、契約の解除若しくは利用休止が

あった旨の届出があったとき又はその事実を知ったときは、その他社直加入電話等付加機

能利用契約を解除します。

ただし、他社直加入電話等付加機能利用契約者が他社直加入電話等契約を解除すると同

時に同一協定事業者の他の他社直加入電話等契約を締結する場合であって、その他社直加

入電話等付加機能利用契約者からその他社直加入電話等付加機能利用契約を継続したい旨

の申出があったときは、この限りでありません。

２ 当社は、他社直加入電話等付加機能利用契約者とその他社直加入電話等付加機能利用契

約に係る他社直加入電話等利用回線について他社直加入電話等会社と契約を締結している

者が同一の者でないことについて、その事実を知ったときは、その他社直加入電話等付加

機能利用契約を解除することがあります。

３ 当社は、他社直加入電話等付加機能利用契約が他社直加入電話等会社の契約約款等に定

めるところにより、他社直加入電話等利用権（他社直加入電話等契約者（他社直加入電話

等会社と他社直加入電話等契約を締結した者をいいます。以下同じとします。）がその他

社直加入電話等契約に基づき、他社直加入電話等会社の電気通信サービスの提供を受ける

権利をいいます。以下同じとします。）の譲渡をし、他社直加入電話等会社の承認を受け

たときは、その他社直加入電話等付加機能利用契約を解除したものとします。

（その他の提供条件）

第28条の37 他社直加入電話等付加機能利用契約に関するその他の提供条件については、別
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記２及び別記３の定めるところによります。

第２節の５ 特定着信用直収電話契約

（特定着信用直収電話契約申込をすることができる者の条件）

第 29条 特定着信用直収電話契約の申込みをすることができる者は、当社のＩＰデータ通信

網サービス契約約款の規定による第４種メディアゲートウェイホスティングサービス（以

下「第４種メディアゲートウェイホスティングサービス」といいます。）に係る契約を締

結している者とします。

（契約の単位）

第 30条 当社は、１の特定着信用直収電話契約申込ごとに１の特定着信用直収電話契約を締

結します。この場合、特定着信用直収電話契約者は、１の特定着信用直収電話契約につき

１人に限ります。

（特定着信用直収電話サービス区域）

第 31条 当社は、料金表第１表第１（基本料金）に定めるところにより特定着信用直収電話

サービス区域を設定します。

２ 当社は、特定着信用直収電話サービス区域を示す表を当社が指定する電話サービス等取

扱所において閲覧します。

（特定着信用直収電話契約申込の方法）

第 32条 特定着信用直収電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を当社が指

定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。

（特定着信用直収電話契約申込の承諾）

第 33条 当社は、特定着信用直収電話契約の申込みがあったときは、通話端末と接続される

電気通信回線設備について当社が指定すること条件として、受け付けた順に従って承諾し

ます。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その特定着信用直収電話契約の申込

みを承諾しない場合があります。

（１） 申込みのあった特定着信用直収電話サービスを提供するために必要な電気通信設

備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。

（２） 特定着信用直収電話契約の申込みをした者が、電話サービス等に係る料金又は工

事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（３）特定着信用直収電話契約の申込みをした者が第 45 条（利用停止）第１項各号の規定

のいずれかに該当し、電話サービス等の利用を停止されている、又は電話サービス等
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契約の解除を受けたことがあるとき。

（４） 特定着信用直収電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載

した契約申込書を提出したとき。

（５） その他電話サービス等に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（固定電話番号）

第 34条 固定電話番号は当社が定めます。

２ 当社は、電話サービス等の提供上やむを得ない理由があるときは、固定電話番号を変更

することがあります。

３ 当社は、契約者回線等を介して行われる通話について特定着信用直収電話サービスに係

る総合品質を維持することが困難であると判断したときは、固定電話番号の全部又は一部

の付与を廃止することがあります。

４ 前２項の規定により、固定電話番号を変更する場合又は固定電話番号の全部若しくは一

部を廃止する場合には、あらかじめそのことを特定着信用直収電話契約者に通知します。

（その他の提供条件）

第 35 条 特定着信用直収電話契約に基づく権利の譲渡の禁止及び特定着信用直収電話契約

者が行う特定着信用直収電話契約の解除については、電話等利用契約の場合に準じて取り

扱います。

２ 利用の一時中断、破産等による特定着信用直収電話契約の解除及び当社が行う特定着信

用直収電話契約の解除については、直収通信契約の場合に準じて取り扱います。

３ 契約者回線の終端、契約者回線の移転、固定電話番号の数の変更については、直収電話

契約の場合に準じて取り扱います。

４ 前各項に規定するほか、特定着信用直収電話契約に関するその他の提供条件については、

別記２及び別記３に定めるところによります。

第３節から第５節まで 削除

第 36条から第 38 条まで 削除

第６節 ＩＰ電話サービス契約

（契約の単位）

第 38 条の２ 当社は、１のＩＰ利用回線につき１のＩＰ電話契約を締結します。この場合、

ＩＰ電話契約者は、１のＩＰ電話契約につき１人に限ります。

（ＩＰ電話契約申込を行うことができる者の条件）
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第 38条の３ ＩＰ電話契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるＩＰ利用回線を

別に契約する者に限ります。

２ 第１項のうちＩＰ電話契約の申込みを行うことができる者は、申込みに際しＩＰ電話サ

ービスの提供を受けるために必要なＩＰ電話アダプタを用意していただきます。

（注）当社が定めるＩＰ利用回線（ＩＰ電話契約者に係るものに限ります。）とは、以下の

ものをいいます。

・ＫＤＤＩ株式会社のコンピュータ通信網サービス契約約款又は総合オープン通信網サー

ビス契約約款に規定する契約者回線

・ＫＤＤＩ株式会社の設置する交換設備等（当社が指定するものに限ります。）とＫＤＤＩ

コンピュータ通信網サービス取扱局内の当社が指定する場所との間に設置される電気通

信回線

・日本デジタル配信株式会社の卸電気通信役務の提供に関する契約に規定する回線

（ＩＰ電話契約申込の方法）

第 38条の４ ＩＰ電話契約の申込みをするときは、当社所定の契約手続（オンラインサイン

アップによるものを含みます。）を行っていただきます。

（ＩＰ電話契約申込の承諾）

第 38条の５ 当社は、ＩＰ電話契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾

します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＩＰ電話契約の申込みを承諾し

ないことがあります。

（１） ＩＰ電話サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。

（２） ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質（事業用

電気通信設備規則第 35条の６第１項の規定に基づく総合品質の基準をいいます。以下

「総合品質」といいます。）を維持することが困難であると当社が判断したとき。

（３） ＩＰ電話契約の申込みをした者が、ＩＰ電話サービス又はＩＰ利用回線の料金又は

工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（４） ＩＰ電話契約の申込みをした者が、第 45条（利用停止）第１項各号の規定のいずれ

かに該当し、ＩＰ電話サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたこと

があるとき。

（５） ＩＰ電話契約の申込みをした者が、ＩＰ利用回線の契約約款等に定める利用停止の

規定のいずれかに該当し、ＩＰ利用回線の利用を停止されている、又は契約解除を受

けたことがあるとき。

（６） ＩＰ電話契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込

書を提出したとき。
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（７） その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（ＩＰ電話番号）

第 38条の６ ＩＰ電話サービスの電話番号（以下「ＩＰ電話番号」といいます。）は、当社

が定めるところによりＩＰ電話契約者に付与し、その他の提供条件は直収通信サービスの

直収通信回線番号に準用して取り扱います。

２ ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持するこ

とが困難であると当社が判断したときは、ＩＰ電話番号の全部又は一部の付与を廃止する

ことがあります。

（ＩＰ利用回線による制約）

第 38条の７ ＩＰ電話契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等の定める

ところにより、ＩＰ利用回線を使用することができない場合においては、ＩＰ電話サービ

スを利用することができません。

（ＩＰ電話契約申込内容の変更）

第 38条の８ 当社は、ＩＰ電話契約者から請求があったときは、ＩＰ利用回線の種類と終端

の場所等に係る契約内容の変更を行います。

２ 前項の請求があったときは、当社は、第 38 条の５（ＩＰ電話契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。

（当社が行うＩＰ電話契約の解除）

第 38条の９ 当社は、次の場合には、ＩＰ電話契約を解除することがあります。

（１） 第 45 条（利用停止）の規定によりＩＰ電話サービスの利用停止をされたＩＰ電話契

約者がなおその事実を解消しないとき。

（２） ＩＰ電話サービスのＩＰ利用回線に係る契約の解除、又は細目又は区別の変更に伴

い、第 38条の３（ＩＰ電話契約申込を行うことができる者の条件）を満たさなくなった

旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき。

２ 当社は、ＩＰ電話契約者が第 45 条（利用停止）の規定のいずれかに該当する場合に、そ

の事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に

かかわらず、ＩＰ電話サービスの利用停止をしないでそのＩＰ電話契約を解除することが

あります。

３ ＩＰ利用回線に関して次の事項に該当する場合に、ＩＰ電話契約を解除することがあり

ます。

（１） ＩＰ電話契約の申込みをした者が、ＩＰ利用回線について協定事業者と契約を締結

している者と同一でないことについて、その事実を知ったとき。
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（２） そのＩＰ利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容

が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。

（３） そのＩＰ利用回線に係る協定事業者の契約の解除があったとき又はその事実を知っ

たとき。

（４） そのＩＰ利用回線が、移転によりＩＰ電話サービスの提供区域外となったとき。

４ 当社は、前３項の規定により、そのＩＰ電話契約を解除しようとするときは、あらかじ

め、ＩＰ電話契約者にそのことをお知らせします。

（その他の提供条件）

第 38 条の 10 利用権の譲渡の禁止及びＩＰ電話契約者が行うＩＰ電話契約の解除の取扱い

については、一般電話サービス等の場合に準ずるものとします。

２ 前項に定めるほか、ＩＰ電話契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３

に定めるところによります。

第７節 第三者課金機能利用契約

（契約の単位）

第38条の11 当社は、１の第三者課金機能利用契約ごとに１の第三者課金機能利用契約を締

結します。この場合、第三者課金機能利用契約者は、１の第三者課金機能利用契約につき

１人に限ります。

（第三者課金機能利用契約申込の方法）

第38条の12 第三者課金機能利用契約の申込みをしようとするときは、当社所定の契約申込

書を当社が指定する電話サービス等取扱所に提出していただきます。

（第三者課金機能利用契約申込の承諾）

第 38 条の 13 当社は、第三者課金機能利用契約の申込みがあったときは、受付けた順序に

従って承諾します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、第三者課金機能利用契約の申込みを

承諾しないことがあります。

（１） 第三者課金機能利用契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載

した契約申込書を提出したとき。

（２） 第三者課金機能利用契約の申込みをした者が電話サービス等の料金又は工事に関

する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（３） その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（相互接続事業者の契約約款等によるによる制約等）
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第38条の14 第三者課金機能利用契約者は、携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備を提供する

協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その設備を使用しての第三者課金機能の

利用ができない場合があります。

（第三者課金機能利用契約の譲渡）

第38条の15 第三者課金機能利用権（第三者課金機能利用契約者が第三者課金機能利用契約

に基づいて第三者課金機能利用サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとしま

す。）は譲渡できません。

（第三者課金機能利用契約者が行う第三者課金機能利用契約の解除）

第38条の16 第三者課金機能利用契約者は、第三者課金機能利用契約を解除しようとすると

きは、そのことをあらかじめ当社が指定する電話サービス等取扱所に書面により届け出て

いただきます。

（当社が行う第三者課金機能利用契約の解除）

第38条の17 当社は、第45条（利用停止）第１項の規定により電話サービス等の利用を停止

された第三者課金機能利用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第三者課金

機能利用契約を解除することがあります。

２ 当社は第三者課金機能利用契約者が第45条第１項各号のいずれかに該当する場合に、そ

の事実が電話サービス等に関する業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるとき

は、前項の規定にかかわらず、第三者課金機能利用サービスの利用を停止しないでその第

三者課金機能利用契約を解除することがあります。

３ 当社は、前２項に規定するほか、第38条の13（第三者課金機能利用契約申込の承諾）に

規定する承諾条件を満たさなくなったときは、その第三者課金機能利用契約を解除します。

（その他の提供条件）

第38条の18 第三者課金機能利用契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３

に定めるところによります。

第８節 緊急通報利用契約

（契約の単位）

第 38 条の 20 当社は、１の特定ＩＰ電話契約につき１の緊急通報利用契約を締結します。

この場合、緊急通報利用契約者は、１の緊急通報利用契約につき１人に限ります。

（緊急通報利用契約申込を行うことができる者の条件）

第 38 条の 21 緊急通報利用契約の申込を行うことができる者は、特定ＩＰ電話契約を別に
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契約する者に限ります。

（緊急通報利用契約申込の方法）

第 38 条の 22 特定事業者への特定ＩＰ電話契約の申込みをもって、当社に対し緊急通報利

用契約の申込みをしたものとします。

２ 特定事業者へ特定ＩＰ電話契約の申込みを行った者は、当社が緊急通報利用契約を締結

するためだけに、当社が特定事業者からその締結に必要な氏名、住所及び電話番号等につ

いて、通知を受けることについて同意していただきます。

（緊急通報利用契約申込の承諾）

第 38 条の 23 当社は、緊急通報利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従っ

て承諾します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その緊急通報利用契約の申込を承諾

しないことがあります。

（１） 緊急通報利用契約の申込みをした者が、特定ＩＰ電話契約を締結している者と同一

とならないとき。

（２） 緊急通報利用契約の申込みをした者が、緊急通報利用契約の料金又は工事に関する

費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

（３） その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

３ 当社は、第１項の規定にかかわらず、緊急通報利用契約の申込みをした者が、特定事業

者との間で特定ＩＰ電話契約を締結しないとき又は特定ＩＰ電話契約の申込みに対して特

定事業者の承諾が得られないときには、その申込を承諾しません。

（特定事業者の契約約款による制約）

第 38 条の 24 緊急通報利用契約者は、特定事業者の契約約款に定めるところにより、その

緊急通報利用契約に係る特定ＩＰ電話契約に係るサービスを使用することができない場合

においては、緊急通報サービスを利用することはできません。

（利用権の譲渡の禁止）

第 38 条の 25 緊急通報利用サービスに係る利用権（緊急通報利用契約者が緊急通報利用契

約に基づいて緊急通報の提供を受ける権利をいいます。）は、譲渡することができません。

（緊急通報利用契約者が行う緊急通報利用契約の解除）

第 38 条の 26 緊急通報利用契約者は、緊急通報利用契約を解除しようとするときは、その

ことをあらかじめ当社所定の方法により電話サービス等取扱所に通知していただきます。
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（当社が行う緊急通報利用契約の解除）

第 38条の 27 当社は、第 45条（利用停止）の規定により電話サービス等の利用を停止され

た緊急通報利用契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その緊急通報利用契約を解

除することがあります。

２ 当社は、緊急通報利用契約者が第 45 条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、

その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定

にかかわらず、電話サービス等の利用停止をしないでその緊急通報利用契約を解除するこ

とがあります。

３ 当社は前２項の規定によりその緊急通報利用契約を解除しようとするときは、あらかじ

め緊急通報利用契約者にそのことをお知らせします。

（特定ＩＰ電話契約の解除等に伴う緊急通報利用契約の扱い）

第 38 条の 28 当社は、緊急通報利用契約者からその緊急通報利用契約に係る特定ＩＰ電話

契約について、契約の解除若しくは利用休止をした旨の届出があったとき又はその事実を

知ったときは、その緊急通報利用契約を解除します。

２ 当社は、緊急通報利用契約者とその緊急通報利用契約に係る特定ＩＰ電話契約を締結し

ている者が同一のものでないことについて、その事実を知ったときは、その緊急通報利用

契約を解除することがあります。

（その他の提供条件）

第 38 条の 29 緊急通報利用契約に関するその他の提供条件については、別記２及び３に定

めるところによります。

第５章 削除

第 39条から第 40 条まで 削除

第６章 付加機能

（付加機能の提供）

第 41条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第１表第３（付

加機能使用料）に定めるところにより付加機能を提供します。

（１） 付加機能の提供を請求した契約者が付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠る

おそれがあるとき。

（２） 付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社

の業務の遂行上支障があるとき。
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２ 当社は、前項の規定にかかわらず、料金表第１表第３に別段の定めがある場合は、その

付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。

（付加機能の利用の一時中断）

第 41条の２ 当社は、電話サービス等契約者から請求があったときは、その付加機能の利用

の一時中断（その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないよう

にすることをいいます。以下同じとします。）を行います。

２ ただし、料金表第１表第３（付加機能使用料）に別段の定めがある場合は、その定める

ところによります。

（付加機能の接続休止）

第 42 条 当社は、電話サービス等の接続休止（第 46 条（接続休止）第２項の接続休止をい

います。）があったときは、その付加機能の接続休止を行います。

第７章 回線相互接続

（当社又は他社の電気通信回線の接続）

第 43条 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その契約者回線の

終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当

社、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続

の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続

を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の

内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が指定する電話サービ

ス等取扱所に提出していただきます。

２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関す

る当社、当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、

その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により

行う通信について、その品質を保証しません。

３ 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その接続について、第

１項の規定により当社が指定する電話サービス等取扱所に提出した書面に記載した事項に

ついて変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきま

す。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。

４ 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、その接続を廃止しよう

とするときは、そのことをあらかじめ書面により当社が指定する電話サービス等取扱所に

通知していただきます。
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第８章 利用中止等

（利用中止）

第 44条 当社は、次の場合には、電話サービス等の利用（第３号については国際通信利用に

限ります。）を中止することがあります。

（１） 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

（２） 第 48条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。

（３） 電話等利用契約者の国際通信利用において通信に関する料金の著しい増加が想定さ

れる事態を発見したとき。

（４） 特定のＩＰ利用回線から、多数の不完了呼（相手先の応答前に発信を取りやめるこ

とをいいます。以下同じとします。）を発生させることにより、現に通話がふくそうし、

又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。

（５） ＩＰ利用回線が利用中止になったとき。

２ 当社は、前項の規定により電話サービス等の利用を中止するときは、あらかじめそのこ

とを契約者に通知します。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

２の２ 第１項第３号により電話サービスの国際通信利用を中止し契約者にお知らせした場

合であって、契約者から利用中止解除の申出がない場合には、契約者からの請求に基づき

料金表第１表第３（付加機能使用料）で規定する「発信通信利用休止機能」を適用したも

のとみなして取り扱います。

３ 第１項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表第１表第３に別段

の定めがあるときは、当社は、その付加機能の利用を中止することがあります。

（利用停止）

第 45条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定める期間

（その電話サービス等に係る料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要する

こととなった電話サービス等に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債

務をいいます。以下この項において同じとします。）が支払われないときは、その料金そ

の他の債務が支払われるまでの間）、その電話サービス等の利用を停止することがありま

す。

（１） 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

（２） 契約者が、この約款において定めるその者の他の契約に係る電話サービス等に係る

料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払がないとき。

（３） 第 70 条（利用に係る契約者の義務）又は第 73 条（利用上の制限）の規定に違反し

たとき。

（４） 契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設
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置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の

承諾を得ずに接続したとき。

（５） 契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある

場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受ける

ことを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営

端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。

（６） 契約者回線等（直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係るものに限りま

す。）を介して行われる通話について直収電話サービスに係る総合品質、着信用直収電

話サービスに係る総合品質又はその他当社が別に定める接続品質等の基準を維持するこ

とが困難になったとき。

（７） 第 28条の 15（通話端末の移転）又は第 28条の 25（通話端末の扱い）の規定に違反

して、あらかじめ当社の承諾を得ずに通話端末を移転したとき。

（８） 前各号のほか、この約款に違反する行為であって、電話サービス等に関する当社の

業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行

為をしたとき。

（９） 第 61条（保証金）に規定する保証金を預け入れなかったとき。

（10） 削除

（11） ＩＰ利用回線に係る他契約約款等の規定によりそのＩＰ利用回線が利用停止になっ

たとき。

（12） ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持す

ることが困難であると当社が判断したとき。

２ 当社は、前項の規定により電話サービス等の利用停止をするときは、あらかじめその理

由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

ただし、必要やむを得ない場合は、この限りでありません。

３ 削除

（接続休止）

第 46 条 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止若しくは相互接続協定の解除又は協定

事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者の電気通信設備に係る他社

相互接続通信（協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。）

を行うことはできません。

２ 前項の場合に、契約者が他社相互接続通信を全く利用することができなくなったときは、

当社は電話サービス等の接続休止（当社の電話サービス等を利用して行う通信と他社相互

接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。）を行います。

ただし、その電話サービス等について、契約者から電話サービス等契約の解除の通知が

あったときは、この限りでありません。
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３ 当社は、前項の規定により電話サービス等の接続休止をするときは、あらかじめ、その

ことを契約者に通知します。

４ 第２項に規定する接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、

その接続休止の期間を経過した日において、その電話サービス等契約は解除されたものと

して取り扱います。

第９章 通信

第１節 通信の種類等

（通信の種類等）

第 47条 通信の種類等は、料金表第１表第２（通信に関する料金）に定めるところによりま

す。

（相互接続通信）

第 47条の２ 相互接続通信は、当社が相互接続協定に基づき定めた通話に限り行うことがで

きるものとします。

２ 相互接続通信を行うことができる地域（以下「接続対象地域」といいます。）は、当社

が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。

第２節 通信利用の制限

（通信利用の制限）

第 48条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったと

きは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予

防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な

事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的

に取り扱うため、次に掲げる機関で利用している電話サービス等（当社がそれらの機関と

の協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置（特

定の地域への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。

機関名

気象機関

水防機関

消防機関

災害救助機関

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。）

防衛機関

輸送の確保に直接関係がある機関

通信の確保に直接関係がある機関
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電力の供給の確保に直接関係がある機関

ガスの供給の確保に直接関係がある機関

水道の供給の確保に直接関係がある機関

選挙管理機関

別記 12 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関

預貯金業務を行う金融機関

国又は地方公共団体の機関

２ 一般電話サービス等に係る通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手方に着信しな

いことがあります。

３ 削除

（通信時間等の制限）

第 49条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時

間又は特定の地域への通信の利用を制限することがあります。

第３節 通信時間の測定等

（通信時間の測定等）

第 50条 通信時間及びＩＰ電話番号（ＩＰ電話契約者が取得したものに限ります。）の数の

測定等については、料金表第１表第２（通信に関する料金）に定めるところによります。

２ 前項の規定にかかわらず、緊急通報利用契約に関する通信時間についてはその測定を行

いません。

第４節 通信の取扱い

（国際通信の取扱地域）

第 51条 国際通信の取扱地域は、料金表第１表第２（通信に関する料金）に定めるところに

よります。

第５節 発信者番号通知

（発信者番号通知）

第 52条 契約者回線又はＩＰ利用回線から利用契約回線等への通信については、発信者番号

通知（発信者の直収通信回線番号、固定電話番号又はＩＰ電話番号を着信者の利用契約回

線等へ通知することをいいます。）を行います。

ただし、発信者がその取扱いを拒むとき又は次の通信については、この限りでありませ

ん。

（１） 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信

（２） 発信電話番号非通知機能の提供を受けているＩＰ利用回線から行う通信（当社が別
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に定める方法により行う通話を除きます。）

２ 緊急通報利用契約において、電気通信番号規則第 11条に規定する緊急通報に関する電気

通信番号（110 又は 119 に限ります。）をダイヤルして行う通信については、その発信電

話番号等（発信者の電話番号、その通信の発信元に係る緊急通報利用契約者の氏名及び住

所をいいます。）を着信先の警察機関又は消防機関へ通知します。

ただし、通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信については、この限りで

ありません。

なお、電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号のうち 118

をダイヤルして行う通信については、前項に準じます。

３ 前２項の場合において、当社は、直収通信回線番号、固定電話番号、ＩＰ電話番号又は

発信電話番号等を着信者の利用契約回線等へ通知し、又は通知しないことに伴い発生する

損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により

責任を負います。

（注）本条第 1 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により行う通信は、通信の発信に

先立ち、「186」をダイヤルして行う通信とします。

第 10章 料金等

第１節 料金及び工事に関する費用

（料金及び工事に関する費用）

第 53条 当社が提供する電話サービス等の料金は、料金表第１表（料金）に定める基本料金、

通信に関する料金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料、請求事務手数料及び再請

求書発行手数料とします。

２ 当社が提供する電話サービス等の工事に関する費用は、料金表第２表（工事に関する費

用）に規定する工事費とします。

第２節 料金等の支払義務

第 54条 削除

（基本料金等の支払義務）

第 55条 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又

は付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は契約者回線、回線収容機能、

固定電話番号若しくは付加機能の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した日と

解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表

第１表第１（基本料金）及び第３（付加機能使用料）に規定する料金（以下「基本料金等」

といいます。）の支払いを要します。

２ 前項の期間において、利用の一時中断等により契約者回線、回線収容機能、固定電話番
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号又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの基本料金等の支払いは、次

によります。

（１） 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要し

ます。

（２） 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。

（３） 前２号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除き、契約者回線、

回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を利用できなかった期間中の基本料金等の支

払いを要します。

区 別 支払いを要しない料金

１ 契約者の責めによらない理由により、そ

の契約者回線、回線収容機能、固定電話番

号又は付加機能を全く利用できない状態

（その契約者回線、回線収容機能、固定電

話番号又は付加機能に係る電気通信設備

に著しい支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含みます。

以下この表において同じとします。）が生

じた場合（２欄、３欄又は４欄に該当する

場合を除きます。）にそのことを当社が知

った時刻から起算して、24 時間以上その状

態が連続したとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間（24時間の倍数である部分に

限ります。）について、24 時間ごとに日数を

計算し、その日数に対応するその契約者回

線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機

能についての基本料金等

２ 当社の故意又は重大な過失によりその

契約者回線、回線収容機能、固定電話番号

又は付加機能をまったく利用できない状

態が生じたとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間について、その時間に対応す

るその契約者回線、回線収容機能、固定電話

番号又は付加機能についての基本料金等

３ 種類の変更、契約者回線の移転、回線収

容機能の変更又は相互接続点の変更等に

伴って、契約者回線、回線収容機能、固定

電話番号又は付加機能を利用できなくな

った期間が生じたとき（契約者の都合によ

り契約者回線、回線収容機能、固定電話番

号又は付加機能を利用しなかった場合で

あって、その設備、直収通信回線番号、固

定電話番号又は料金表に規定する番号（当

社が別に定める番号に限ります。）を保留

したときを除きます。）。

利用できなくなった日から起算して利用で

きる状態とした日の前日までの日数に対応

するその契約者回線、回線収容機能、固定電

話番号又は付加機能についての基本料金等
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４ 電話サービス等の接続休止をしたとき。 接続休止をした日から起算し、再び利用でき

る状態とした日の前日までの日数に対応す

るその契約者回線、回線収容機能、固定電話

番号又は付加機能についての基本料金等

３ 第１項の期間において、他社相互接続通信を行うことができないことにより契約者回線、

回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を利用することができない状態が生じたときの

基本料金等の支払いは、次によります。

（１） 協定事業者の契約約款等に規定する利用の一時中断、利用停止その他契約者に帰す

る理由により、他社相互接続通信を行うことができなかった場合であっても、契約者は、

その期間中の基本料金等の支払いを要します。

（２） 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、他社相互接続通信を行うこと

ができないため、契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能を全く利用で

きなかった期間中の基本料金等の支払いを要します。

区 別 支払いを要しない料金

１ 契約者の責めによらない理由により、他

社相互接続通信を全く行うことができな

い状態（全ての他社相互接続通信に著しい

支障が生じ、全く利用できない状態と同程

度の状態となる場合を含みます。以下この

表において同じとします。）が生じたため、

当社の契約者回線、回線収容機能、固定電

話番号又は付加機能が全く利用できなく

なった場合に、そのことを当社が知った時

刻から起算して、24時間以上その状態が連

続したとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間（24時間の倍数である部分に

限ります。）について、24 時間ごとに日数を

計算し、その日数に対応するその契約者回

線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機

能についての基本料金等

２ 当社の故意又は重大な過失により他社

相互接続通信を全く利用できない状態が

生じたとき。

そのことを当社が知った時刻以後の利用で

きなかった時間について、その時間に対応す

るその契約者回線、回線収容機能、固定電話

番号又は付加機能についての基本料金等

４ 当社は、支払いを要しないこととされた基本料金等が既に支払われているときは、その

料金を返還します。

（基本料金の支払義務）

第 55条の２ ＩＰ電話契約者（自らＩＰ電話番号を取得したものに限ります。この条におい

て同じとします。）は、当社が測定したＩＰ電話番号の数と料金表第１表第１（基本料金）

の規程とに基づいて算定した基本料金を支払っていただきます。この場合、第 55条（基本
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料金等の支払義務）第２項から第４項までの規定は、ＩＰ電話サービスの基本料金につい

て準用します。

２ ＩＰ電話契約者は、基本料金について、当社の機器の故障等により正しく測定すること

ができなかった場合は、料金表第１表第１（基本料金）に定めるところにより算定した料

金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、ＩＰ電話契

約者と協議し、その事情を参酌するものとします。

（ユニバーサルサービス料の支払義務）

第 55条の３ 契約者は、第 22条（直収通信回線番号）、第 28条の９（固定電話番号）、 第

28 条の 23（固定電話番号）、第 34条（固定電話番号）及び第 38条の６（ＩＰ電話番号）

の規定により当社が定めた電気通信番号並びに料金表第１表第３（付加機能使用料）に規

定する付加機能（当社が別に定めるものに限ります。）に当社が定めた電気通信番号につ

いて、料金表第１表第４（ユニバーサルサービス料）に規定するユニバーサルサービス料

の支払いを要します。

２ 利用の一時中断等により電話サービス等を利用することができなくなった場合であって

も、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス料の支払いを要します。

３ 協定事業者の定める契約約款等による利用の一時中断等により、他社相互接続通信を行

うことができなくなった場合であっても、契約者は、その期間中のユニバーサルサービス

料の支払いを要します。

（通信に関する料金の支払義務）

第 56条 契約者は、次の通信について、当社が測定した通信時間と料金表第１表第２（通信

に関する料金）の規定とに基づいて算定した通信に関する料金の支払いを要します。

区 別 支払いを要する者

１ 利用契約回線から行った通信（その利

用契約回線に係る電話等利用契約者以外

の者が行った通信を含みます。）

その利用契約回線に係る電話等利用契約者

２ 直収通信サービスに係る契約者回線か

ら行った通信（その契約者回線に係る直

収通信契約者以外の者が行った通信を含

みます。）

その契約者回線に係る直収通信契約者

３ 直収電話サービスに係る契約者回線等

から行った通信（直収電話契約者以外の

者がその直収電話契約者に係る契約者識

別番号及び暗証符号を送信した場合を含

みます。）

その通信を行う際に送信された契約者識別

番号及び暗証符号に係る直収電話契約者
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３の２ ＩＰ電話サービスに係るＩＰ利用

回線から行った通話（そのＩＰ利用回線

に係るＩＰ電話契約者以外の者が行った

通話を含みます。）

そのＩＰ利用回線に係るＩＰ電話契約者

１の２ 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定（表中１欄を除きます。）

にかかわらず、第 57条の２（相互接続通信の料金の取扱い等）に規定するところによりま

す。

１の３ 前２項の規定にかかわらず、付加機能を利用して行った通信に関する料金について、

料金表第１表第２（通信に関する料金）又は同表第３（付加機能使用料）に別段の定めが

ある場合は、その定めるところによります。

２ 契約者は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定すること

ができなかった場合は、料金表第１表第２に定めるところにより算定した料金額の支払い

を要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を

参酌するものとします。

(利用者回線等変更時の取り扱い)

第 57 条 契約者は、当社の承諾を得ずに着信課金機能にかかる利用契約回線等を変更した場

合、それにより発生した料金およびその他の責務の支払いを要します。

（相互接続通信の料金の取扱い等）

第 57条の２ 契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めると

ころにより、相互接続通信に関する料金を支払っていただきます。

２ 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又

は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に

基づき当社が別に定めるところによります。

３ 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協

定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業

者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。

（請求事務手数料の支払義務）

第 58条 電話等利用契約者は、この約款の規定により支払いを要することとなった電話サー

ビス等に係る料金（料金表第１表第５（請求事務手数料）に規定する請求事務手数料を除

きます。）又は工事に関する費用を当社が請求する場合に、料金表第１表第５に規定する

請求事務手数料の支払いを要することがあります。

（工事費の支払義務）
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第 59条 契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料

金表第３表第１（工事費）に規定する工事費の支払いを要します。

ただし、工事の着手前にその電話サービス等契約の解除又はその工事の請求を取消し（以

下この条において「解除等」といいます。）があった場合は、この限りでありません。こ

の場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、そ

の工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定

した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定

した額に消費税相当額を加算した額とします。

第３節 料金の計算方法等

（料金の計算方法等）

第 60条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め

るところによります。

第４節 保証金

（保証金）

第 61条 当社は、契約者（ＩＰ電話契約者を除きます。この条において同じとします。）が

次のいずれかに該当するときは、その電話サービス等の提供の条件として、保証金を預け

入れていただくことがあります。

ただし、契約者が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、

この限りでありません。

（１） 電話サービス等契約の締結を行った者

（２） 過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想される者

（３） 電話サービス等に係る料金その他の費用の支払を怠り、又は怠るおそれのある者

２ 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。

３ 保証金については、無利息とします。

４ 当社は、契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支

払わず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当する

ことがあります。

５ 当社は、電話サービス等契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、

保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者がこの約款の規定に

基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充

当します。

第５節 割増金及び延滞利息
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（割増金）

第 62条 契約者その他電話サービス等の利用者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不

法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額と

します。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額（料金表の規定により消費税

相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の２倍に相当する額）

を割増金として当社が定める方法により支払っていただきます。

（延滞利息）

第 63条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。以下この条において同じとし

ます。）について当社が定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期

日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5％の割合で計算して得た額を

延滞利息として当社が定める方法により支払っていただきます。

ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りであ

りません。

第 11章 保守

（契約者の維持責任）

第 64条 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、自営端末設備又は

自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。

２ ＩＰ電話契約者（ＩＰ利用回線を介して他社の電気通信設備に接続する場合に限りま

す。）は総合品質を維持していただきます。

（契約者の切分責任）

第 65条 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、自営端末設備又は

自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社の

電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通

信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理を請求していただきます。

２ 前項の確認に際して、直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者から

請求があったときは、当社は、電話サービス等取扱所において試験を行い、その結果をそ

の直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者にお知らせします。

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合に

おいて、直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者の請求により当社の

係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、

直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者にその派遣に要した費用を負

担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費
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税相当額を加算した額とします。

（修理又は復旧の順位）

第 66条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を

修理し､又は復旧することができないときは､第 48 条（通信利用の制限）の規定により優先

的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又

は復旧します。この場合において、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条第１項

の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

順位 修理又は復旧する電気通信設備

１ 気象機関に設置されるもの

水防機関に設置されるもの

消防機関に設置されるもの

災害救助機関に設置されるもの

警察機関に設置されるもの

防衛機関に設置されるもの

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

２ ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの

選挙管理機関に設置されるもの

別記 12 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置さ

れるもの

預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きます。）

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの

第 12章 損害賠償

（責任の制限）

第 67条 当社は、電話サービス等を提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに

帰すべき理由によりその提供をしなかったとき（その提供をしなかったことの原因が、本

邦のケーブル陸揚局（複数地点間の電気通信のために用いられる海底ケーブルの陸揚げを

行う事業所をいいます。）より外国側の電気通信回線設備における障害であるときを除き

ます。）は、その電話サービス等が全く利用できない状態（その契約に係る電気通信設備

による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合
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を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起

算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

ただし、協定事業者が協定事業者の契約約款等に定めるところによりその損害を賠償す

る場合又はＩＰ電話サービスに係るＩＰ利用回線においてＤＳＬ方式に起因する事象によ

り全く利用できない状態となる場合は、この限りでありません。

２ 前項の場合において、当社は、電話サービス等が全く利用できない状態にあることを当

社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。）

について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその電話サービス等に係る次

の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。

（１） 料金表第１表第１（基本料金）及び第３（付加機能使用料）に規定する基本料金等

（２） 料金表第１表第２（通信に関する料金）に規定する料金（電話サービス等を全く利

用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月（料金表通則に規定する料金月を

いいます。）の前６料金月の１日当たりの平均の通信に関する料金（前６料金月の実績

を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）により算

出します｡）

３ 当社の故意又は重大な過失により電話サービス等の提供をしなかったときは、前２項の

規定は適用しません。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目

について料金表第１表第２に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

（注１）本条第２項第２号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則とし

て、電話サービス等を全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間内に

おける１日当たりの平均の通信に関する料金とします。

（注２）本条第２項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通

則の規定に準じて取り扱います。

（免責）

第 68条 当社は、直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る

設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、直収通信契約

者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損

害を与えた場合に、それが止むを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償し

ません。

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以

下この条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改

造等に要する費用については負担しません。

ただし、直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスについては

端末設備等の接続の技術的条件（以下この条において「技術的条件」といいます。）の規
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定の変更（電話サービス等取扱所に設置する交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適

用の変更を含みます。）により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている

自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要す

る費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。

第 13章 雑則

（他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結）

第 68 条の２ 直収通信契約の申込みの承諾を受けた者は、別記 14 に定める電気通信事業者

がそれぞれ定める契約約款等の規定に基づいて、その電気通信事業者と別記 14 に定める電

話等利用契約を締結したこととなります。

ただし、直収通信契約者から、その電気通信事業者に対してその電話等利用契約を締結

しない旨の意思表示があったときは、この限りでありません。

２ 前項の規定により電話等利用契約を締結した直収通信契約者は、その契約者回線におい

て該当する電気通信事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信

事業者の契約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。

ただし、その直収通信契約者が、その電話等利用契約に基づく請求により電気通信サー

ビスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その電気通信事業者の契

約約款等に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。

（承諾の限界）

第 69条 当社は、契約者その他電話サービス等の利用者から工事その他の請求があった場合

に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である

等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場

合は、その理由をその請求をした者に通知します。

ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

（利用に係る契約者の義務）

第 70条 契約者は、次のことを守っていただきます。

（１） 当社が直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気

通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線

条その他の導体を連絡しないこと。

ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備

若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りであ

りません。

（２） 故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える
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行為を行わないこと。

（３） 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が直収通信契約、直収

電話契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品

を取り付けないこと。

（４） 当社が直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約に基づき設置した電気

通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。

（５） 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他

人の利益を害する態様で電話サービス等を利用しないこと。別記 10に定める禁止事項に

抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。

（６） 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある

行為を行わないこと。

２ 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が

指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

（契約者回線の設置場所の提供等）

第 71条 契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記４に定めるところに

よります。

（技術的事項及び技術資料の閲覧）

第 72条 直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスにおける基本的

な技術的事項は、別表のとおりとします。

２ 当社は、当社が指定する当社の事業所において、直収通信サービス、直収電話サービス

又は着信用直収電話サービスを利用するうえで参考となる別記 13 に定める事項を記載し

た技術資料を閲覧に供します。

（利用上の制限）

第 73条 電話等利用契約者は、コールバックサービス（本邦から発信する国際通信を、外国

から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをい

います。以下同じとします。）のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下さ

せる次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で通信を行ってはいけま

せん。

方 式 概 要

ポーリング方式 外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、本邦側の利用

者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答

することで提供がなされるコールバックサービスの方式

アンサープレッション その提供に際して、当社が国際電話サービス等の通信時間の測定
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方式 を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコ

ールバックサービスの方式

（電話等利用契約者からの通知）

第 74条 電話等利用契約者は、利用契約回線について、協定事業者が定める契約約款等の規

定による電話番号の変更、利用休止又は電話加入権等の譲渡その他当社が別に定める異動

があったときは、その内容について速やかに契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知

していただきます。

（注）本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。

（１）利用契約回線に係る契約を締結している者の氏名及び住所の変更

（２）利用契約回線に係る契約の解除

（他社直加入電話等付加機能利用契約者からの通知）

第 74条の２ 他社直加入電話等付加機能利用契約者は、他社直加入電話等利用回線について、

協定事業者が定める契約約款等の規定による電話番号の変更、利用休止又は利用権の譲渡

その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに契約事務を行う

電話サービス等取扱所に通知していただきます。

（注）本条に規定する当社が別に定める異動は、次のとおりとします。

（１）他社直加入電話等利用回線に係る契約を締結している者の氏名及び住所の変更

（２）他社直加入電話等利用回線に係る契約の解除

（直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話契約者

からの通知）

第 75条 直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約者又は特定着信用直収電話

契約者は、契約者回線等について、第 20 条（直収通信契約申込の方法）、第 28条の６（直

収電話契約申込の方法）、第 28条の 21（着信用直収電話契約申込の方法）又は第 32 条（特

定着信用直収電話契約申込の方法）に規定する事項に異動があったときは、その内容につ

いて速やかに契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。

（協定事業者への通知）

第 76条 当社は、協定事業者から要請があったときは、契約者（その協定事業者と電話サー

ビス等を利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。）の氏名及び住所等を

その協定事業者に通知することがあります。

（協定事業者からの通知）

第 77条 当社は、契約者が、第 17条（その他の提供条件）による届出、第 74 条（電話等利
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用契約者からの通知）又は第 74条の２（他社直加入電話等付加機能利用契約者からの通知）

による変更の通知を行わなかった場合は、当社と協定事業者との相互接続協定に基づき、

協定事業者から、契約者と協定事業者との電話サービス、総合ディジタル通信サービス又

は他社直加入電話等利用回線に係るサービスに関する契約に係る氏名、住所及び電話番号

等について、通知を受けることがあります。

（電話帳）

第 77条の２ 当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電

話契約者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者から請求

があったときは、別に定めるところにより、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話

番号又は着信課金番号（料金表第１表第３（付加機能使用料）の（３）に規定する第２種

着信課金番号をいいます。以下第 77 条の３（電話番号案内）及び第 77 条の４（番号情報

の提供）において同じとします。）を電話帳（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電

話株式会社が発行する電話帳をいいます。）に掲載します。

２ 当社は、当社が別に定めるところにより、電話帳を発行します。

（電話番号案内）

第 77条の３ 当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号は、当社が

別に定める協定事業者の契約約款等に定める電話番号案内において案内を行います。

（番号情報の提供）

第 77条の４ 当社は、当社の番号情報（電話帳（東日本電信電話株式会社及び西日本電信電

話株式会社が発行する電話帳をいいます。）記載又は電話番号案内に必要な情報（第 77条

の２（電話帳）及び第 77条の３（電話番号案内）の規定により電話帳掲載及び電話番号案

内を行うこととなった直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号に係る情報に限

ります。）をいいます。以下この条において同じとします。）について、番号情報データ

ベース（番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備

をいいます。以下同じとします。）に登録します。

２ 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電

信電話株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等

（当社が別に定める者に限ります。）に提供します。

（注１）本条第２項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互

接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者

の番号情報を利用する事業者をいいます。

（注２）本条第２項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します｡

（注３）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガ
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イドライン（平成 10 年郵政省告示第 570 号）」等の法令に違反して番号情報を目的外等

に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行いま

す。

（注４）電話番号案内のみを行うものとした番号情報については、電話番号案内の目的

に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。

（協定事業者による電話サービス等に係る料金等の回収代行）

第 78条 当社は、電話等利用契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社がこの

約款の規定によりその電話等利用契約者に請求することとした電話サービス等に係る料金

又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者（当社が別に定める協

定事業者に限ります｡以下この条において同じとします。）が請求し、回収する取扱いを行

います。

（１） その申出をした電話等利用契約者が、当社が請求する料金又は工事に関する費用

の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。

（２） その電話等利用契約者の申出について、協定事業者が承諾するとき。

（３） その他当社の業務の遂行上支障がないとき。

２ 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その電

話等利用契約者が、協定事業者が定める支払期日を超えてもなおその協定事業者に支払わ

ないときは、当社は、その電話等利用契約者に係る前項の取扱いを廃止します。

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社及

び西日本電信電話株式会社とします。

（法令に規定する事項）

第 79条 電話サービス等の提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その

定めるところによります。

（注）法令に定めがある事項については、別記５から９に定めるところによります。

（閲覧）

第 80条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧

に供します。

第 14章 附帯サービス

（附帯サービス）

第 81条 電話サービス等に関する附帯サービスの取扱いについては、別記 11 及び 11の２に

定めるところによります。
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別記

１ 電話サービス等の提供区間

当社が提供する電話サービス等の提供区間は、次のとおりとします。

電話サービス等の種類 提供区間

１ 一般電話サービス等 （１）相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場

合に限ります。）

（２）相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場

合を除きます。）

（３）相互接続点と当社が必要により設置する電気通信設

備との間又は当社が設置する電気通信設備と当社が別

に定める者により設置される電気通信設備との接続点

との間

２ 直収通信サービス （１）相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場

合を除きます。）

（２）契約者回線の終端相互間

（３）相互接続点と契約者回線の終端との間

３ 直収電話サービス （１）相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場

合を除きます。）

（２）契約者回線の終端相互間

（３）相互接続点と契約者回線の終端との間

４ 着信用直収電話サービ

ス

（１）相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場

合を除きます。）

（２）契約者回線の終端相互間

（３）相互接続点と契約者回線の終端との間

５ 特定着信用直収電話サ

ービス

（１）相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場

合を除きます。）

（２）契約者回線の終端相互間

（３）相互接続点と契約者回線の終端との間

６ ＩＰ電話サービス （１）相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場

合を除きます。）

（２）ＩＰ利用回線の終端相互間

（３）相互接続点とＩＰ利用回線の終端との間

７ 他社直加入電話等付加

機能利用サービス

（１）相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場

合に限ります。）

（２）相互接続点相互間（同一の相互接続点に終始する場

合を除きます。）
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（３）相互接続点と当社が必要により設置する電気通信設

備との間又は当社が設置する電気通信設備と当社が別に定

める者により設置される電気通信設備との接続点との間

１の２ ＩＰ電話サービスの提供区域等

（１） ＩＰ電話サービスは、次に掲げる都県の区域において提供します。

ただし、ＩＰ電話サービスについては、当社が相互接続協定等に基づき定めた区域に

限り提供するものとし、当社が指定する電話サービス等取扱所において、その提供区

域を閲覧に供します。

都 県 の 区 域

栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都（島嶼を除く）

神奈川県、山梨県、静岡県（富士川以東）

（２） ＩＰ電話サービスに係る通話は、ＩＰ利用回線相互間、ＩＰ利用回線から以下の通

話を除く利用契約回線等への間において提供します。

（注）１１０、１１９等の緊急番号への通話、０１２０、０５７０等への通話、その他

当社が定める通話

２ 契約者の地位の承継

（１） 相続又は合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続す

る法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、電話サ

ービス等取扱所に通知していただきます。

（２） （１）の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうち１人を当社に

対する代表者として定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様

とします。

（３） （２）の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者

のうちの 1 人を代表者として取り扱います。

３ 契約者の氏名等の変更

（１） 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そ

のことを速やかに、契約事務を行う電話サービス等取扱所に通知していただきます。

（２） （１）の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提

示していただくことがあります。

３の２ 相互接続通信の料金の取扱い

（１） 別記３の４（相互接続通信の接続形態と料金の取扱い）に規定する接続形態により

行われる相互接続通信の料金は、当社及び協定事業者のサービスの提供区間を合わせて
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別記３の４に規定する料金設定事業者がその契約約款等において定めるものとし、料金

の請求等料金に関するその他の取扱いについては、別記３の４に定めるところによりま

す。

ただし、当社又は協定事業者の付加機能等を利用して行った相互接続通信について、

料金表第１表第２（通信に関する料金）、同表第３（付加機能使用料）又は協定事業者

の契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

（２） （１）に規定する料金設定事業者が、その契約約款等に定めるところに従ってその

相互接続通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾

します。

（３） （１）及び（２）の規定にかかわらず、当社の中継契約者回線又は当社が別に定め

る協定事業者に係る電気通信設備から行われる通話のうち、当社の電気通信サービスに

関する問合せ、申込み等のために電話サービス等取扱所等に設置されている電気通信設

備であって、当社が指定したものへの相互接続通信の料金については、当社及び協定事

業者のサービスの提供区間を合わせて当社が定めるものとし、料金の請求等料金に関す

るその他の取扱いについては、この約款に定めるところによります。

３の３ 相互接続通信に係る協定事業者

協定事業者 内 容

１ 端末系事業者 電気通信番号規則第９条第１号に規定する固定端末系伝送路設備

を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を

提供する協定事業者

２ 中継事業者 電気通信番号規則第５条第１項に規定する電気通信番号を用いて

電気通信サービスを提供する協定事業者

３ 携帯・自動車電話事

業者

電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用いて

電気通信サービスを提供する協定事業者

４ ＰＨＳ事業者 電気通信番号規則第９条第４号に規定する電気通信番号を用いて

電気通信サービスを提供する協定事業者

５ 無線呼出し事業者 無線設備規制（昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号）第 49 条の

５に規定する無線呼出し通信を行う電気通信事業者

６ ＩＰ電話事業者 電気通信番号規則別表第１第 11 号に規定する電気通信番号を用い

て電気通信サービスを提供する協定事業者

３の４ 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
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接 続 形 態

料金を定

める事業

者

料 金 を

請 求 す

る 事 業

者

料金の支払い

を要する者

料金に関する

その他の取扱

い

１ 発信側の電気通

信設備：

当社の契約

者回線

(1) (2)以外の場

合

当社 同左 その通信の発

信に係る契約

者回線の契約

者

この約款の定

めるところに

よります。

着信側の電気通

信設備：

端末系事業

者（当社の契

約者回線を

含みます。）、

無線呼出し

事業者若し

くはＩＰ電

話事業者（当

社のＩＰ利

用回線を含

みます。）に

係る電気通

信設備又は

外国の電気

通信設備

(2) 電気通信番号

規則第 10条第３

項に規定する電

気通信番号を使

用して通信を行

った場合

その電気

通信番号

の指定を

受けた中

継事業者、

端末系事

業者又は

ＩＰ電話

事業者

同左 その電気通信

番号の指定を

受けた中継事

業者、端末系

事業者又はＩ

Ｐ電話事業者

の契約約款等

に規定する者

その電気通信

番号の指定を

受けた中継事

業者、端末系

事業者又はＩ

Ｐ電話事業者

の契約約款等

に定めるとこ

ろ に よ り ま

す。

２ 発信側の電気通信設備：

当社の契約者回線

着信側の電気通信設備：

携帯・自動車電話事業者に係る電

気通信設備

当社 同左 その通信の発

信に係る契約

者回線の契約

者

この約款の定

めるところに

よります。

３ 発信側の電気通信設備：

当社の契約者回線

着信側の電気通信設備：

ＰＨＳ事業者に係る電気通信設備

当社 同左 その通信の発

信に係る契約

者回線の契約

者

この約款の定

めるところに

よります。
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４ 発信側の電気通

信設備：

端末系事業者

に係る電気通

信設備

(1) (2)～(3) 以

外の場合

端末系事

業者

同左 その端末系事

業者の契約約

款等に規定す

る者

その端末系事

業者の契約約

款等に定める

ところにより

ます。

着信側の電気通

信設備：

端末系事業者

（当社の契約

者回線を含み

ます。）若しく

(2) 0038、0081 又

は 0082（当社の事

業者識別番号）を

使用して通信を行

った場合

当社 同左 その通信の発

信に係る利用

契約回線の契

約者

この約款の定

めるところに

よります。

は無線呼出し

事業者に係る

電気通信設備

又は外国の電

気通信設備

(3) 電気通信番号

規則第５条に規定

する電気通信番号

を使用して通信を

行った場合（(2)

の場合を除きま

す｡）

その電気

通信番号

の指定を

受けた中

継事業者

同左 その電気通信

番号の指定を

受けた中継事

業者の契約約

款等に規定す

る者

その電気通信

番号の指定を

受けた中継事

業者の契約約

款等に定める

ところにより

ます。

(1) (2)以外の場

合

携帯・自動

車電話事

業者

同左 その携帯・自

動車電話事業

者の契約約款

等に規定する

者

その携帯・自

動車電話事業

者の契約約款

等に定めると

ころによりま

す。

５ 発信側の電気通

信設備：

携帯・自動車

電話事業者に

係る電気通信

設備

着信側の電気通

信設備：

当社の契約者

回線、利用契約

回線又はＩＰ

利用回線

(2) 電気通信番号

規則第 10 条第３

項に規定する電気

通信番号を使用し

て通信を行った場

合

当社 同左 その通信の着

信に係る契約

者回線、利用

契約回線又は

ＩＰ利用回線

の契約者

この約款の定

めるところに

よります。

６ 発信側の電気通

信設備：

ＰＨＳ事業者

に係る電気通

信設備

(1) (2)以外の場

合

ＰＨＳ事

業者

同左 そのＰＨＳ事

業者の契約約

款等に規定す

る者

そのＰＨＳ事

業者の契約約

款等に定める

ところにより

ます。



61

着信側の電気通

信設備：

当社の契約者

回線、利用契約

回線又はＩＰ

利用回線

(2) 電気通信番号

規則第 10 条第３

項に規定する電気

通信番号を使用し

て通信を行った場

合

当社 同左 その通信の着

信に係る契約

者回線、利用

契約回線又は

ＩＰ利用回線

の契約者

この約款の定

めるところに

よります。

７ 発信側の電気通信設備：

当社のＩＰ利用回線

着信側の電気通信設備：

端末系事業者（当社の契約者回線

を含みます。）、携帯・自動車電

話事業者、ＰＨＳ事業者若しくは

ＩＰ電話事業者に係る電気通信設

備（当社のＩＰ利用回線を含みま

す。）又は外国の電気通信設備

当社 同左 その通信の発

信に係るＩＰ

利用回線の契

約者

この約款の定

めるところに

よります。

４ 契約者回線の設置場所の提供等

（１） 契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内にお

いて、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供してい

ただきます。

ただし、契約者からの要請があったときは、当社が別に定めるところにより、契約

者回線の設置場所を提供することがあります。

（２） 契約者は、契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は

建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用す

ることを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。

４の２ 電話帳の普通掲載

（１）当社は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電話契約

者、特定着信用直収電話契約者又は他社直加入電話等付加機能利用契約者（以下別記４

の５（電話帳掲載に係る料金）までにおいて「電話等契約者」といいます。）から請求

があったときは、当社が付与した直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号（料

金表第１表第３（付加機能使用料）の（３）に規定する第２種着信課金番号をいいます。

以下別記４の５までにおいて同じとします。）と次の事項を普通掲載として電話帳（東

日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。）に

掲載します。

ア 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち１



62

イ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の職業（協定事業者が定める職業区

分によるものとします。）のうち１

ウ 電話等契約者又はその電話等契約者が指定する者の住所又は居所のうち１

（２） （１）に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。

（３） （１）の規定により普通掲載として掲載できる数は、電話等契約者に係る直収通信

回線番号、固定電話番号又は着信課金番号の数の範囲内とします。

（４） 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがある

ときは、（１）の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあ

ります。

４の３ 電話帳の掲載省略

電話等契約者が指定した特定の利用契約回線等に通話の機能を有しない端末設備が接続

されている場合であって、別記４の２（電話帳の普通掲載）の（１）に規定する事項に加

えてその端末設備の種類について協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載するこ

とについて電話等契約者の承諾が得られないときは、電話帳（東日本電信電話株式会社及

び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。）への掲載を省略します。

４の４ 電話帳の重複掲載

（１） 当社は、電話等契約者から、普通掲載のほか、別記４の２（電話帳の普通掲載）に

規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳（東日

本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。）に

掲載します。

ア 氏名、名称若しくは称号（普通掲載として掲載したものを除きます。）又は商品名に

よる掲載

イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載

（２） （１）に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。

（３） 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがある

ときは、（１）の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあ

ります。

４の５ 電話帳掲載に係る料金

電話等契約者は、第 77 条の２（電話帳）（別記４の２（電話帳の普通掲載）に定める普

通掲載及び別記４の４（電話帳の重複掲載）に定める重複掲載の場合に限ります。）に定

める請求をした場合には、１の直収通信回線番号、固定電話番号又は着信課金番号ごとに、

料金表第２表（電話帳掲載料）に規定する電話帳掲載に係る料金の支払いを要します。
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５ 自営端末設備の接続

（１） 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信

設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をし

ていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平

成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。）様式第７号の

表示が付されている端末機器（技術基準適合認定規則第３条で定める種類の端末設備の

機器をいいます。）、技術基準等に適合することについて事業法第 86条第１項に規定す

る登録認定機関又は事業法第 104 条第２項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末

機器、又は技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器

（技術基準適合認定規則第３条第２項で定める端末設備の機器をいいます。）以外の自

営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきま

す。

（２） 当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。

イ その接続が電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施

行規則」といいます。）第 31条で定める場合に該当するとき。

（３） 当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が技術基準

等に適合するかどうかの検査を行います。

ア 技術基準適合認定規則様式第７号又は第 14 号の表示が付されている端末機器を接

続するとき。

イ 事業法施行規則第 32条第１項で定める場合に該当するとき。

（４） （３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

（５） 契約者は、工事担任者規則（昭和 60 年郵政省令第 28 号）第４条で定める種類の工

事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又

は実施に監督させなければなりません。

ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。

（６） 契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、（１）から（５）の規定に

準じて取り扱います。

（７） 契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、

そのことを当社に通知していただきます。

６ 自営端末設備に異常がある場合等の検査

（１） 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通

信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その

自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めること

があります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第 32 条
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第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。

（２） （１）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

（３） （１）の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められ

ないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。

７ 自営電気通信設備の接続

（１） 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信

設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う

場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定

するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。

（２） 当社は、（１）の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、

総務大臣の認定を受けたとき。

（３） 当社は、（２）の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定め

る場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行い

ます。

（４） （３）の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。

（５） 契約者は、工事担任者規則第４条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受け

ている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければ

なりません。

ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りでありません。

（６） 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、（１）から（５）の

規定に準じて取り扱います。

（７） 契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたとき

は、当社に通知していただきます。

８ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査

契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービ

スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記６（自営端末設備に異常がある

場合等の検査）の規定に準じて取り扱います。

９ 当社の維持責任

当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和 60年郵政省令第

30 号）に適合するよう維持します。
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９の２ 当社が行う自営端末設備等の状態確認

当社は電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合、又は支障のおそれがあると当

社が判断した場合、契約者回線等を経由して契約者が設置した自営端末設備若しくは自

営電気通信設備の状態を確認し、その他当社が必要とする措置をとる場合があります。

９の３ 契約者に係る情報の利用

（１）当社はプライバシーポリシーに定めるところにより、契約者に係る情報（申込時又は

電話サービス等の提供中に、当社が契約者に関して取得する氏名、住所、電話番号及び契

約者識別番号等の全ての個人情報をいいます。以下同じとします。）を次に定める目的の

遂行に必要な範囲において、利用します。

ア 契約者からの問い合わせへの対応（本人性の確認）

イ 当社サービスに利用に係る手続き又は提供条件の変更等の案内に係る業務

ウ 課金計算に係る業務

エ 料金請求に係る業務

オ 利用停止及び契約解除に係る業務

カ 工事、保守又は障害対応などの取扱業務

キ 当社サービスの維持、改善又は新たなサービスの開発に係る業務

ク 当社サービス又は契約者に有益な他社サービス・製品等の通知、販売推奨、アンケ

ート調査及び景品等の送付に係る業務

ケ 市場調査及びその分析に係る業務

コ その他当社の営業に関する通知

サ 電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式

会社等の相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当該協定事業者に対して契

約者に係る個人情報を提供すること。

（２）当社が別に定める共同利用者と共同利用（個人情報保護に関する法律（平成 15 年 5

月 30 日法律第 57 号。以下同じとします）第 23条第４項に定めるものをいいます。）を

行う場合においては、契約者に係る情報を（１）のア～コに定める目的の遂行に必要な

範囲において利用します。

（３）当社の情報セキュリティ全社管理責任者は、当該契約者に係る個人情報についての責

任を有するものとします。

（４）契約者は（１）～（３）に定めるところにより当社が契約者に係る情報を利用するこ

とに同意していただきます。

（注）プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護

に関するガイドライン（平成 16 年 8 月 31 日総務省告示第 695 号、以下同じとします）

第 14条に定めるところにより、当社が定める「個人情報保護のための行動指針」をい

います。
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当社は同ポリシーをホームページにおいて公表します。

10 電話サービス等における禁止事項

契約者は電話サービス等の利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。

（１） 他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利

を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

（２） 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのあ

る行為

（３） 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為

（４） （詐欺、業務妨害等の）犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為

（５） わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又

は掲載する行為

（６） 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為

（７） 電話サービス等により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為

（８） 他人になりすまして電話サービス等を利用する行為

（９） 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置

する行為

（10） 削除

（11） 削除

（12） 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与える

おそれのある行為

（13） 削除

(14） 故意に多数の不完了呼を発生させ又は連続的に多数の呼を発生させる等、通信のふ

くそうを生じさせるおそれがある行為

(15） 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステム

を用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする

又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為

(16) 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他

人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通信をする行為

(17) 削除

(18) その他、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行

為

11 料金明細内訳書の送付

（１） 当社は、料金明細内訳を記録している電話サービス等について、契約者から請求が

あったときは、当社が別に定めるところにより、料金明細内訳書を送付します。
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（２） 契約者は、（１）の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第４表（附帯サー

ビスに関する料金）第１（料金明細内訳書の送付手数料）に規定する料金明細内訳書の

送付手数料の支払いを要します。

11 の２ 協定事業者の電話サービスに関する手続きの代行

当社は、電話サービス等に係る契約の申込みをする者又は契約者から要請があったとき

は、協定事業者（当社が別に定める協定事業者に限ります。）の電話サービスの利用に係

る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの

代行を行います。

12 新聞社等の基準

区 分 基 準

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

（１） 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議する

ことを目的として、あまねく発売されること。

（２） 発行部数が１の題号について、8,000 部以上であること。

２ 放送事業者 電波法（昭和 25年法律第 131 号）の規定により放送局の免許を受けた者

３ 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新

聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報（広

告を除きます｡）をいいます。）を供給することを主な目的とする通信社

13 技術資料の項目

直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに関するもの

１ 電気通信回線設備と端末設備の分界点

２ コネクタの形状とピン番号

３ 相互接続回路の電気的特性

４ 相互接続回路の論理的接続条件

５ 基本的な通信形態とインタフェース

６ 各種選択事項と付加機能

14 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結

（１） 直収通信契約に係るもの

契約相手となる電気通信事業者 締結する電話等利用契約

ＫＤＤＩ株式会社 第２種一般電話等契約
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料金表

通則

（料金額の表示）

１ 電話サービス等に関する料金額の表示は税抜額（消費税相当額加算しない額をいいます。

以下同じとします。）と税込額（消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとし

ます。）を表示します。

ただし、税込額又は税込の表示がない場合は税抜額を示します。

（消費税相当額の加算）

２ 約款第 55 条（基本料金等の支払義務）から約款第 59 条（工事費の支払義務）の規定そ

の他約款の規定によりこの料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するも

のとされている額は、この料金表に定める税抜額に消費税を加算した額とします。

ただし、国際通信に係る料金については、この限りでありません。

（料金の計算方法等）

３ 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金は料金月（１の暦月の起算日（当社が契

約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前日までの間を

いいます。以下同じとします。）に従って計算します。

ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。

４ 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定める料金（以下「月額料金」といいます。

ユニバーサルサービス料を除きます。）をその利用日数に応じて日割します。

（１） 料金月の初日以外の日に契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能の

提供の開始があったとき。

（２） 料金月の初日以外の日に契約の解除又は契約者回線、回線収容機能、固定電話番号

若しくは付加機能の廃止があったとき。

（３） 料金月の初日に契約者回線、回線収容機能、固定電話番号又は付加機能の提供を開

始し、その日にその契約の解除又は契約者回線、回線収容機能、固定電話番号若しくは

付加機能の廃止があったとき。

（４） 料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又

は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。

（５） 第 55 条（基本料金等の支払義務）第２項第３号の表及び同条第３項第２号の表の

規定に該当するとき。

（６） ７の規定に基づく起算日の変更があったとき。

５ ４の規定による月額料金の日割は、料金月の日数により算定します。この場合、第 55
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条第２項第３号の表の１欄及び同条第３項第２号の表に規定する料金の算定に当たっては、

その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。

６ 通信に関する料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者の

承諾を得て、３の規定にかかわらず、２以上の料金月分をまとめて計算し、それらの料金

月のうち最終料金月以外の料金月については、それぞれ概算額とすることがあります。こ

の場合の精算は、最終料金月において行います。

７ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、３に規定する料金月の起算日を変更

することがあります。

（端数処理）

８ 当社は、料金計算方法等において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。

（料金等の支払い）

９ 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定

する電話サービス等取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。

（再請求書発行手数料）

９の２ 契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日を経過してもなお支払わ

ない場合、料金表第１表第６（再請求書発行手数料）に規定する手数料を支払っていただ

きます。

10 契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っ

ていただきます。

（少額料金の繰越払い）

11 当社は、電話等利用契約者の１料金月の支払額（この約款で定める料金又は工事に関す

る費用とします。以下 11 の規定において同じとします。）が税込０円超え 3,000 円以下の

場合は、当社が別に定める場合を除いて、その料金月と翌料金月の支払額を当社が指定す

る期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

ただし、この場合、その１の料金月及び翌料金月の支払額を合計しても税込 3,000 円以

下であったときは（翌料金月が０円の場合も含みます。）、その１の料金月、翌料金月と

翌々料金月（翌々料金月が０円の場合も含みます。）の支払額を、当社が別に指定する期

日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
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（料金の一括後払い）

12 当社は、11 の規定によるほか、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、

２月以上の金額を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

（前受金）

13 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別

に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。

（注）13 に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件とし

て預かることとします。

（料金の臨時減免）

14 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわら

ず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。

（注）当社は、料金の減免を行ったときは、関係の電話サービス等取扱所に掲示する等の

方法により、その旨を周知します。
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第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。）

第１ 基本料金

１ 適用

区 分 内 容

（１）品目 ア 当社は、直収通信サービスについて料金額を適用するにあたって、次

表のとおり品目を定めます。

23Ｂ＋Ｄ 23のＢチャネル（64kbit／s）で信号を伝送すること

が可能なチャネルをいいます。以下同じとします。）

及び１のＤチャネル（64kbit／s）で主として制御信

号を伝送することが可能なチャネルをいいます。以

下同じとします。）で構成されるもの

イ 当社は、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る契約者

回線又は回線収容機能について料金額を適用するにあたって､次表のと

おり品目を定めます。

品目 内容

契約者回線

又は回線収

100Mb/s 100.0メガビット／秒までの符

号伝送が可能なもの

容機能 １Gb/s １ギガビット／秒までの符号

伝送が可能なもの

ウ 直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る他社接続契約

者回線の品目は、別表４に掲げる協定事業者の契約に係るものとし、こ

の場合の他社接続契約者回線に関する料金の設定及び請求その他の取

扱いは、当該協定事業者の契約約款等に定めるところによります。

（２）直収通信サ

ービス区域

等の設定

当社は、行政区域、その地域の社会的経済的諸条件、直収通信サービス、

直収電話サービス及び着信用直収電話サービスの需要と供給の見込み等

を考慮して直収通信サービス区域、直収電話サービス区域及び着信用直収

電話サービス区域を設定します。

（３）削除

（４）削除

（５）直収電話サ

ービスに係る

基本料金の適

用

ア 直収電話サービスに係る基本料金は、回線使用料、基本料及び付加料

を合算して適用します。

イ 回線使用料は、契約者回線又は回線収容機能について適用します。

ウ 基本料は、直収電話サービスに係る１の通話ポート（直収電話サービ

スにおいて、特定の契約者回線又は回線収容機能を収容するために電話

サービス等取扱所に設置される電気通信設備をいいます。以下同じとし

ます。）における最大同時接続数（その通話ポートに発着信する通話を
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同時に接続することができる最大数をいいます。以下同じとします。）

に基づいて適用します。

この場合の最大同時接続数には、次の区分があり、契約者は、あらか

じめ１つを選択していただきます。

区分

最大同時接続数が 50、100 及び 200 から 100 ごとに 1,000 まで

エ ウに規定する区分について変更の請求があったときは、その請求を当

社が承諾した日の属する料金月の翌料金月から変更後の区分を開始し

ます。

オ 付加料は、固定電話番号について適用します。

（６）着信用直収

電話サービ

スに係る基

本使用料の

適用

ア 着信用直収電話サービスに係る基本料金は、回線使用料及び基本料を

合算して適用します。

イ 回線使用料は、契約者回線又は回線収容機能について適用します。

ただし、アクセス回線共用化を行う第１種音声通信サービスに係る契

約者が、ＩＰデータ通信網契約約款等の規定により、アクセス回線共用

化に係る契約者回線又は回線収容機能の回線使用料を支払うときは、着

信用直収電話契約者は、２（料金額）の２－３の（１）に規定する回線

使用料の支払いを要しません。

ウ 基本料は、固定電話番号について適用します。

（６の２）他社直

加入電話等

付加機能利

用サービス

に係る基本

使用料の適

用

他社直加入電話等付加機能利用サービスに係る基本使用料は、第３（付加

機能使用料）に規定する着信課金機能の料金プラン（月額）を適用しま

す。

（７）特定着信用

直収電話サ

ービスに係

る基本使用

料の適用

ア 特定着信用直収電話サービスに係る基本料金は、基本料を適用しま

す。

イ 基本料は、固定電話番号について適用します。

（７の１）特定着

信用直収電

話サービス

サービス区

域の設定

当社は、行政区域、その地域の社会的経済的諸条件、特定着信用直収電

話サービスの需要と供給の見込み等を考慮して定着信用直収電話サー

ビス区域を設定します。
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（８）最低利用期

間内に契約

の解除があ

った場合の

料金の適用

ア 直収通信サービス、直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに

ついては、最低利用期間があります。

イ アの最低利用期間は、直収通信サービス、直収電話サービス又は着信

用直収電話サービスの提供を開始した日から起算して１年間とします。

ウ 直収通信契約者、直収電話契約者又は着信用直収電話契約者は、最低

利用期間内に直収通信契約、直収電話契約又は着信用直収電話契約の解

除があった場合は、第 55条（基本料金等の支払義務）及び料金表通則

の規定にかかわらず、残余の期間に対応する回線使用料に相当する額

を、当社が定める期日までに、一括して支払っていただきます。

エ 着信用直収電話サービスについては、その開始により新たに設置され

ることとなった契約者回線についてアの規定を適用するものとし、イの

規定による起算開始を行います。

（９）～（14）

削除

（15）ＩＰ電話サ

ービスの基

本料金の適

用

当社は、ＩＰ電話サービスについて、次のとおり基本料金の適用を行いま

す。

（１） （２）以外の場合

１のＩＰ電話番号ごとに１の基本料金として回線使用料等と加算額

（協定事業者のＩＰ電話アダプタを提供している場合に限ります。）を

適用します。

ただし、料金表通則の規定にかかわらず、その料金の適用開始日につ

いては次の通りとします。

(a) その提供開始日が料金月の初日のとき

その提供開始日を含む料金月から適用します。

(b) その提供開始日が料金月の初日以外のとき

その提供開始日を含む料金月の翌料金月から適用します。

（２） ＩＰ電話番号を契約者が取得した場合

(a) 利用のあったＩＰ電話番号の数（ＩＰ電話番号が同一のときは、

その数にかかわらず１とします。）を料金月単位に累積して算定し

ます。

ただし、料金表通則の規定にかかわらず、基本料金の日割りをし

ません。

(b) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった

場合の基本料金は、次のとおりとします。

a. 過去１年間の実績を把握することができる場合

機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初
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日（初日が特定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判

断して機器の故障等があったと認められる日）の属する料金月の前

12料金月の各料金月における１日平均の基本料金が最低となる値

に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

b. a.以外の場合

把握可能な実績に基づき(a)に準じて算出した額
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２ 料金額

２－１ 直収通信サービスに係るもの

１の契約者回線ごとに月額

料金種別 品目 料金額（税込額）

回線使用料 23Ｂ＋Ｄ 30,000 円（31,500 円）

２－２ 直収電話サービスに係るもの

（１）回線使用料

１の契約者回線又は回線収容機能ごとに月額

料金種別 契約者回線の品目 料金額（税込額）

回線使用料 100Mb/s 20,000 円(21,000 円)

1Gb/s 60,000 円(63,000 円)

（２）基本料

１の通話ポートごとに月額

料金種別 区分 料金額（税込額）

基本料 50 のもの 5,000 円(5,250 円)

100 のもの 10,000 円(10,500 円)

１の通話ポートに

おける最大同時接

続数 100 を超え 1,000 まで

のもの

10,000 円（10,500 円）

に 100を超える100ごと

に 10,000 円（10,500 円）

を加算した額

（３）付加料

１の固定電話番号ごとに月額

料金種別 料金額（税込額）

付加料 100 円(105 円)

２－３ 着信用直収電話サービスに係るもの

（１）回線使用料

１の契約者回線又は回線収容機能ごとに月額

料金種別 契約者回線の品目 料金額（税込額）

回線使用料 100Mb/s 20,000 円(21,000 円)

1Gb/s 60,000 円(63,000 円)

（２）基本料

１の固定電話番号ごとに月額

料金種別 料金額（税込額）

基本料 200 円(210 円)
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２－４ 特定着信用直収電話サービスに係るもの

（１）基本料金

１の固定電話番号ごとに月額

料金種別 料金額（税込額）

基本料 500 円(525 円)

２－５ ～ ２－６ 削除

２－７ ＩＰ電話サービスに係るもの

月額

料金種別 単位 料金額（税込額）

（１） （２）以外の場合 １ＩＰ電話番号ごとに 280 円(294 円)基

本

料

（２） ＩＰ電話番号を契約者が取

得した場合

利用のあったＩＰ電話

番号ごとに

200 円(210 円)



77

第２ 通信に関する料金

１ 適用

区 分 内 容

（１）削除

（２）国内通信区

分

国内通信（携帯自動車電話設備、ＰＨＳ設備及び音声通信設備に係る通信

を除きます。）には、次の区分があります。

区 分 適 用 す る 通 信

１ 市内通信 単一の単位料金区域内（特定協定事業者の電話

サービス契約約款等並びに総合ディジタル通信

サービス契約約款等に定める単位料金区域に準

じて当社が設定する区域をいいます。）への通

話又は総合ディジタル通信

２ 県内市外通信 同一の都道府県の区域に終始する通話又は総合

ディジタル通信のうち１以外のもの

３ 県間市外通信 本邦内に終始する通話又は総合ディジタル通信

のうち１及び２以外のもの

総合ディジタル通信設備又は直収通信設備を利用した国際通信には、次の

区分があります。

（３）国際通信の

区分

区 分 内 容

通話モード 本邦と外国との間で、おおむね３キロヘルツの

帯域の音声その他の音響を送り、又は受けるた

めのもの

ディジタル通信モ

ード

本邦と外国との間で、主として 64キロビット／

秒の伝送速度により符号、音響又は影像を送り、

又は受けるためのもの

（３の２）昼間、

夜間、深夜・

早朝及び土

曜日、日曜

日、祝日の料

金額の適用

区分 時 間 帯

昼間 午前８時から午後７時までの間

夜間 午後７時から午後11時までの間

深夜・早朝 午前０時から午前８時まで及び午後11時から午後

12時までの間

イ 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。

区分 時間帯

土曜日・日曜日・祝 土曜日・日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法
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日 律（昭和23年法律第178号）の規定により休日と

された日並びに12月29日、12月30日、12月31日、

１月２日及び１月３日をいいます。）における

午前８時から午後７時までの間

（４）通信時間の

測定等

ア 通信時間は、双方の利用契約回線等を接続して通信できる状態にした

時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終

了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間

とし、当社の機器により測定します。

イ 削除

ウ 回線の故障等電話サービス等の利用者の責任によらない理由により、

通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される２（料金額）に規

定する秒数に満たない端数の通信時間は、アの通信時間には含みませ

ん。

エ ウの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、通

信時間の調整は行いません。

（ア） 電話サービスを利用して音声以外の通信が行われた場合におい

て、伝送品質の不良によりその通信ができなかったとき。ただし、音声

による通信ができない状態であったときは、この限りでありません。

（イ） 利用契約回線等の終端において、又はその終端に接続されている

電気通信設備を介して、その利用契約回線等に当社又は当社以外の電気

通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続し、

通信が行われた場合において、その接続を原因とする伝送品質不良によ

りその通信ができなかったとき。

ア 当社は、一般電話サービス等に係る通信に関する料金を適用するにあ

たって、次表のとおりプランを定めます。

（５）プランに係

る料金の適

用 区 分 内 容

プランＡ

（ベーシック

プラン）

「プランＡ」とは、このプランを選択する利用契約

回線に係る通信に関する料金について、２（料金額）

の２－１の規定により算定した額を適用することを

いいます。

ただし、通信に関する料金の適用について料金表

第１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定

めるところによります。

プランＢ

（ビジネスプ

ラン）

（ア） 「プランＢ」とは、このプランを選択する

利用契約回線に係る通信に関する料金につい

て、２（料金額）の２－２の規定により算定し



79

た額を適用することをいいます。

ただし、通信に関する料金の適用について料

金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、

その定めるところによります。

（イ） この表のプランＡの（イ）から（エ）の規

定は、プランＢについて準用します。

プランＣ （ア） 「プランＣ」とは、第３（付加機能使用料）

に規定する着信課金機能を利用する利用契約回

線へ、着信課金番号により着信する通信に関す

る料金について適用する料金をいいます。

（イ） プランＣには次のコースがあります。

区分 内容

コースＣ１

（着信課金電話

サービス１）

２（料金額）の２－３の

（１）の規定により算定

した額を適用します。

コースＣ２

（着信課金電話

サービス２）

２（料金額）の２－３の

（２）の規定により算定

した額を適用します。

コースＣ３

（着信課金電話

サービス３）

２（料金額）の２－３の

（３）の規定により算定

した額を適用します。

コースＣ４

（着信課金電話

サービス４）

２（料金額）の２－３の

（４）の規定により算定

した額を適用します。

（ウ） コースＣ１、コースＣ２又はコース３は、

第１種着信課金番号（第３に規定する着信課金

機能において定義するものをいいます。以下同

じとします。）により着信する通信に限り適用

します。

（エ） コースＣ４は、第２種着信課金番号及び第

３種着信課金番号（第３に規定する着信課金機

能において定義するものをいいます。以下同じ

とします。）により着信する通信に限り適用し

ます。

イ 電話等利用契約者は、アに規定するプランから、あらかじめいずれか

１つのプラン（そのプランにコースがある場合はコース）を選択し、当
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社に申し出ていただきます。

ただし、プランＣについては、プランＡ又はプランＢのいずれか１つ

と併用することもできます。

ウ イにおいて、特段の申出がなかったときは、当社は、電話等利用契約

者がプランＡを選択したものとみなして取り扱います。

エ プランの適用の開始は、イの申出を当社が承諾した日（利用契約回線

の提供を開始するときは、その提供開始日とします。）の属する料金月

からとします。

オ プランの変更の申出があったときは、当社がその申出を承諾した日の

属する料金月の翌料金月から変更後のプランを適用します。

カ 当社は、プランの適用を受けている利用契約回線について電話等利用

契約の解除があったときは、契約解除日までの通信に関する料金につい

て、そのプランを適用します。

（６）直収通信サ

ービスに関

する料金の

適用

ア 契約者回線（直収通信サービスに係るものに限ります。以下この欄に

おいて同じとします。）から発信する通信に関する料金は、２（料金額）

の２－４－１の規定により算定した額を適用します。

イ 第３（付加機能使用料）に規定する着信課金機能を利用する契約者回

線へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金については、着信

課金番号の種類に応じて２（料金額）の２－４－２の（１）又は２－４

－２の（２）の規定により算定した額を適用します。

ウ 第３に規定する付加番号通知付特別課金機能を利用する契約者回線

へ、付加番号通知付特別課金番号により着信する通信に関する料金につ

いては、２（料金額）の２－４－３の規定により算定した額を適用しま

す。

ア 契約者回線等（直収電話サービスに係るものに限ります。以下この

欄において同じとします。）から発信する通信に関する料金を適用す

るにあたって、次表のとおりコースを定めます。

（７）直収電話サ

ービスに関

する料金の

適用 区分 内容

コース１ ２（料金額）の２－５－１－１の規定によ

り算定した額を適用します。

コース２ ２（料金額）の２－５－１－２の規定により

算定した額を適用します。

イ 直収電話契約者は、アに規定するコースからあらかじめいずれか１つ

のコースを選択し、当社に申し出ていただきます。

ただし、特段の申出がなかったときは、当社は、直収電話契約者がコ

ース１を選択したものとみなして取り扱います。
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ウ コースの適用の開始は、契約者回線等の提供を開始した日の属する料

金月からとします。

エ コースの変更の申出があったときは、当社がその申出を承諾した日の

属する料金月の翌料金月から変更後のコースを適用します。

オ 当社は、コースの適用を受けている契約者回線等について直収電話契

約の解除があったときは、契約解除日までの通信に関する料金につい

て、そのコースを適用します。

カ 第３（付加機能使用料）に規定する着信課金機能を利用する契約者回

線等へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金については、２

（料金額）の２－５－２の規定により算定した額を適用します。

（８）着信用直収

電話サービ

スに関する

料金の適用

第３（付加機能使用料）に規定する着信課金機能を利用する契約者回線等

（着信用直収電話サービスに係るものに限ります。）へ、着信課金番号に

より着信する通信に関する料金については、２（料金額）の２－６の規定

により算定した額を適用します。

（８の２）他社直

加入電話等付

加機能利用サ

ービスに係る

使用料の適用

第３（付加機能使用料）に規定する着信課金機能を利用する他社直加入電

話等利用回線へ、着信課金番号により着信する通信に関する料金について

は、２（料金額）の２－３の（４）の規定により算定した額を適用します。

ただし、他社直加入電話等利用回線が別表５に掲げる協定事業者の提供す

る電気通信サービスに係るアクセス回線である場合は、２（料金額）の２

－５－２の規定により算定した額を適用するものとします。

（８の３）特定着

信用直収電話

サービスに関

する料金の適

用

第３（付加機能使用料）に規定する着信課金機能を利用する契約者回線等

（着信用直収電話サービスに係るものに限ります。）へ、着信課金番号に

より着信する通信に関する料金については、２（料金額）の２－７の規定

により算定した額を適用します。
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（９）優先接続の

指定に係る

料金の適用

ア 電話等利用契約者がその利用契約回線について、特定協定事業者の電

話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定

する優先接続の取扱いに係る通話区分又は通信区分のうち、次表に規定

する区分において当社の事業者識別番号（0038）を指定し、同時にその

通話区分又は通信区分において同表に規定する優先接続の区分を指定

（以下この欄において「優先接続の指定」といいます。）した場合には、

（５）欄のアの表中プランＡ及びプランＢに適用する通信に関する料金

のうち、市内通信及び県内市外通信に係る通信料に限り、２（料金額）

の２－１及び２－２の規定にかかわらず、次表の規定を適用します。

ただし、料金表別表第１の２（回線群を単位とする通信に関する料金

の月極割引Ⅱ）の表又は料金表別表第１の４（回線群を単位とする一定

通信時間内定額料金による通信に関する料金の月極割引）の表の適用を

受けている通信については、次表の規定を適用しません。

優先接続の指定 料金種別

通話区分

又は通信

区分

優先接続

の区分

プラン

料金額（税込額）

市内通 に係

る通信料

180 秒までごと

に 8.4 円(8.82

円)

県間市外

通話又は

県間市外

通信

電話会社

選択又は

電話会社

固定

プランＡ

県内市外 通

信に係る 通

信料

180 秒までごと

に 10 円(10.5

円)

プランＢ 市内通信 に

係る通信料

180 秒までごと

に８円（8.4 円）

県内市外 通

信に係る 通

信料

120 秒までごと

に８円（8.4 円）

イ アの規定は、その利用契約回線について優先接続の指定の申出があっ

たことを、当社が定める方法により確認し、取扱所交換設備（電話サー

ビス等取扱所に設置される交換設備をいいます。以下この欄において同

じとします。）への必要な登録を完了した日を含む料金月の翌料金月か

ら適用します。

ただし、電話等利用契約の申込みと同時に優先接続の指定の申出があ

ったことを当社が定める方法により確認し、取扱所交換設備への必要な

登録を完了したときは、電話等利用契約を承諾した日から適用します。
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ウ 当社は、その利用契約回線について、次のいずれかに該当する場合が

生じたときは、この適用を廃止します。

（ア） 優先接続の取扱いに係る通話区分又は通信区分の変更により、ア

に規定する優先接続の指定に該当しなくなったことを当社が定める

方法により確認したとき。

（イ） 電話等利用契約の解除があったとき。

エ この適用の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定すると

おりとします。この場合、同一料金月内において、次表の１欄の規定に

よるアの規定の適用の廃止後２欄の規定に該当する場合が生じたとき

は、２欄の規定によるものとします。

区分 アの規定の適用

１ ２以外により、この適

用の廃止があったとき。

この適用の廃止日を含む料金月の末

日までの通信に関する料金につい

て、アの規定を適用します。

２ 電話等利用契約の解

除があったとき。

その契約解除日までの通信に関する

料金について、アの規定を適用しま

す。

（10）削除

(10 の２)第三者

課金機能利

用サービス

に関する料

金の適用

第三者課金機能利用サービスの通信に関する料金は、２（料金額）の２－

８の規定により算定した額を適用します。

(10 の３)

ＩＰ電話サービ

スに関する

料金の適用

ア ＩＰ利用回線から発信する通信に関する料金は、２（料金額）の２－

９－１の規定により算定した額を適用します。

ただし、ＩＰ利用回線相互間（当社が別に定める他社ＩＰ網を含みま

す。）の通信については、無料とします。

イ 第３（付加機能使用料）に規定する着信課金機能を利用しているＩＰ

利用回線へ着信課金番号により行った通信は、２（料金額）の２－９－

２に定める額を適用します。
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（11）当社の機器

の故障等に

より通信時

間が正しく

算定するこ

とができな

かった場合

の通信に関

する料金の

取扱い

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通

信に関する料金は、次のとおりとします。

ア 過去１年間の実績を把握することができる場合

機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日（初

日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器

の故障等があったと認められる日）の属する料金月の前 12 料金月の各

料金月における１日平均の通信に関する料金が最低となる値に、算定で

きなかった期間の日数を乗じて得た額

イ ア以外の場合

把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した１

日平均の通信に関する料金が最低となる値に、算定できなかった期間の

日数を乗じて得た額

（12）国内通信に

関する料金

の減免

電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のために当社が設置する電気

通信設備等であって、当社が指定したものへの通信については、第 56 条

（通信に関する料金の支払義務）の規定にかかわらず、その料金の支払い

を要しません。

（13）本邦とイン

マルサット

システムに

係る移動地

球局との間

の通信の取

扱い

本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信

については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通

信として取り扱います。この場合、総合ディジタル通信設備又は直収通信

設備を利用して行うことができる国際通信は、通話モードに限ります。

（14）選択制によ

る通信に関

する料金の

月極割引

ア 当社は、契約者から申出があったときは、その利用契約回線等につい

て、料金表別表に定める選択制による通信に関する料金の月極割引を適

用します。

ただし、その月極割引の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業

務の遂行上著しく困難であるときは、その月極割引を適用できないこと

があります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。

イ 現に月極割引の適用を受けている利用契約回線等に係る電話番号が

変更となる場合等であって、当社の業務の遂行上やむを得ないときは、

料金表別表の規定にかかわらず、その変更日を含む料金月における通信

に関する料金について、その月極割引を適用できないことがあります。

この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。
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（15）オンライン

サインアッ

プによる電

話等利用契

約申込に対

する料金の

控除

ア 当社は、当社のホームページからのオンラインサインアップにより電

話等利用契約の申込み（プランＡを選択した場合であって、料金等の支

払方法が、当社が別に定めるものに該当する場合に限ります。）を受け、

承諾したときは、次表に規定する額を控除します。

ただし、その申込日の前当社が別に定める期間内に電話等利用契約の

解除があった場合その他当社の業務の遂行上支障があると当社が認め

た場合については、この限りでありません。

１の利用契約回線ごとに

区分 控除の適用

１ ２以外の場合 電話サービス等の提供を開始した日を

含む料金月における通信に関する料金

（イに規定するものに限ります。以下こ

の表の２欄において同じとします。）の

月間累計額から 1,000円（税込 1,050 円）

を控除します。

２ 電話サービス等の提

供を開始した日を含む

料金月における通信に

関する料金の月間累計

額が1,000円未満の場合

電話サービス等の提供を開始した日を

含む料金月における通信に関する料金

の月間累計額から同額を控除し、その控

除した額と 1,000 円（税込 1,050 円）と

の差額を翌料金月における通信に関す

る料金の月間累計額から控除します。た

だし、翌料金月における通信に関する料

金の月間累計額が差額に満たない場合

は、その月間累計額と同額を控除しま

す。

イ アの規定により控除の適用の対象となる通信に関する料金は、２（料

金額）の２－１に係るものとします。

（注１）本欄に規定する当社が別に定める支払方法は、特定協定事業者の

電話料金等請求書による支払い又はクレジットカードによる支払い

とします。

（注２）本欄ただし書に規定する当社が別に定める期間内は、６か月以内

とします。
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（16）複数の電話

等利用契約申

込に対する料

金の控除

ア 当社は、当社所定の契約申込書により次のいずれかに該当する電話等

利用契約の申込み（プランＡ又はプランＢを選択した場合に限ります。）

を受け、承諾したときは、その申込みに係る利用契約回線について次表

に規定する額を控除します。

ただし、その申込日の前当社が別に定める期間内に電話等利用契約の

解除があった場合、（15）欄の規定により控除の適用を受ける場合又は

その他当社が別に定める場合については、この限りでありません。

（ア） 同時に２以上の電話等利用契約の申込みがあった場合であって、

その料金の請求先が同一であるとき。

（イ） １の電話等利用契約の申込みがあった場合であって、その料金の

請求先が現に電話等利用契約を締結している他の利用契約回線に係

るものと同一であるとき。

１の利用契約回線ごとに

区分 控除の適用

１ ２以外の場合 電話サービス等の提供を開始した日を

含む料金月における通信に関する料金

（イに規定するものに限ります。以下こ

の表の２欄において同じとします。）の

月間累計額から 850 円（税込 892.5 円）

を控除します。

２ 電話サービス等の提

供を開始した日を含む

料金月における通信に

関する料金の月間累計

額が 850 円未満の場合

電話サービス等の提供を開始した日を

含む料金月における通信に関する料金

の月間累計額から同額を控除し、その控

除した額と 850 円（税込 892.5 円）との

差額を翌料金月における通信に関する

料金の月間累計額から控除します。ただ

し、翌料金月における通信に関する料金

の月間累計額が差額に満たない場合は、

その月間累計額と同額を控除します。
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イ アの規定により控除の適用となる通信に関する料金は、次のとおりと

します。

（ア） ２（料金額）の２－１に係るもの

（イ） ２（料金額）の２－２に係るもの

（ウ） 削除

（エ） 削除

（オ） （９）欄の規定による適用を受けるもの

（カ） 料金表別表第１の１（回線群を単位とする通信に関する料金の月

極割引Ⅰ）の表の適用対象となる通信に係るもの

（キ） 料金表別表第１の２（回線群を単位とする通信に関する料金の月

極割引Ⅱ）の表の適用対象となる通信に係るもの

（ク） 料金表別表第１の４（回線群を単位とする一定通信時間内定額料

金による通信に関する料金の月極割引）の表の適用対象となる通信に係

るもの（加算額の部分に限ります。）

ウ 電話等利用契約の申込みに係る利用契約回線が特定協定事業者の総

合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第２種総合ディジタル

通信サービスに係るものであるとき（その旨を当社が別に定める方法で

指定されている場合に限ります。）は、１の利用契約回線の場合につい

てもアの（ア）の規定に該当するものとみなしてアの表に規定する額を

控除します。

（注１）本欄にただし書に規定する当社が別に定める期間内は、６ヶ月以

内とします。

（注２）本欄ただし書に規定する当社が別に定める場合は、その申込みに

係る利用契約回線が料金表別表第１の１（回線群を単位とする通信に

関する料金の月極割引Ⅰ）又は料金表別表第１の２（回線群を単位と

する通信に関する料金の月極割引Ⅱ）に規定する割引選択回線となる

場合であって、その割引選択回線群の割引選択代表回線の電話等利用

契約者が、当社が別に定める電気通信事業者である場合とします。
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２ 料金額

２－１ プランＡに係るもの

２－１－１ 国内通信に係るもの

（１） （２）以外のもの

料金額（税込額）料金種別

市内通信、県内市外通信又は県間市外通信

通信料 180 秒までごとに 20 円(21 円)

（２） 携帯自動車電話設備への通信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

通信料 60 秒までごとに 18 円(18.9 円)

備考 この表に規定する料金は、当社の事業者識別番号(0038)を付加して発信した通信に適用

します。

（３） 削除

２－１－２ 国際通信に係るもの

（１） （２）以外のもの

料 金 種 別 料 金 額

国 際 通 信 料 60 秒までご

とに次の額

地域区分 取 扱 地 域

アジア１ シンガポール共和国、大韓民国、香港 40 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。） 50 円

アジア３ 台湾、フィリピン共和国、マカオ 50 円

アジア４ 朝鮮民主主義人民共和国、東ティモール 90 円

アジア５ インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラー

ム国、マレーシア

60 円

国

際

通

信

料

アジア６ インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和

国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バン

グラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会主

義共和国、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴ

ル国、ラオス人民民主共和国

90 円
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アジア７ アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、

イスラエル国、イラク共和国、イラン･イスラム共和国、

オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート

国、サウジアラビア王国、シリア･アラブ共和国、バー

レーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国

100 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、ハワイを除きます。）、

カナダ

15 円

アメリカ２ 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエ

ルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国

50 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・

バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、

エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グア

テマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸

島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、

セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシ

ア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ

共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和

国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバ

ドス、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズ

エラ共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス

共和国、マルチニーク島

70 円

アメリカ４ ブラジル連邦共和国、ペルー共和国 70 円

アメリカ５ ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、

セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラ

グアイ共和国、モンセラット

100 円

オセアニア１ ハワイ 15 円

オセアニア２ オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キー

リング諸島、サイパン、ニュージーランド

50 円

オセアニア３ キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン

諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレ

ドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ

共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領

サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦

70 円

オセアニア４ ニウエ、バヌアツ共和国 80 円
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ヨーロッパ１ イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ

ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フラ

ンス共和国

30 円

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 60 円

ヨーロッパ３ アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、オ

ーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリ

シャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブ

ラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、

スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、

ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、

ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マル

タ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大

公国

60 円

ヨーロッパ４ アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニ

ア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エスト

ニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グ

ルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベ

ニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チ

ェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ブ

ルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラ

ビア共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラ

トビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア

連邦

80 円

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガン

ダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、

コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア

共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共

和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、スワジラン

ド王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュ

ニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブ

ルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モ

ーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワン

ダ共和国、レソト王国、レユニオン

90 円

アフリカ２ アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア

連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、

カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和

国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民

主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレ

オネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘ

レナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、

100 円
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チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、

ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、

マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モ

ザンビーク共和国、モロッコ王国

インマルサッ

ト２

インマルサット－Ｍ 500 円

インマルサッ

ト３

インマルサット－Ｂ 430 円

インマルサッ

ト４

インマルサット－ミニＭ／Ｆ 400 円

（２） 総合ディジタル通信設備からのディジタル通信モードに係るもの

料 金 種 別 料 金 額

国 際 通 信 料 60 秒までご

とに次の額

地域区分 取 扱 地 域

アジア１ シンガポール共和国、大韓民国、香港 150 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。） 150 円

アジア３ 台湾、フィリピン共和国、マカオ 150 円

アジア５ インドネシア共和国、タイ王国、マレーシア 150 円

アジア６ インド、スリランカ民主社会主義共和国 250 円

アジア７ アラブ首長国連邦、イスラエル国 300 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、ハワイを除きます。）、

カナダ

150 円

アメリカ２ プエルトリコ、メキシコ合衆国 300 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、チリ共和国 300 円

アメリカ４ ブラジル連邦共和国 300 円

国

際

通

信

料

オセアニア１ ハワイ 150 円

オセアニア２ オーストラリア、クリスマス島、ココス・キーリング諸

島、ニュージーランド

180 円

ヨーロッパ１ イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ

ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フラ

ンス共和国

220 円

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 220 円
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ヨーロッパ３ アイルランド、オーストリア共和国、オランダ王国、ギ

リシャ共和国、サンマリノ共和国、スイス連邦、スウェ

ーデン王国、スペイン、デンマーク王国、トルコ共和国、

ノルウェー王国、フィンランド共和国、ベルギー王国、

ポルトガル共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセン

ブルク大公国

220 円

ヨーロッパ４ ウクライナ、クロアチア共和国、スロバキア共和国、ス

ロベニア共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和国、ポ

ーランド共和国、リトアニア共和国、ロシア連邦

220 円

アフリカ１ 南アフリカ共和国 300 円

備考 リヒテンシュタイン公国については、当分の間、総合ディジタル通信設備からのディジ

タル通信モードによる国際通信の取扱いを行いません。

２－２ プランＢに係るもの

２－２－１ 国内通信に係るもの

（１） （２）以外のもの

料金額（税込額）料金種別

市内通信、県内市外通信又は県間市外通信

通信料 60 秒までごとに 8円(8.4 円)

（２） 携帯自動車電話設備への通信に係るもの

料金種別 料 金 額

通信料 ２－１－１の（２）に掲げる通信料と同額

（３） 削除

２－２－２ 国際通信に係るもの

（１） （２）以外のもの

料金種別 料 金 額

国際通信料 ２－１－２の（１）に掲げる国際通信料と同額

（２） 総合ディジタル通信設備からのディジタル通信モードに係るもの

料金種別 料 金 額

国際通信料 ２－１－２の（２）に掲げる国際通信料と同額

２－３ プランＣに係るもの
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（１） コースＣ１に係るもの

（ａ） （ｂ）以外のもの

料金額（税込額）料金種別

市内通信 県内市外通信 県間市外通信

加入電話等設備又は直収

通信設備からの着信に係

るもの

180 秒までごとに

10円(10.5 円)

180 秒までごとに

10円(10.5 円)

180 秒までごとに

20 円(21 円)

他社直加入電話等設備か

らの着信に係るもの

60 秒までごとに

7 円（７.35 円）

60 秒までごとに

7 円（７.35 円）

60 秒までごとに

７円（７.35 円）

通

信

料

公衆電話設備からの着信

に係るもの

180 秒までごとに

60円(63 円)

180 秒までごとに

60円(63 円)

180 秒までごとに

60円(63 円)

（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備からの着信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

携帯自動車電話設備から

の着信に係るもの

60 秒までごとに 20 円(21 円)

60 秒までごとに 15 円(15.75 円)

通

信

料 ＰＨＳ設備からの着信に

係るもの 上記の通信料のほか通信１回ごとに 10円(10.5 円)

（２） コースＣ２に係るもの

（ａ） （ｂ）以外のもの

料金額（税込額）料金種別

市内通信 県内市外通信 県間市外通信

加入電話等設備又は直収

通信設備からの着信に係

るもの

120 秒までごとに

８円(8.4 円)

120 秒までごとに

８円(8.4 円)

60 秒までごとに

８円(8.4 円)

他社直加入電話等設備か

らの着信に係るもの

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

通

信

料

公衆電話設備からの着信

に係るもの

180 秒までごとに

60円(63 円)

180 秒までごとに

60円(63 円)

180 秒までごとに

60円(63 円)

（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備からの着信に係るもの

料金種別 料 金 額

通信料 ２－３の（１）の（ｂ）に掲げる通信料と同額

（３） コースＣ３に係るもの

（ａ） （ｂ）以外のもの
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料金額（税込額）料金種別

市内通信 県内市外通信 県間市外通信

加入電話等設備又は直収

通信設備からの着信に係

るもの

120 秒までごとに

８円(8.4 円)

120 秒までごとに

８円(8.4 円)

60 秒までごとに

８円(8.4 円)

他社直加入電話等設備か

らの着信に係るもの

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

通

信

料

公衆電話設備からの着信

に係るもの

60 秒までごとに

27円(28.35)

60 秒までごとに

27円(28.35 円)

60 秒までごとに

27円(28.35 円)

（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備からの着信に係るもの

料金種別 料 金 額

通信料 ２－３の（１）の（ｂ）に掲げる通信料と同額

（４）コースＣ４に係るもの

（ａ） （ｂ）以外のもの

料金額（税込額）料金種別

市内通信 県内市外通信 県間市外通信

加入電話等設備、直収通

信設備又は他社直加入電

話等利用回線からの着信

に係るもの

120 秒までごとに

７円(7.35 円)

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

他社直加入電話等設備か

らの着信に係るもの

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

60 秒までごとに

７円(7.35 円)

通

信

料

公衆電話設備からの着信

に係るもの

60 秒までごとに

27円(28.35)

60 秒までごとに

27円(28.35 円)

60 秒までごとに

27円(28.35 円)

（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備からの着信に係るもの

料金種別 料 金 額

通信料 ２－３の（１）の（ｂ）に掲げる通信料と同額

２－４ 直収通信サービスに係るもの

２－４－１ 契約者回線からの発信に係るもの

（１）国内通信に係るもの

（ａ） （ｂ）及び（ｃ）以外のもの

料金種別 料金額（税込額）
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市内通信、県内市外通信又は県間市外通信

通信料 60 秒までごとに 5円(5.25 円)

（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備への通信に係るもの

区分 料金額（税込額）

携帯自動車電話設備へ

の通信に係るもの

60 秒までごとに 17 円(17.85 円)通

信

料 ＰＨＳ設備への通信に

係るもの

60 秒までごとに 12 円(12.6 円)

上記の通信料のほか通信１回ごとに 10円(10.5 円)

（ｃ）音声通信設備への通信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

通信料 60 秒までごとに 5円(5.25 円)

（２）国際通信に係るもの

（ａ） 通話モードに係るもの

料 金 種 別 料 金 額

国 際 通 信 料 60 秒までご

とに次の額

地域区分 取 扱 地 域

アジア１ シンガポール共和国、大韓民国、香港 38 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。） 48 円

アジア３ 台湾、フィリピン共和国、マカオ 48 円

アジア４ 朝鮮民主主義人民共和国、東ティモール 88 円

アジア５ インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラー

ム国、マレーシア

58 円

国

際

通

信

料

アジア６ インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和

国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バン

グラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会主

義共和国、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴ

ル国、ラオス人民民主共和国

88 円

アジア７ アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、

イスラエル国、イラク共和国、イラン･イスラム共和国、

オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート

国、サウジアラビア王国、シリア･アラブ共和国、バー

レーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国

98 円
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アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、ハワイを除きます。）、

カナダ

13 円

アメリカ２ 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエ

ルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国

48 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・

バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、

エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グア

テマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸

島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、

セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシ

ア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ

共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和

国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバ

ドス、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズ

エラ共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス

共和国、マルチニーク島

68 円

アメリカ４ ブラジル連邦共和国、ペルー共和国 68 円

アメリカ５ ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、

セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラ

グアイ共和国、モンセラット

98 円

オセアニア１ ハワイ 13 円

オセアニア２ オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キー

リング諸島、サイパン、ニュージーランド

48 円

オセアニア３ キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン

諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレ

ドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ

共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領

サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦

68 円

オセアニア４ ニウエ、バヌアツ共和国 78 円

ヨーロッパ１ イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ

ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フラ

ンス共和国

28 円

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 58 円
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ヨーロッパ３ アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、オ

ーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリ

シャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブ

ラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、

スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、

ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、

ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マル

タ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大

公国

58 円

ヨーロッパ４ アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニ

ア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エスト

ニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グ

ルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベ

ニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チ

ェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ブ

ルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラ

ビア共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラ

トビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア

連邦

78 円

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガン

ダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、

コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア

共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共

和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、スワジラン

ド王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュ

ニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブ

ルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モ

ーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワン

ダ共和国、レソト王国、レユニオン

88 円

アフリカ２ アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア

連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、

カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和

国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民

主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレ

オネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘ

レナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、

チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、

ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、

マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モ

ザンビーク共和国、モロッコ王国

98 円
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インマルサッ

ト２

インマルサット－Ｍ 498 円

インマルサッ

ト３

インマルサット－Ｂ 428 円

インマルサッ

ト４

インマルサット－ミニＭ／Ｆ 398 円

（ｂ） ディジタル通信モードに係るもの

料 金 種 別 料 金 額

国 際 通 信 料 60 秒までご

とに次の額

地域区分 取 扱 地 域

アジア１ シンガポール共和国、大韓民国、香港 148 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。） 148 円

アジア３ 台湾、フィリピン共和国、マカオ 148 円

アジア５ インドネシア共和国、タイ王国、マレーシア 148 円

アジア６ インド、スリランカ民主社会主義共和国 248 円

アジア７ アラブ首長国連邦、イスラエル国 298 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、ハワイを除きます。）、

カナダ

148 円

アメリカ２ プエルトリコ、メキシコ合衆国 298 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、チリ共和国 298 円

アメリカ４ ブラジル連邦共和国 298 円

国

際

通

信

料

オセアニア１ ハワイ 148 円

オセアニア２ オーストラリア、クリスマス島、ココス・キーリング諸

島、ニュージーランド

178 円

ヨーロッパ１ イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ

ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フラ

ンス共和国

218 円

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 218 円
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ヨーロッパ３ アイルランド、オーストリア共和国、オランダ王国、ギ

リシャ共和国、サンマリノ共和国、スイス連邦、スウェ

ーデン王国、スペイン、デンマーク王国、トルコ共和国、

ノルウェー王国、フィンランド共和国、ベルギー王国、

ポルトガル共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセン

ブルク大公国

218 円

ヨーロッパ４ ウクライナ、クロアチア共和国、スロバキア共和国、ス

ロベニア共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和国、ポ

ーランド共和国、リトアニア共和国、ロシア連邦

218 円

アフリカ１ 南アフリカ共和国 298 円

備考 リヒテンシュタイン公国については、当分の間、ディジタル通信モードによる国際通信

の取扱いを行いません。

２－４－２ 着信課金機能を利用する契約者回線への着信に係るもの

（ａ） （ｂ）以外のもの

料金種別 料金額（税込額）

市内通信 県内市外通信 県間市外通信

加入電話等設備又は直収通

信設備からの着信に係るも

の

120 秒までごとに

5 円(5.25 円)

60 秒までごとに

5 円(5.25 円)

60 秒までごとに

5 円(5.25 円)

他社直加入電話等設備から

の着信に係るもの

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

通

信

料

公衆電話設備からの着信に

係るもの

60 秒までごとに

25円(26.25円)

60 秒までごとに

25 円(26.25 円)

60 秒までごとに

25 円(26.25 円)

（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備からの着信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

携帯自動車電話設備からの

着信に係るもの

60 秒までごとに 19 円(19.95 円)

60 秒までごとに 13 円（13.65 円）

通

信

料 ＰＨＳ設備からの着信に係

るもの 上記の通信料のほか通信１回ごとに 10 円(10.5 円)

２－４－３ 付加番号通知付特別課金機能を利用する契約者回線への着信に係るもの

（ａ） （ｂ）以外のもの

料金額（税込額）料金種別

市内通信 県内市外通信 県間市外通信
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加入電話等設備、直収通

信設備又は他社直加入電

話等利用回線（別表５に

係るものに限ります。）

からの着信に係るもの

120 秒までごとに

５円(5.25 円)

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

他社直加入電話等設備か

らの着信に係るもの

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

通

信

料

公衆電話設備からの着信

に係るもの

60 秒までごとに

25 円(26.25 円)

60 秒までごとに

25円(26.25 円)

60 秒までごとに

25円(26.25 円)

（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備からの着信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

携帯自動車電話設備から

の着信に係るもの

60 秒までごとに 19 円(19.95 円)

60 秒までごとに 13 円(13.65 円)

通

信

料 ＰＨＳ設備からの着信に

係るもの 上記の通信料のほか通信１回ごとに 10 円(10.5 円)

２－５ 直収電話サービスに係るもの

２－５－１ 契約者回線等からの発信に係るもの

２－５－１－１ コース１に係るもの

（１）国内通信に係るもの

（ａ） （ｂ）及び（ｃ）以外のもの

料金種別 料金額（税込額）

市内通信、県内市外通信又は県間市外通信

通信料 180 秒までごとに 8 円(8.4 円)

（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備への通信に係るもの

区分 料金額（税込額）

携帯自動車電話設備への通信

に係るもの

60 秒までごとに 17 円(17.85 円)通

信

料 ＰＨＳ設備への通信に係るも

の

60 秒までごとに 12 円(12.6 円)

上記の通信料のほか通信１回ごとに 10円(10.5 円)

（ｃ） 音声通信設備への通信

料金種別 料金額（税込額）

通信料 180 秒までごとに 8 円(8.4 円)
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（２） 国際通信に係るもの

料金種別 料金額

国際通信料 60 秒までご

とに次の額

取扱地域

アジア１ シンガポール共和国、大韓民国、香港 20 円

アジア２ 台湾、中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。）、

フィリピン共和国、マカオ

30 円

アジア３ インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラー

ム国、マレーシア

48 円

国

際

通

信

料

アジア４ インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和

国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタ

ン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東テ

ィモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミ

ャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴル国、ラオス

人民民主共和国

80 円

アジア５ アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、

イスラエル国、イラク共和国、イラン･イスラム共和国、

オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート

国、サウジアラビア王国、シリア･アラブ共和国、バー

レーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国

90 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、ハワイを除きます。）、

カナダ

8 円

アメリカ２ 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエ

ルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国

40 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・

バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、

エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グア

テマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸

島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、

セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシ

ア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ

共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和

国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバ

ドス、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フラ

32 円
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ンス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共

和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マルチニ

ーク島

アメリカ４ ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、

セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラ

グアイ共和国、モンセラット

92 円

オセアニア１ ハワイ 8 円

オセアニア２ オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キー

リング諸島、サイパン、ニュージーランド

40 円

オセアニア３ キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン

諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレ

ドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ

共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領

サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦

56 円

オセアニア４ ニウエ、バヌアツ共和国 64 円

ヨーロッパ１ イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ

ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フラ

ンス共和国

22 円

ヨーロッパ２ アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、ア

ンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナ

リア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリ

ノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王

国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、

トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、

フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マデ

ィラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタ

イン公国、ルクセンブルク大公国

48 円

ヨーロッパ３ アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニ

ア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エスト

ニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グ

ルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベ

ニア共和国、セルビア・モンテネグロ、タジキスタン共

和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共

和国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーラン

ド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧

ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和

64 円
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国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連邦

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガン

ダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、

コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア

共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共

和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、スワジラン

ド王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュ

ニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブ

ルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モ

ーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワン

ダ共和国、レソト王国、レユニオン

72 円

アフリカ２ アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア

連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、

カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和

国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民

主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレ

オネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘ

レナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、

チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、

ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、

マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モ

ザンビーク共和国、モロッコ王国

90 円

インマルサッ

ト２

インマルサット－Ｍ 360 円

インマルサッ

ト３

インマルサット－Ｂ 300 円

インマルサッ

ト４

インマルサット－ミニＭ／Ｆ 250 円

２－５－１－２ コース２に係るもの

（１）国内通信に係るもの

（ａ） （ｂ）及び（ｃ）以外のもの

料金種別 料金額（税込額）

市内通信、県内市外通信又は県間市外通信

通信料 60 秒までごとに 4円(4.2 円)
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（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備への通信に係るもの

料金種別 料 金 額

携帯自動車電話設備への

通信に係るもの

２－５－１－１の（１）の（ｂ）（携帯自動車電話設備か

らの通信に係るものに限ります。）に掲げる通信料と同額

通

信

料 ＰＨＳ設備への通信に係

るもの

２－５－１－１の（１）の（ｂ）（ＰＨＳ設備からの通信

に係るものに限ります。）に掲げる通信料と同額

（ｃ） 音声通信設備への通信

料金種別 料金額

通信料 ２－５－１－１の（１）の（ｃ）に掲げる通信料と同額

（２） 国際通信に係るもの

料金種別 料金額

通信料 ２－５－１－１の（２）に掲げる国際通信料と同額

２－５－２ 着信課金機能を利用する契約者回線等への着信に係るもの

（ａ） （ｂ）以外のもの

料金種別 料金額（税込額）

市内通信 県内市外通信 県間市外通信

加入電話等設備、直収通信

設備又は他社直加入電話等

利用回線からの着信に係る

もの

180 秒までごとに

８円(8.4 円)

180秒までごとに

８円(8.4 円)

180 秒までごとに

８円(8.4 円)

他社直加入電話等設備から

の着信に係るもの

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

60 秒までごとに

５円(5.25 円)

通

信

料

公衆電話設備からの着信に

係るもの

60 秒までごとに

25円(26.25円)

60 秒までごとに

25 円(26.25 円)

60 秒までごとに

25円(26.25 円)

（ｂ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備からの着信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

携帯自動車電話設備から

の着信に係るもの

60 秒までごとに 18 円(18.9 円)

60 秒までごとに 13 円(13.65 円)

通

信

料 ＰＨＳ設備からの着信に

係るもの 上記の通信料のほか通信１回ごとに 10円(10.5 円)

２－６ 着信用直収電話サービスに係るもの（着信課金機能を利用する契約者回線等へ
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の着信に係るもの）

料金種別 料金額

通信料 ２－５－２に掲げる通信料と同額

２－７ 特定着信用直収電話サービスに係るもの（着信課金機能を利用する契約者回線

等への着信に係るもの）

料金種別 料金額

通信料 ２－５－２に掲げる通信料と同額

２－８ 第三者課金機能利用サービスに係るもの

（１）国内通信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

通信料 （ア）接続先が音声通信設備に係るもの

（（イ）を除きます。）

60 秒までごとに 25円(26.25 円)

（イ） 接続先が音声通信設備（当社が

別に定める電気通信事業者が提供

する電気通信サービスに係るもの

に限ります。）に係るもの

60 秒までごとに 20円(21 円)

（ウ） 接続先が音声通信設備以外の利

用契約回線等に係るもの

60 秒までごとに 30円(31.5 円)

（２） 国際通信に係るもの

料金種別 料金額

国際通信料 60 秒までご

とに次の額

取扱地域

アジア１ シンガポール共和国、大韓民国、香港 70 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。） 70 円

アジア３ 台湾、フィリピン共和国、マカオ 70 円

アジア４ 朝鮮民主主義人民共和国、東ティモール 110 円

国

際

通

信

料 アジア５ インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラー

ム国、マレーシア

90 円
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アジア６ インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和

国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バン

グラデシュ人民共和国、ブータン王国、ベトナム社会主

義共和国、ミャンマー連邦、モルディヴ共和国、モンゴ

ル国、ラオス人民民主共和国

110 円

アジア７ アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、

イスラエル国、イラク共和国、イラン･イスラム共和国、

オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート

国、サウジアラビア王国、シリア･アラブ共和国、バー

レーン国、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和国

150 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、ハワイを除きます。）、

カナダ

50 円

アメリカ２ 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエ

ルトリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国

110 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・

バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、

エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、グア

テマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸

島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、

セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシ

ア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ

共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和

国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバ

ドス、フォークランド諸島、フランス領ギアナ、ベネズ

エラ共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、ホンジュラス

共和国、マルチニーク島

130 円

アメリカ４ ブラジル連邦共和国、ペルー共和国 130 円

アメリカ５ ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、

セントクリストファー・ネイビス、ハイチ共和国、パラ

グアイ共和国、モンセラット

190 円

オセアニア１ ハワイ 50 円

オセアニア２ オーストラリア、クリスマス島、グアム、ココス・キー

リング諸島、サイパン、ニュージーランド

90 円

オセアニア３ キリバス共和国、クック諸島、サモア独立国、ソロモン

諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレ

ドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ

210 円
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共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領

サモア、マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連邦

オセアニア４ ニウエ、バヌアツ共和国 100 円

ヨーロッパ１ イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ

ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フラ

ンス共和国

70 円

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 90 円

ヨーロッパ３ アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、オ

ーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリ

シャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブ

ラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、

スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、

ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、

ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マル

タ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大

公国

90 円

ヨーロッパ４ アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニ

ア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エスト

ニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グ

ルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベ

ニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チ

ェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ブ

ルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ポーランド共和国、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・旧ユーゴスラ

ビア共和国、モルドバ共和国、モンテネグロ共和国、ラ

トビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア

連邦

110 円

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガン

ダ共和国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、

コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア

共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共

和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、スワジラン

ド王国、赤道ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュ

ニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブ

ルンジ共和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、モ

ーリタニア・イスラム共和国、リベリア共和国、ルワン

ダ共和国、レソト王国、レユニオン

250 円

アフリカ２ アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア

連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、

カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和

国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コンゴ民

250 円
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主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレ

オネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘ

レナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、

チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、

ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、

マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、モ

ザンビーク共和国、モロッコ王国

インマルサッ

ト２

インマルサット－Ｍ 520 円

インマルサッ

ト３

インマルサット－Ｂ 450 円

インマルサッ

ト４

インマルサット－ミニＭ／Ｆ 420 円

２－９ ＩＰ電話サービスに係るもの

２－９－１ ＩＰ利用回線から発信するもの

（１）国内通信に係るもの

（ａ） （ｂ）及び（ｃ）以外のもの

料金種別 次の秒数までごとに 7.5 円(税込 7.875 円)

昼 間

土曜日・日曜

日・祝 日

夜 間 深夜・早朝

通信料 180 180 180 225

備考 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金表通則８（端数処理）の規

定は適用しません。

（ｂ）音声通信設備への通信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

通信料 180 秒までごとに 7.5 円(税込 7.875 円)

備考 音声通信番号により、ＩＰ電話設備（当社又は当社が別に定める協定事業者が指定

を受けた電気通信番号により識別されるものに限ります。）相互間で行われる通信に当

たっては、通信料は適用しません。

（ｃ）携帯自動車電話設備又はＰＨＳ設備への通信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）
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携帯自動車電話設備への

通信に係るもの

60 秒までごとに 18 円(18.9 円)通信料

ＰＨＳ設備への通信に係

るもの

90 秒までごとに 20 円(21 円)

（２）国際通信に係るもの

料金種別 料金額

国際通信料 60 秒までごとに次の額

取扱地域

大韓民国、香港 25 円

シンガポール共和国、台湾、中華人民共和国（香港及びマカオを

除きます。）

29 円

フィリピン共和国 30 円

タイ王国 36 円

インドネシア共和国 44 円

マレーシア 45 円

ブルネイ・ダルサラーム国、マカオ、モンゴル国 81 円

アラブ首長国連邦、イスラエル国、キプロス共和国 83 円

インド、スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキス

タン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、ブータン王

国、ベトナム社会主義共和国、モルディヴ共和国、ラオス人民民

主共和国

107 円

オマーン国、カタール国、クウェート国、サウジアラビア王国、

シリア・アラブ共和国、バーレーン国、ヨルダン・ハシミテ王国

113 円

イエメン共和国、カンボジア王国、朝鮮民主主義人民共和国、ミ

ャンマー連邦、レバノン共和国

140 円

アフガニスタン 178 円

イラク共和国、イラン・イスラム共和国、東ティモ－ル 198 円

アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ジンバブエ共

和国

78 円

エジプト・アラブ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、

ケニア共和国、ザンビア共和国、スワジランド王国、ニジェール

共和国、ボツワナ共和国、ブルンジ共和国、南アフリカ共和国、

モーリシャス共和国、モロッコ王国、レユニオン

98 円

アルジェリア民主人民共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和

国、コモロ・イスラム連邦共和国、社会主義人民リビア・アラブ

128 円
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国、ジブチ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、セネガ

ル共和国、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、トーゴ

共和国、ナミビア共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナフ

ァソ、ベナン共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリタニ

ア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、レソト王国

エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共和国、コー

トジボワール共和国、赤道ギニア共和国、マダガスカル共和国

141 円

チュニジア共和国、リベリア共和国、ルワンダ共和国 149 円

チャド共和国 211 円

コンゴ共和国、コンゴ民主共和国 241 円

アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます。） 8 円

カナダ 9 円

アラスカ 19 円

ブラジル連邦共和国 29 円

プエルトリコ、米領バージン諸島 63 円

アルゼンチン共和国、グアテマラ共和国 65 円

サンピエール島・ミクロン島、ペルー共和国、メキシコ合衆国 78 円

ドミニカ共和国、マルチニーク島 83 円

ウルグアイ東方共和国、エルサルバドル共和国、コスタリカ共和

国、コロンビア共和国、チリ共和国、パナマ共和国、パラグアイ

共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ボリビア共和国、

ホンジュラス共和国

85 円

アルバ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、

キューバ共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディ

ーン諸島、ハイチ共和国、バルバドス、グアドループ島

113 円

エクアドル共和国、ニカラグア共和国、ベリーズ 115 円

トリニダード・トバゴ共和国、バハマ国、バミューダ諸島 141 円

アンギラ、英領バージン諸島、ケイマン諸島 152 円

スリナム共和国、フォークランド諸島 160 円

ハワイ 8 円

オーストラリア 19 円

グアム、サイパン 56 円

クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド 72 円

ノーフォーク島、パプアニューギニア、ミクロネシア連邦 81 円

米領サモア、マーシャル諸島共和国 110 円

サモア独立国、ツバル、ナウル共和国、ニューカレドニア、パラ 143 円
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オ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア

キリバス共和国、トンガ王国 152 円

クック諸島、ソロモン諸島、バヌアツ共和国 204 円

グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国 18 円

ドイツ連邦共和国、フランス共和国 19 円

アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、イタリア共和国、

オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共

和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、デンマーク王

国、ノルウェー王国、バチカン市国、フィンランド共和国、ベル

ギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、モナコ公国、リヒ

テンシュタイン公国、ルクセンブルグ大公国

62 円

ウクライナ、スロバキア共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和

国、ポーランド共和国

72 円

アイスランド共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブ

ラルタル、スペイン領北アフリカ、トルコ共和国、フェロー諸島、

マルタ共和国

92 円

アゼルバイジャン共和国、ウズベキスタン共和国、エストニア共

和国、カザフスタン共和国、クロアチア共和国、スロベニア共和

国、ブルガリア共和国、ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェ

ゴビナ、リトアニア共和国、マケドニア・旧ユーゴスラビア共和

国、ルーマニア、ロシア連邦

102 円

グルジア、タジキスタン共和国、ラトビア共和国 126 円

セルビア共和国、トルクメニスタン、モンテネグロ共和国 130 円

アルバニア共和国、アルメニア共和国、キルギス共和国 187 円

２－９－２ 着信課金機能を利用するＩＰ利用回線への着信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

加入電話等設備、直収通信設備又は他社直加

入電話等利用回線からの着信に係るもの

180 秒までごとに８円（8.4 円）

他社直加入電話等設備からの着信に係るもの 60 秒までごとに５円（5.2 円）

公衆電話設備からの着信に係るもの 60秒までごとに25円（26.25円）

携帯自動車電話設備からの着信に係るもの 60秒までごとに17円（17.85円）通信料

ＰＨＳ設備への着信に係るもの 60秒までごとに13円（13.65円）

上記の利用料のほか音声通信１

回ごとに 10 円（10.5 円）
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第３ 付加機能使用料

（１）削除

（２）削除

（３）着信課金機能

区 分 単 位 料金額（税込額）

基

本

機

能

この機能を利用する利用契約回線、契約者回線、他

社接続契約者回線、ＩＰ利用回線又は他社直加入

電話等利用回線（以下この表において「契約者回

線等」といいます。）へ、利用契約回線等（音声

通信設備を除きます。以下この表において同じと

します。）から（ア）、（イ）又は（ウ）に規定

する種類の着信課金番号（契約者の請求により、

当社が付与する番号であって、この機能を利用す

るための番号をいいます。）により行う通信（着

信先指定機能、共通番号機能、着信分配機能又は

着信先変更機能（以下この表において「着信先指

定機能等」といいます。）を利用して契約者があ

らかじめ指定した契約者回線等又は当社が別に定

める電気通信設備へ着信先が変更された通信を含

みます。以下「着信課金通信」といいます。）に

関する料金について、その支払いを要する者をこ

の機能の利用を請求した契約者とし、第２（通信

に関する料金）の２（料金額）の２－３、２－４

－２、２－５－２、２－６又は２－９－２に規定

する料金額（着信先指定機能等を利用して当社が

別に定める電気通信設備に着信する着信課金通信

の料金額については、その通信をＩＰデータ通信

網サービス契約約款に規定する着信課金機能を利

用して着信する着信課金通信とみなした場合に適

用される利用料と同額とします。）をその契約者

に課金することができるようにする機能

(ア)第１種着信課金番号

当社が別に定める当社の事業者識別番号を使

用して当社が付与する番号（番号体系が 0037-8-
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５桁のものとします。）であって、当社が別に定

める利用契約回線等からの着信に使用できるも

の

(イ)第２種着信課金番号

電気通信番号規則第 10 条第３号に基づく着信

課金機能を識別するための電気通信番号を使用

して当社が付与する番号（番号体系が 0120-６桁

のものとします。）であって、当社が別に定める

利用契約回線等からの着信に使用できるもの

(ウ)第３種着信課金番号

電気通信番号規則第 10 条第３号に基づく着信

課金機能を識別するための電気通信番号を使用

して当社が付与する番号（番号体系が 0800-７桁

のものとします。）であって、当社が別に定める

利用契約回線等からの着信に使用できるもの

（注１）当社が別に定める電気通信設備は、ＩＰデ

ータ通信網サービス契約約款に規定する音声

通信サービスに係るⅡ型契約者回線等としま

す。以下この表において同じとします。

着信課金機能には、下表の料金プランがあります。

料

金

プ

ラ

ン

（１）第１種着信課金プラン

ア 第１種着信課金番号、第２種着信課金

番号及び第３種着信課金番号を利用する

ことができます。

イ すべての追加機能を利用することがで

きます。

１の着信課金

番号ごとに

月額

2,000 円

(2,100 円)

（２）第２種着信課金プラン（シンプル）

次に規定する条件で提供します。

ア 第２種着信課金番号及び第３種着信課

金番号を利用することができます。

イ 追加機能は、番号ポータビリティ機能、

発信者番号認証接続機能、利用通話明細

書（トラヒックレポート）提供機能及び

着信先変更機能を利用することができま

す。

１の着信課金

番号ごとに

月額

800 円

(840 円)
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（３）第３種着信課金プラン（ライト）

次に規定する条件で提供します。

ア 第３種着信課金番号のみ利用すること

ができます。

イ 追加機能は、発信者番号認証接続機能、

利用通話明細書（トラヒックレポート）

提供機能及び着信先変更機能を利用する

ことができます。

１の着信課金

番号ごとに

月額

500 円

(525 円)

番号ポータビリ

ティ機能

当社が別に定める協定事業者

が付与した電気通信番号（電

気通信番号規則第10条第３号

に基づく着信課金番号に限り

ます。）を、当社が付与した

ものとして取り扱い、その電

気通信番号を着信課金通信に

利用できる機能

１の着信課金

番号ごとに

―

発信地域指定機

能

着信課金機能により、通信に

関する料金をその契約者に課

金することを許容する地域

（携帯自動車電話設備及びＰ

ＨＳ設備を除きます。）を指

定できる機能

１の着信課金

番号ごとに

―

発信端末制限機

能

公衆電話設備、携帯自動車電

話設備又はＰＨＳ設備からの

発信について、着信課金機能

への着信を制限できるように

する機能

１の着信課金

番号ごとに

―

追

加

機

能

時 間 外 着 信 案

内・利用時間指定

機能

着信課金機能の利用時間帯を

指定し、指定時間外における着

信課金通信の発信者に対して、

利用時間外である旨の案内を

する機能

１の着信課金

番号ごとに

―
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着信先指定機能 着信課金機能の利用時間帯を

指定し、指定時間外における着

信課金通信を、あらかじめ指定

された契約者回線等に接続す

る機能

１の着信課金

番号ごとに

―

共通番号機能 １の着信課金番号による着信

課金通信を、その通信が発信さ

れる地域ごとにあらかじめ指

定された契約者回線等に接続

する機能

１の着信課金

番号ごとに

―

着信分配機能 １の着信課金番号による着信

課金通信について、あらかじめ

指定された契約者回線等ごと

に、あらかじめ指定された着信

回数の割合に振り分け、接続す

る機能

１の着信課金

番号ごとに

―

利用通話明細書

（トラヒックレ

ポート）提供機能

契約者が指定する着信課金番

号に係る通話明細を蓄積・集計

する機能。

１の着信課金

番号ごとに

着信先変更機能 着信課金通信の着信先を、契約

者からの当社が定める遠隔操

作方法により、あらかじめ指定

された契約者回線等（直収通信

サービスに係る契約者回線を

除きます。）又は当社が別に定

める電気通信設備のいずれか

に随時変更することができる

機能

１の着信課金

番号ごとに

―

備

考

１ この機能は、電話等利用契約者、直収通信契約者、直収電話契約者、着信用直収電

話契約者、特定着信用直収電話契約者、他社直加入電話等付加機能利用契約者又はＩ

Ｐ電話契約者（ＩＰ電話番号を契約者が取得した場合に該当する者を除きます。）に

限り提供します。

２ ＩＰ利用回線によりこの機能を利用する場合、当社が付与する着信課金番号は、当

社が別に定める第２種着信課金番号及び第３種着信課金番号に限ります。

３ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、着信課金番号を

変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知し
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ます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

４ 発信地域指定機能において指定することができる地域の数は、当社が別に定める範

囲内とします。

５ 当社は、この機能を利用する契約者に係る着信課金番号について、協定事業者から

請求があったときは、協定事業者に通知することがあります。

６ 利用時間指定機能又は着信先指定機能において指定することができる着信課金機能

の利用時間帯は、当社が別に定める時間を単位とします。

７ 共通番号機能において１の着信課金番号による着信課金通信の着信先として指定す

ることができる着信先の数及び着信分配機能において通信の着信先として指定するこ

とができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。

８ 着信先指定機能等の各追加機能を併用する場合の細目事項は、当社が別に定めると

ころによります。

９ 利用通話明細書（トラヒックレポート）提供機能に係る料金については、電子媒体

等での提供に限り、第４表（附帯サービスに関する料金）第１（料金明細内訳書の送

付手数料）に規定する利用通話明細書の送付手数料の支払いを要します。

（４）付加番号通知付特別課金機能

区分 単位 料金額（税込額）

基

本

機

能

この機能を利用する契約者回線へ、加

入電話等設備等（別表２の２で定める

ものとします。）から付加番号通知付

特別課金番号（契約者の請求により、

当社が付与した番号（番号体系が

00376-２桁のものとします。）と、付

加番号（その契約者が指定する者に通

知させる 14 桁以内の数字をいいま

す。）から構成されるものをいいます。

以下同じとします。）により行う通信

に関する料金について、その支払いを

要する者をこの機能の利用を請求し

た契約者とし、第２（通信に関する料

金）のの２（料金額）の２－４－３に

規定する料金額をその契約者に課金

することができるようにする機能

付加番号通知付特別課金

番号に係る１の当社が付

与した番号ごとに

月額

100,000 円

(105,000 円)

追

加

契約者が指定する者に係る加入電話

等設備の電話番号をあらかじめ当社

付加番号通知付特別課金

番号に係る１の当社が付

月額

50,000 円
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機

能

の電気通信設備に登録し、その登録さ

れた電話番号からの発信に限りこの

機能に着信することができるように

する機能

与した番号ごとに (52,500 円)

備

考

１ この機能は、直収通信契約者に限り提供します。

２ 付加番号通知付特別課金番号に係る１の当社が付与した番号及びその１の当社

が付与した番号に係る追加機能は、契約者回線の契約者名義及び終端の場所がい

ずれも同一となる複数の契約者回線において、共通に利用することができます。

３ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、付加番号通

知付特別課金番号に係る当社が付与した番号を変更することがあります。この場

合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。

４ この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。

（５）～（８）削除

（９）代表機能

区分 単位 料金額

２以上の契約者回線について、それらの直収通

信回線番号を代表する代表直収通信回線番号

を定め、その代表直収通信回線番号に着信通信

があった場合に、通信中でないいずれか１の契

約者回線に接続することができるようにする

機能

― ―

備

考

この機能は直収通信契約者に限り提供します。

（10）番号情報送出機能

区分 単位 料金額（税込額）

その契約者回線に着信通信があった場合に、そ

の契約者回線の直収通信回線番号又は追加番

号（直収通信契約者からの請求により当社がそ

の契約者回線に付与した直収通信回線番号以

外の番号であってこの機能を利用するための

番号をいいます。）の情報を、その契約者回線

に接続される端末設備又は自営電気通信設備

に送出する機能

１の直収通信回線番号

又は１の追加番号ごと

に

月額

500 円(525 円)
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備

考

１ この機能は直収通信契約者に限り提供します。

２ 直収通信契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断

を請求することができます。

３ その契約者回線において代表機能を利用している場合には、当社は、直収通信契約

者がこの機能をその代表機能を利用しているすべての契約者回線で利用する場合に

限り提供します。

４ 追加番号に関するその他の取扱いについては、直収通信回線番号の場合に準じて取

り扱います。

（11）指定直収通信番号着信転送機能

区分 単位 料金額（税込額）

この機能に

係るもの

（ア） （イ）以

外の場合

１の契約者回線

ごとに

月額

300,000 円

(315,000 円)

（イ）使用できる

Ｂチャネルの

数を指定する

場合

指定する１のＢ

チャネルごとに

月額

20,000 円

(21,000 円)

直収通信契約者の直収通信回線番号

（番号情報送出機能による追加番号

を含みます。以下この表において同

じとします。）とあらかじめ指定し

た直収通信番号（電気通信番号規則

第９条第１号の規定に係る電気通信

番号であって、直収通信回線番号又

は追加番号以外に当社が付与した番

号をいいます。以下この表において

「指定直収通信番号」といいます。）

を電話サービス等取扱所に登録する

ことにより、その指定直収通信番号

への通信をその直収通信契約者の直

収通信回線番号の契約者回線へ転送

することができるようにする機能。

指定直収通

信番号に係

るもの

１の指定直収通

信番号ごとに

月額

2,000 円

(2,100 円)
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備

考

１ この機能は直収通信契約者に限り提供します。

２ 当社は、直収通信契約者が指定する単位料金区域（当社が別に定める区域に限

ります。）ごとに希望する数の指定直収通信番号を付与します。この場合、指定直

収通信番号に関するその他の提供条件については、直収通信回線番号の場合に準ず

るものとします。

３ 直収通信契約者がこの機能の請求をするときは、指定直収通信番号とその転送

先の直収通信回線番号との組み合わせ（当社が別に定める基準に基づく組み合わ

せに限ります。）を記載した当社所定の申込書を、事務契約を行う電話サービス

等取扱所に提出していただきます。これを変更する場合も同様とします。

４ その契約者回線において代表機能を利用している場合には、この機能をすべて

の契約者回線で利用する場合に限り提供します。

５ この指定直収通信番号への通信は、当社が別に定めるものに限るものとします。

６ その指定直収通信番号への通信に係る通信時間は、この機能により転送される

契約者回線に接続して通信できる状態にした時刻をもって、発信者の通信ができ

る状態にしたものとして測定します。

（12）代表番号通知機能

区分 単位 料金額

この機能を利用する契約者回線（代表機能の提供を受けて

いるものに限ります。）から行う通信について、その契約

者回線の直収通信回線番号に替えて、代表直収通信回線番

号を着信先へ通知する機能

― ―

備

考

この機能は直収通信契約者に限り提供します。

（13）追加番号通知機能

区分 単位 料金額

この機能を利用する契約者回線（番号情報送出機能の提供

を受けているものに限ります。）から行う通信について、

その契約者回線の直収通信回線番号に替えて、追加番号（そ

の契約者回線が代表機能を利用している場合は、その契約

者回線と同一の代表機能の提供を受けている他の契約者回

線の番号を含みます。）を着信先へ通知する機能

― ―

備

考

この機能は直収通信契約者に限り提供します。
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（14）特定番号通知機能

区分 単位 料金額（税込額）

この機能を利用する契約者回線等から行う通話につ

いて、当社が別に定めるところにより、その契約者回

線等に係る契約者に付与された固定電話番号を着信

先へ通知する機能

１の通知番号ごと 月額

200 円（210 円）

備

考

１ この機能は直収電話契約者に限り提供します。

２ この機能により着信先へ通知することができる固定電話番号の取扱いに関する細

目事項は、当社が別に定めるところによります。

（15）利用料金・時間制限機能

区分 単位 料金額

利用料金制限機能 料金月の起算日以降に登録電話番

号からこの基本機能を利用して行

った通信に係る通信料の累計額が、

当社が別に定める利用限度額を超

えた場合、その利用限度額を超えて

最初に終了した通信の終了時刻以

降において、その登録電話番号から

の発信を規制し、当該料金月の末日

に規制を解除する機能

― ―

利用時間制限機能 登録電話番号から当社が別に定め

る時間帯以外の時刻にこの基本機

能を利用して発信した通信を規制

する機能

― ―
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備

考

１ この機能は第三者課金機能利用契約者に限り提供します。

２ 利用料金制限機能は、１の登録番号ごとに提供します。

３ 利用料金制限機能の欄に規定する当社が別に定める利用限度額は、1,000 円以上

30,000 円以内の金額（1,000 円以上 10,000 円以内の場合は 1,000 円から 1,000 円ご

とに 10,000 円まで、10,000 円超 30,000 円以内の場合は 12,000 円から 2,000 円ごと

に 30,000 円までの金額とします。）とし、この利用料金制限機能を利用する契約者

は、あらかじめその金額を指定していただきます。

４ 契約者は、利用限度額を超えて終了した通信についても、その通信料の支払いを要

します。

５ 利用時間制限機能は、１の登録番号ごとに提供します。

６ 利用時間制限機能の欄に規定する当社が別に定める時間帯は、次に規定する設定区

分とし、この利用時間制限機能を利用する契約者は、あらかじめ設定区分を指定し

ていただきます。

ただし、複数の設定区分を重複して指定した場合は、特別日設定、曜日設定、通常

設定の順位に従って機能します。

設定区分 内容

通常設定 発信できる時間帯を５分単位で設定できるもの

曜日設定 発信できる特定の曜日を設定できるもの

特別日設定 発信できる特定の期日を指定できるもの

７ 契約者は、設定区分に係る時間帯を超えて終了した通信についても、その通信料の

支払いを要します。

８ この機能の利用に係る細目事項は、当社が別に定めるところによります。
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（16）発信通信利用休止機能

区分 単位 料金額(税込額)

契約者の請求に基づき、契約者があらかじめ指定する

通信を電話サービス等取扱所の交換設備に登録するこ

とによりその通信の発信の利用ができないようにする

機能をいいます。

－ －

備

考

１ この機能は電話等利用契約者又は第三者課金機能利用契約者に限り提供しま

す。

２ あらかじめ指定する通信は、国際通信とします。

３ 契約者は、この機能を請求するときは、当社所定の契約申込書を電話サービス

等取扱所に提出していただきます。

４ 当社は、契約者に対するこの機能の利用の一時中断は提供しません。

（17）ＩＰ電話サービスに係るもの

区分 単位 料金額(税込額)

(１)発信電

話番号非

通知機能

この機能を利用するＩＰ利用回線から行

う通話（当社が別に定める方法により行う

通話を除きます。）について、そのＩＰ利

用回線のＩＰ電話番号を着信先の利用契

約回線等へ通知しないようにする機能を

いいます。

－ －

(２)発信電

話番号通

知要請機

能（ＩＰ

電話）

この機能を利用するＩＰ利用回線（ＩＰ

電話契約者に係るものに限ります。）に

係るＩＰ電話番号（ＩＰ基本料(1)が適用

となるものに限ります。）又は追加ＩＰ

番号（ＩＰ電話契約者からの請求により

当社がそのＩＰ利用回線に付与したＩＰ

電話番号以外の番号をいいます。以下同

じとします。）へ発信電話番号等が通知

されない通話に対して、その発信電話番

号等を通知してかけ直してほしい旨の案

内により自動的に応答する機能をいいま

す。

１ＩＰ電話番号

又は１追加ＩＰ

番号ごとに

月額

100 円(105 円)
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備

考

１ 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内によ

り自動的に応答する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、

その通話を打ち切ります。

２ この機能の利用に係る料金の適用については、次の通りとし、料金

表通則の規定にかかわらず、日割しないものとします。

（１）この機能の提供があったとき

その提供開始日を含む料金月の翌料金月から適用します。

（２）この機能の廃止があったとき

その廃止日を含む料金月まで適用します。

（３）この機能の提供の開始と廃止が同じ料金月にあったとき

その廃止日を含む料金月について適用します。

この機能を利用するＩＰ利用回線（ＩＰ電

話契約者に係るものに限ります。）に係る

ＩＰ電話番号（ＩＰ基本料(1)が適用とな

るものに限ります。）又は追加ＩＰ番号へ

の通話のうち、ＩＰ電話契約者があらかじ

め指定した特定の電話番号等からの着信

に対して、おことわりする旨の案内により

自動的に応答する機能をいいます。

１ＩＰ電話番号

又は１追加ＩＰ

番号ごとに

月額

100 円(105 円)

(３)特定発

信電話番

号着信拒

否 機 能

（ＩＰ電

話）

備

考

１ あらかじめ指定できる電話番号等の数は、当社が別に定める数の範

囲内とします。

２ 当社は、おことわりする旨の案内により自動的に応答する通話につ

いて、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。

３ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負い

ません。

４ この機能の利用に係る料金の適用については、(２)欄の規定に準ず

るものとします。
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第４ ユニバーサルサービス料

１ 適用

区 分 内 容

（１）ユニバーサルサービ

ス料の適用

ア ユニバーサルサービス料の適用については、第 55 条の

３（ユニバーサルサービス料の支払義務）の規定により、

次表に規定する１の電気通信番号ごとに適用します。

区分 電気通信番号

直収通信サービス 直収通信回線番号

直収電話サービス 固定電話番号

着信用直収電話サービス 固定電話番号

他社直加入電話等付加機能利用

サービス

着信課金番号

特定着信用直収電話サービス 固定電話番号

ＩＰ電話サービス ＩＰ電話番号

着信課金機能 着信課金番号

付加番号通知付特別課金機能 付加番号通知付特別

課金番号

番号情報送出機能（ダイヤルイ

ン）

追加番号

指定直収通信番号着信転送機能 指定直収通信番号

イ ユニバーサルサービス料は適用対象の電気通信番号の

うち、料金月の末日に利用されている電気通信番号に適

用します。

（２）料金月の期間中に契

約開始・契約解除があ

った場合の料金の適用

ア ユニバーサルサービス料の日割りは行いません。

イ 料金月の末日に電話サービス等契約の解除又は付加機

能の廃止があったとき、解除又は廃止の電気通信番号は

ユニバーサルサービス料を適用しません。

（３）適用除外 ア 以下の電気通信番号はユニバーサルサービス料を適用

しません。

番号ポータビリティ等により、最終利用者に見えない形

で利用されている当社が付与した番号

２ 料金額

区分 料金額（税込額）

ユニバーサルサービス料 5円(5.25 円)
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第５ 請求事務手数料

１ 適用

区 分 内 容

請求事務手数料の適用 請求事務手数料については、この約款の規定により支払い

を要することとなる電話サービス等に係る料金（請求事務

手数料を除きます。）又は工事に関する費用（以下この表

において「支払額」といいます。）を電話等利用契約者に

請求（電話等利用契約の解除に伴う支払額の請求を含みま

す。）する際、２（料金額）の（３）又は（４）に規定す

る支払方法であって、次のいずれかに該当する場合に適用

します。

（ア）１料金月の支払額が税抜 300 円以下である場合

（イ）料金表通則 11（少額料金の繰越払い）の規定に基づ

き少額料金の繰越払いを適用するときは、（ア）の規定

にかかわらずその少額料金の繰越払いに係る３料金月の

支払額の合計が税抜 900 円以下である場合

（ウ）（イ）に関して、２料金月目における電話等利用契約

の解除等であって、２料金月の支払額の合計が税抜 900

円以下である場合

２ 料金額

１請求ごとに

料金等の支払方法の区分 料金額（税込額）

（１）特定協定事業者の電話料金等請求書による支払い 無料

（２）クレジットカードによる支払い 無料

（３）金融機関の預金口座振替又は自動払込利用による支払い

（（１）及び（２）の場合を除きます。）

300 円(315 円)

（４）当社預金口座への振込みによる支払い 300 円(315 円)

備考

１ （１）の「特定協定事業者の電話料金等請求書による支払い」（以下備考の１から３

において「この取扱い」といいます。）とは、第 78 条（協定事業者による電話サービ

ス等に係る料金等の回収代行）の規定に基づいて、当社がこの約款の規定によりその電

話等利用契約者に請求することとした電話サービス等に係る料金又は工事に関する費

用について、当社の代理人として、特定協定事業者が請求し、回収する取扱いをいいま

す。

２ 当社は、電話等利用契約の申込者又は電話等利用契約者がこの取扱いを指定した場合
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において、その電話等利用契約の申込者又は電話等利用契約者が電話サービス等に係る

料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるときは、この取扱

いを取り止めて、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあります。

３ この取扱いに関するその他の細目事項は、当社が別に定める「支払方法による契約条

項」によるものとします。

４ （２）による場合は、その支払いに係るクレジットカード会社の承認を取得できない

場合は、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあります。

５ （３）による場合は、その金融機関の預金口座又は自動払込みによる口座振替等が

確認できない場合は、当社が指定する他の支払方法に変更していただくことがあり

ます。

６ （４）による場合は、その振込みに係る金融機関の定める振込みの手数料（実費）に

ついては、当社が負担します。

第６ 再請求書発行手数料

１ 適用

区 分 内 容

再請求書発行手数料の適用 この約款の規定により支払いを要することとなる料金及

び工事に関する費用（再請求書発行手数料を除きます。）

について、支払期日を経過してもなお支払わない場合（支

払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその

支払の事実を確認できないときを含みます。）に請求書を

発行した場合に適用します。

２ 料金額

１請求ごとに

料金額（税込額）

191 円（200）円



127

第２表 電話帳掲載料

１の直収通信回線番号又は固定電話番号ごとに

電話帳発行のつど１掲載ごとに

普通掲載 無料

重複掲載 500 円（税込 525 円）

第３表 工事に関する費用

第１ 工事費

１ 適用

区 分 内 容

（１） 工事費の算定 工事費は、施工した工事に係る契約者回線等工事費及び取扱所内

工事費を合計して算定します。

（２） 契約者回線等工事

費

契約者回線の設置、品目の変更若しくは移転、他社接続契約者回

線の回線収容機能への収容、回線収容機能の品目の変更又は回線

収容機能の変更の工事を要する場合に適用します。

（３） 取扱所内工事費 取扱所内工事費は、電話サービス等取扱所の交換設備操作台等に

おいて工事を要する場合に適用します。

（４） 工事費の減額 当社は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等を

勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。

ア 特定着信用直収電話サービスに係る工事費は以下のとおりと

します。

（ア）２ 工事費の額で定める契約者回線等工事費及び

固定電話番号に関する工事については、一のＩＰ電話に

関する工事を適用します。

（イ）２－２ 利用の一時中断に関する工事は適用しません。

（５）工事費の適用除外 次の付加機能に係る工事については、工事費の支払いを要しませ

ん。

ア 発信通信利用休止機能

イ 発信電話番号非通知機能

ウ ＩＰ電話に係る付加機能のうち当社が別に定める方法により

請求したもの

２ 工事費の額

２－１ 契約者回線の設置若しくは移転、契約者回線の品目の変更、他社接続契約者

回線の回線収容機能への収容、回線収容機能の品目の変更、回線収容機能の変更、最

大同時接続数の変更、付加機能の利用開始若しくは利用変更、固定電話番号の登録若
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しくは登録の変更、番号ポータビリティの登録、登録の変更若しくは登録の解除又は

ＩＰ電話番号の登録若しくは登録の変更

区 分 単 位 工事費（税込額）

（１）契約者回線等工事費 １の契約者回線又

は回線収容機能ご

とに

5,000 円

(5,250 円)

（２）

取

扱

最大同時接続数の

変更に関する工事

の場合

最大同時接続数の変更に

係るもの

１の通話ポートご

とに

3,000 円

(3,150 円)

所

内

工

事

費

固定電話番号に関

する工事

固定電話番号の登録又は

登録の変更に係るもの

１の固定電話番号

ごとに

1,000 円

(1,050 円)

番号ポータビリテ

ィに関する工事（Ｉ

Ｐ電話に係るもの

を除きます。）

番号ポータビリティに関

する登録、登録の変更（同

一番号による移転に係る

もの）又は登録の解除に

係るもの

１の電話番号ごと

に

2,000 円

(2,100 円)

ＩＰ電話に関する

工事

ＩＰ電話番号の登録又は

登録の変更

１のＩＰ電話番号

ごとに

500円

(525円)

付

加

機

能

に

着信課金機能

に関する工事

の場合

基本機能の利用開始又は

着信課金番号による着信

通信を許容する地域の変

更等基本機能の内容の変

更に係るもの

１の着信課金番号

ごとに

500 円

(525 円)

関

す

る

工

追加機能の利用開始又は

利用時間帯の変更等追加

機能の内容の変更に係る

もの

１の着信課金番号

ごとに

500 円

(525 円)

番号情報送出

機能に関する

工事の場合

番号情報送出機能の利用

開始に係るもの

１の直収通信回線

番号又は１の追加

番号ごとに

500 円

(525 円)

追加番号の増加に係るも

の

増加する１の追加

番号ごとに

500 円

(525 円)
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指定直収通信番号の利用

開始に係るもの

１の指定直収通信

番号ごとに

3,000 円

(3,150 円)

指定直収通信

番号着信転送

機能に関する

工事の場合

使用できるＢチャネルの

数を指定する場合と指定

しない場合との間の変更

又は指定する場合におけ

る使用できるＢチャネル

の数の変更に係るもの

１の契約者回線に

つき１の変更工事

ごとに

3,000 円

(3,150 円)

代表番号通知

機能に関する

工事の場合

代表番号通知機能の利用

開始又は内容の変更に係

るもの

１の代表直収通信

回線番号ごとに

1,000 円

(1,050 円)

追加番号通知

機能に関する

工事の場合

追加番号通知機能の利用

開始又は内容の変更に係

るもの

１の追加番号ごと

に

1,000 円

(1,050 円)

特定番号通知

機能に関する

工事の場合

特定番号通知機能の利用

開始又は内容の変更に係

るもの

１の固定電話番号

ごとに

1,000 円

(1,050 円)

ＩＰ電話に係

る付加機能の

場合

１の工事ごとに 500 円

(525 円)

２－２ 利用の一時中断に関する工事

区 分 単 位 工事費（税込額）

（１）契約者回線の

利用の一時中断

の工事

（ア） （イ）以外の場合 １の契約者回線

ごとに

5,000 円

(5,250 円)

（イ）取扱所内工事のみの場合 １の契約者回線

ごとに

1,000 円

(1,050 円)

（２）契約者回線の

再利用の工事

１の契約者回線

ごとに

5,000 円

(5,250 円)
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第４表 附帯サービスに関する料金

第１ 料金明細内訳書の送付手数料

料金明細内訳書（CD-ROM 等の電子媒体を含みます）の送付手数料の額は、次に定める

額とします。

１請求先につき送付１回ごとに

区 分 手数料の額（税込額）

料金明細内訳書 200 円(210 円)

着信課金機能の利用通話明細書（トラヒックレポート） 500 円(525 円)

（注）料金明細内訳書の送付を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料（実費）

が必要な場合があります。
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料金表別表

第１ 選択制による通信に関する料金の月極割引

１ 回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引Ⅰ

区 分 内 容

（１）定義等 ア 「回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引Ⅰ」とは、次表

に規定する定額料を支払った場合に、割引選択回線群（この月極割引

を選択する利用契約回線により構成される回線群をいいます。以下こ

の表において同じとします。）に係る通信（ウの規定によりこの月極

割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じとしま

す。）に関する料金（第２の１（適用）の（９）に規定する優先接続

の指定に係る料金の適用を受けている場合は、その適用後の料金とし

ます。）の月間累計額について、同表に規定する額の割引を行うこと

をいいます。

１割引選択回線群ごとに

定額料 割引選択回線群に

係る通信に関する

料金の月間累計額

割引額

月額

200,000 円

（ 税 込 額

210,000 円）

2,000 万円未満の

とき

① ②以外の通信

割引選択回線群に係

る通信に関する料金

の月間累計額に 0.15

を乗じて得た額

②携帯自動車電話設備

への通信

割引選択回線群に係

る通信に関する料金

の月間累計額に 0.05

を乗じて得た額。

2,000 万円以上の

とき

① ②及び③以外の通

信

割引選択回線群に係

る通信に関する料金

の月間累計額に 0.25

を乗じて得た額。

② 国際通信又は第２

の１の（９）に規定す



132

る優先接続の指定に

係る料金の適用を受

けている場合におけ

る市内通信若しくは

県内市外通信

割引選択回線群に係

る通信に関する料金

の月間累計額に 0.15

を乗じて得た額。

③携帯自動車電話設備

への通信

割引選択回線群に係

る通信に関する料金

の月間累計額に 0.05

を乗じて得た額。

イ この月極割引適用後の定額料を含めた割引選択回線群に係る通信

に関する料金は、割引選択回線群を構成する利用契約回線（以下この

表において「割引選択回線」といいます。）のうちその割引選択回線

群を代表する利用契約回線（以下この表において「割引選択代表回線」

といいます。）の電話等利用契約者に請求します。

ウ この月極割引の対象は、プランＡ又はプランＢ（第２の１の（５）

に規定するプランＡ又はプランＢをいいます。以下この表において同

じとします。）に係る通信に限ります。

エ 割引選択回線群に係る通信に関する料金の適用にあたって、第２

の１の（９）に規定する優先接続の指定に係る料金の適用を受けてい

る場合には、その適用後の料金とします。

ただし、第２の１の（９）の表中プランＢの市内通信に係る通信料

については、第２の１の（９）の表の料金額に代えて、次表に規定す

る額を適用するものとします。

料金額（税込額）

市内通信に係る通信料 120 秒までごとに 8円(8.4 円)

（２）承諾 ア 電話等利用契約者は、１の割引選択回線群を指定して、当社に申し

出ていただきます。

イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当するも
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のである場合に限り、これを承諾します。

（ア） その申出のあった割引選択回線に係る通信の料金明細内訳が記

録されているとき。

（イ） 割引選択代表回線の電話等利用契約者の承諾があるとき。

（ウ） その申出のあった割引選択回線が、割引選択代表回線の契約者

と同一の者に係るものであるとき（割引選択代表回線の契約者と相

互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する

者に係るものであるとき（割引選択代表回線の契約者の承諾がある

場合に限ります。）を含みます。）。

ただし、当社が別に定める電気通信事業者（商法（明治 32 年法

律第 48 号）第 52 条に規定する会社又は有限会社法（昭和 13 年法

律第 74 号）第１条に規定する有限会社である場合に限ります。以

下この表において同じとします。）が割引選択代表回線の電話等利

用契約者となる場合は、この限りでありません。

（エ） その他この月極割引を適用することについて当社の業務の遂行

上著しい支障がないとき。

（３）月極割引の

適用

ア 割引選択回線群に係る通信に関する料金の月間累計は、料金月単位

で行います。

イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日の属する料金

月からとします。

ウ 当社は、割引選択回線について、次のいずれかに該当する場合が生

じたときは、この月極割引を廃止します。

（ア） 割引選択代表回線の電話等利用契約者の承諾の取消しがあった

とき。

（イ） 電話等利用契約の解除があったとき。

（ウ） その割引選択回線に係る電話番号の変更があった場合であっ

て、電話等利用契約者から届出があったとき又は当社がその事実を

知ったとき。

（エ） 割引選択代表回線の電話等利用契約者がこの月極割引適用後の

定額料を含めた割引選択回線群に係る通信に関する料金について

当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。

（オ） （４）欄のウの規定その他割引選択代表回線の電話等利用契約

者の申出等により、割引選択代表回線についてこの月極割引の廃止

があったとき。

（カ） その他（２）欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなったと

き。
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エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定

するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の１欄

の規定による月極割引の廃止後２欄の規定に該当する場合が生じた

ときは２欄の規定によるものとします。

区 分 月極割引の適用

１ ２以外により、月極

割引の廃止があった

とき。

月極割引の廃止日の属する料金月の

末日までの通信に関する料金につい

て、この月極割引を適用します。

２ 電話等利用契約の解

除があったとき。

その契約解除日までの通信に関する

料金について、この月極割引を適用

します。

オ 割引選択回線の電話等利用契約者は、この月極割引が適用される料

金月において、特定協定事業者の契約約款等に規定する利用の一時中

断若しくは利用停止があったときその他電話サービス等を利用する

ことができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更に

より料金月の期間が短くなった場合でも、定額料の支払いを要しま

す。

ただし、その割引選択回線群を構成するすべての割引選択回線に

ついて、電話等利用契約者の責めによらない理由により、１料金月の

すべての日にわたって、電話サービス等を全く利用できない状態（そ

の契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、

全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生

じたときは、この限りでありません。

カ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている

ときは、その料金を返還します。

キ ウの（エ）の規定によりこの月極割引の廃止があったときは、その

割引選択回線群を構成する各々の割引選択回線ごとの通信に関する

料金を算出して、その割引選択回線の電話等利用契約者に請求しま

す。この場合の支払期日は、ウの（エ）に規定する支払期日とします。

（注１）定額料については、日割は行いません。

（注２）割引選択回線群に係る通信に関する料金に割引率を乗じて得た

額に１円未満の端数が生じた場合は、料金表通則８の規定に関わら

ず、その端数を切り上げます。

（４）割引選択代

表回線に係る

その他の適用

ア 割引選択代表回線の電話等利用契約者となる者は、当社が別に定め

る書類を添付して、当社指定の書面により当社に申し出ていただきま

す。



135

イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当する場

合に限り、これを承諾します。

（ア） この月極割引適用後の定額料を含めた割引選択回線群に係る通

信に関する料金その他の債務について、一括して支払うことを現に

怠り又は怠るおそれがない者であること。

（イ） 割引選択代表回線の電話等利用契約者が、電気通信事業者であ

る場合にあっては、当社が別に定める経理的基礎を有している者で

あること。

ウ 当社は、割引選択代表回線について、次のいずれかに該当する場合

には、月極割引を廃止します。

（ア） 割引選択代表回線について、（３）欄のウの（イ）又は（ウ）

のいずれかに該当する場合が生じたとき。

（イ） 割引選択代表回線の電話等利用契約者が、イに規定する基準に

適合する者でなくなったとき。

（５）１割引選択

回線当たりの

通信に関する

ア 当社は、料金返還その他の場合において１割引選択回線当たりの通

信（（１）欄のウに規定する通信に限ります。以下この表において同

じとします。）に関する料金を確定する必要が生じたときは、次の式

料金の計算 により算出します。

（ア） （イ）以外のとき。

この月極割引適用後の

割引選択回線群に係る

通信に関する料金

１割引選択回線

当たりの通信に

関する料金
＝

この月極割引適用

前のその割引選択

回線に係る通信に

関する料金

×
この月極割引適用前の

割引選択回線群に係る

通信に関する料金

（イ） この月極割引適用前の割引選択回線群に係る通信に関する料金

が０円のとき。

定額料１割引選択回線当たりの

通信に関する料金
＝

割引選択回線群を構成する

割引選択回線の総回線数

イ アの場合において、この月極割引適用後の割引選択回線群に係る通

信に関する料金からその割引選択回線群を構成するすべての割引選

択回線についてアの規定により算出した１割引選択回線当たりの通

信に関する料金を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、

その残額を割引選択代表回線に係る通信に関する料金に加算します。

（６）その他の適 ア 当社は、割引選択回線の電話等利用契約者から特段の申出がない限
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用 り、その割引選択回線の電話等利用契約者に請求すべき料金その他の

債務のうち、（１）欄のイの規定に基づき割引選択代表回線の電話等

利用契約者に請求される料金以外の料金その他の債務について、その

請求先を割引選択代表回線の電話等利用契約者に変更する取扱いを

行います。

ただし、当社の業務の遂行上支障があるときを除きます。

イ アの規定により割引選択代表回線の電話等利用契約者に請求した

料金その他の債務について、その割引選択代表回線の電話等利用契約

者が、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、ア

に規定する請求先の変更の取扱いは廃止するものとし、割引選択回線

の電話等利用契約者に請求しなおします。
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２ 回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引Ⅱ

区 分 内 容

（１）定義等 ア 「回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引Ⅱ」とは、割引

選択回線群（この月極割引を選択する利用契約回線（プランＡ又はプ

ランＢ（第２の１（適用）の（５）に規定するプランＡ又はプランＢ

をいいます。以下この表において同じとします。）を選択したものに

限ります。）により構成される回線群をいいます。以下この表におい

て同じとします。）に係る通信（ウの規定によりこの月極割引の対象

となる通信に限ります。以下この表において同じとします。）に関す

る料金について、第２の２（料金額）の規定により算出した額にかか

わらず、次表に規定する料金額を適用することをいいます。

１割引選択回線ごとに

料金額

ア 国内通信に係るもの

（ア） （イ）以外のもの

料金種別 料金額（税込額）

市内通信 県内市外通

信

県間市外通

信

通信料 180 秒までご

とに

8 円（8.4 円）

180 秒までご

とに

8 円（8.4 円）

180 秒までご

とに 14.5 円

（15.225 円）

（イ）携帯自動車電話設備への通信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

通信料 60 秒までごとに 15.9 円（16.695 円）

備考 この表に規定する料金額は、当社の事業者識別番

号（0038）を付加して発信した通信に適用します。

イ この月極割引適用後の割引選択回線群に係る通信に関する料金は、

割引選択回線群を構成する利用契約回線（以下この表において「割引

選択回線」といいます。）のうちその割引選択回線群を代表する利用

契約回線（以下この表において「割引選択代表回線」といいます。）

の電話等利用契約者に請求します。

ウ この月極割引の対象となる通信は、割引選択回線から行う通信のう

ち、次に該当するものとします。

（ア）市内通信、県内市外通信又は県間市外通信



138

（イ）携帯自動車電話設備への通信

エ 割引選択回線から行う通信のうち、ウに該当しないものは、プラン

Ａ又はプランＢに係る通信とみなして取り扱うものとし、第２の２

（料金額）に規定する料金額を適用します。

（２）承諾 ア 電話等利用契約者は、１の割引選択回線群を指定して、当社に申し

出ていただきます。

イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当するも

のである場合に限り、これを承諾します。

（ア） その申出のあった割引選択回線に係る通信の料金明細内訳が記

録されているとき。

（イ） その申出のあった割引選択回線が、その割引選択回線に係る利

用契約回線について、特定協定事業者の電話サービス契約約款又は

総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する優先接続の取扱い

に基づき、次表に規定する指定（この月極割引の表において「優先

接続の指定」といいます。）があるとき。

通話区分又は通信

区分

事業者識別番号 優先接続の区分

市内通話又は市内

通信

0038（当社の事業者

識別番号）

電話会社選択又は

電話会社固定

県内市外通話又は

県内市外通信

0038（当社の事業者

識別番号）

電話会社選択又は

電話会社固定

県間市外通話又は

県間市外通信

0038（当社の事業者

識別番号）

電話会社選択又は

電話会社固定

国際通話又は国際

通信

0038（当社の事業者

識別番号）

電話会社選択又は

電話会社固定

（ウ） その申出のあった割引選択回線が、割引選択代表回線の契約者

と同一の者に係るものであるとき（割引選択代表回線の契約者と相

互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する

者に係るものであるとき（割引選択代表回線の契約者の承諾がある

場合に限ります。）を含みます。）。

（エ） その申出のあった割引選択回線を含め、１割引選択回線群に２

以上の割引選択回線があるとき。

ただし、割引選択回線に係る利用契約回線が特定協定事業者の総

合ディジタル通信サービス契約約款に規定する第２種総合ディジ

タル通信サービスに係るものであるとき（その旨を当社が別に定め

る方法で指定されている場合に限ります。）は、この限りでありま
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せん。

（オ） (1)欄のイの規定によりこの割引適用後の割引選択回線群に係

る通信に関する料金の請求先となる契約者が、その料金について一

括して支払うことを現に怠り又は怠るおそれがないとき。

（カ） その他この月極割引を適用することについて当社の業務の遂行

上著しい支障がないとき。

（３）月極割引の

適用

ア 新たに１の割引選択回線群を構成する場合は、その申出を当社が承

諾した日の属する料金月からこの月極割引を開始します。

ただし、既存のプランＡ又はプランＢにより、新たに１の割引選択

回線群を構成する場合は、その申出を当社が承諾した日の属する料金

月の翌料金月からこの月極割引を開始します。

イ 既存の１の割引選択回線群を指定して割引選択回線を追加する場

合は、その申出を当社が承諾した日の属する料金月からこの月極割引

を開始します。

ウ 当社は、割引選択回線について、次のいずれかに該当する場合が生

じたときは、この月極割引を廃止します。

（ア） 割引選択代表回線の電話等利用契約者の承諾の取消しがあった

とき。

（イ） 電話等利用契約の解除があったとき。

（ウ） その割引選択回線に係る電話番号の変更があった場合であっ

て、電話等利用契約者から届出があったとき又は当社がその事実を

知ったとき。

（エ） 割引選択代表回線の電話等利用契約者がこの月極割引適用後の

割引選択回線群に係る通信に関する料金について当社が定める支

払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。

（オ） （４）欄のウの規定その他割引選択代表回線の電話等利用契約

者の申出等により、割引選択代表回線についてこの月極割引の廃止

があったとき。

（カ） その他（２）欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなったと

き。

エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定

するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の１

欄の規定による月極割引の廃止後２欄から３欄までの規定に該当

する場合が生じたときはそれぞれ２欄から３欄までの規定による

ものとします。

区 分 月極割引の適用
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１ ２から３以外により月極

割引の廃止があったとき。

月極割引の廃止日の属する料金

月の末日までの通信に関する料

金について、この月極割引を適

用します。

２ 電話等利用契約の解除が

あったとき。

その契約解除日までの通信に関

する料金について、この月極割

引を適用します。

３ ウの（エ）の規定により、

月極割引の廃止があったと

き。

その廃止日の属する料金月の前

料金月の末日までの通信に関す

る料金について、この月極割引

を適用します。

オ ウの（エ）の規定によりこの月極割引の廃止があったときは、その

割引選択回線群を構成する各々の割引選択回線ごとの通信に関する

料金を算出して、その割引選択回線の電話等利用契約者に請求しま

す。この場合の支払期日はウの（エ）に規定する支払期日とします。

（４）割引選択代

表回線に係るそ

の他の適用

ア 割引選択代表回線の電話等利用契約者となる者は、当社が別に定め

る書類を添付して、当社指定の書面により当社に申し出ていただきま

す。

イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当する場

合に限り、これを承諾します。

（ア） この月極割引適用後の定額料を含めた割引選択回線群に係る通

信に関する料金その他の債務について、一括して支払うことを現に

怠り又は怠るおそれがない者であること。

（イ） 割引選択代表回線の電話等利用契約者が、電気通信事業者であ

る場合にあっては、当社が別に定める経理的基礎を有している者で

あること。

ウ 当社は、割引選択代表回線について、次のいずれかに該当する場合

には、月極割引を廃止します。

（ア） 割引選択代表回線について、（３）欄のウの（イ）又は（ウ）

のいずれかに該当する場合が生じたとき。

（イ） 割引選択代表回線の電話等利用契約者が、イに規定する基準に

適合する者でなくなったとき。
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３ 直収通信回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引

区分 内容

（１）定義等 ア 「直収通信回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引」とは、

次表に規定する定額料を支払った場合に、割引選択回線群（この月極

割引を選択する直収通信サービスに係る契約者回線により構成される

回線群をいいます。以下この表において同じとします。）に係る通信

（ウの規定によりこの月極割引の対象となる通信に限ります。以下こ

の表において同じとします。）に関する料金の月間累計額が 250 万円

以上となるときに、同表に規定する額の割引を行うことをいいます。

この場合、その月間累計額が 250 万円未満であるときも定額料の支払

いを要します。

１割引選択回線群ごとに

定額料 割引選択回線群に係

る通信に関する料金

の月間累計額

割引額

月額

20,000 円

250万円以上500万円

未満のとき

割引選択回線群に係る通信に関

する料金の月間累計額に 0.05

を乗じて得た額

500万円以上1,000万

円未満のとき

① ②以外の通信

割引選択回線群に係る通信に

関する料金の月間累計額に

0.10 を乗じて得た額

②契約者回線からＰＨＳ設備へ

の通信割引選択回線群に係る

通信に関する料金の月間累計

額に 0.07 を乗じて得た額
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2,000 万円以上のと

き

① ②以外の通信

割引選択回線群に係る通信に

関する料金の月間累計額に

0.20 を乗じて得た額

②契約者回線からＰＨＳ設備へ

の通信割引選択回線群に係る

通信に関する料金の月間累計

額に 0.10 を乗じて得た額

イ この月極割引適用後の定額料を含めた割引選択回線群に係る通信に

関する料金は、割引選択回線群を構成する契約者回線（以下この表にお

いて「割引選択回線」といいます。）のうちその割引選択回線群を代表

する契約者回線（以下この表において「割引選択代表回線」といいます。）

の直収通信契約者に請求します。

ウ この月極割引の対象となる通信は、契約者回線から発信する通信又

は第３（付加機能使用料）の（３）に規定する着信課金機能を利用する

契約者回線へ着信課金番号により着信する通信（加入電話等設備、直収

通信設備､直収電話設備又は他社直加入電話等設備からの着信に係るも

のに限ります。）若しくは付加番号通知付特別課金機能を利用する契約

者回線へ付加番号通知付特別課金番号により着信する通信に限ります。

（２）承諾 ア 直収通信契約者は、１の割引選択回線群を指定して、当社に申し出

ていただきます。

イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当するも

のである場合に限り、これを承諾します。

（ア） その申出のあった割引選択回線について、割引選択代表回線の

契約者の承諾があるとき。

（イ） その申出のあった割引選択回線が、割引選択代表回線の契約者

と同一の者に係るものであるとき（割引選択代表回線の契約者と相

互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する

者に係るものであるとき（割引選択代表回線の契約者の承諾がある

場合に限ります。）を含みます。）。

ただし、当社が別に定める電気通信事業者（商法（明治 32 年法律

第 48号）第 52条に規定する会社又は有限会社法（昭和 13 年法律第

74 号）第１条に規定する有限会社である場合に限ります。以下この

表において同じとします。）が割引選択代表回線の契約者となる場

合は、この限りでありません。

（ウ） その他この月極割引を適用することについて当社の業務の遂行
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上著しい支障がないとき。

（３）月極割引の

適用

ア 割引選択回線群に係る通信に関する料金の月間累計は、料金月単位

で行います。

イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日の属する料金

月からとします。

ウ 当社は、割引選択回線について、次のいずれかに該当する場合が生

じたときは、この月極割引を廃止します。

（ア） 割引選択代表回線の契約者の承諾の取消しがあったとき。

（イ） 直収通信契約の解除があったとき。

（ウ） その割引選択回線に係る直収通信回線番号の変更があったとき。

（エ） 割引選択代表回線の契約者がこの月極割引適用後の定額料を含

めた割引選択回線群に係る通信に関する料金について当社が定める

支払期日を経過してもなお一括して支払わないとき。

（オ） （４）欄のウの規定その他割引選択代表回線の契約者の申出等に

より、割引選択代表回線についてこの月極割引の廃止があったとき。

（カ） その他（２）欄のイに規定する承諾条件を満たさなくなったと

き。

エ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定

するとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の１欄の

規定による月極割引の廃止後２欄の規定に該当する場合が生じたとき

は２欄の規定によるものとします。

区分 月極割引の適用

１ ２以外により、月極割

引の廃止があったとき。

月極割引の廃止日の属する料金

月の末日までの通信に関する料

金について、この月極割引を適用

します。

２ 直収通信契約の解除

があったとき。

その契約解除日までの通信に関

する料金について、この月極割引

を適用します。

オ 割引選択回線の契約者は、この月極割引が適用される料金月におい

て、利用の一時中断若しくは利用停止があったときその他直収通信サ

ービスを利用することができなかった期間が生じた場合又は料金月の

起算日の変更により料金月の期間が短くなった場合でも、定額料の支

払いを要します。

ただし、その割引選択回線群を構成するすべての割引選択回線につい

て、契約者の責めによらない理由により、１料金月のすべての日にわた
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って、直収通信サービスを全く利用できない状態（その契約に係る電気

通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じたときは、この限り

でありません。

カ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている

ときは、その料金を返還します。

キ ウの（エ）の規定によりこの月極割引の廃止があったときは、その

割引選択回線群を構成する各々の割引選択回線ごとの通信に関する料

金を算出して、その割引選択回線の契約者に請求します。この場合の

支払期日は、ウの（エ）に規定する支払期日とします。

（注１）定額料については、日割は行いません。

（注２）割引選択回線群に係る通信に関する料金に割引率を乗じて得た

額に１円未満の端数が生じた場合は、料金表通則８の規定に関わら

ず、その端数を切り上げます。

（４）割引選択代

表回線に係るそ

の他の適用

ア 割引選択代表回線の契約者となる者は、当社が別に定める書類を添

付して、当社指定の書面により当社に申し出ていただきます。

イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当する場

合に限り、これを承諾します。

（ア） この月極割引適用後の定額料を含めた割引選択回線群に係る通

信に関する料金その他の債務について、一括して支払うことを現に怠

り又は怠るおそれがない者であること。

（イ） 割引選択代表回線の契約者が、電気通信事業者である場合に

あっては、当社が別に定める経理的基礎を有している者であるこ

と。

ウ 当社は、割引選択代表回線について、次のいずれかに該当する場合

には、月極割引を廃止します。

（ア） 割引選択代表回線について、（３）欄のウの（イ）又は（ウ）

のいずれかに該当する場合が生じたとき。

（イ） 割引選択代表回線の契約者が、イに規定する基準に適合する者

でなくなったとき。

（５）１割引選択

回線当たりの通

信に関する料金

の計算

ア 当社は、料金返還その他の場合において１割引選択回線当たりの通

信（（１）欄のウに規定する通信に限ります。以下この表において同じ

とします。）に関する料金を確定する必要が生じたときは、次の算式に

より算出します。

（ア） （イ）以外のとき。
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この月極割引適用後の

割引選択回線群に係る

通信に関する料金１割引選択回線

当たりの通信に

関する料金

＝

この月極割引適用前

のその割引選択回線

に係る通信に関する

料金

×

この月極割引適用前の

割引選択回線群に係る

通信に関する料金

（イ）この月極割引適用前の割引選択回線群に係る通信に関する料金が

０円のとき。

定額料１割引選択回線

当たりの通信に

関する料金

＝ 割引選択回線群を構成する割引

選択回線の総回線数

イ アの場合において、この月極割引適用後の割引選択回線群に係る通

信に関する料金からその割引選択回線群を構成するすべての割引選択

回線についてアの規定により算出した１割引選択回線当たりの通信に

関する料金を合計した額を控除し、残額が生じたときは、当社は、そ

の残額を割引選択代表回線に係る通信に関する料金に加算します。

（６）その他の適

用

ア 当社は、割引選択回線の契約者から特段の申出がない限り、その割

引選択回線の契約者に請求すべき料金その他の債務のうち、（１）欄の

イの規定に基づき割引選択代表回線の契約者に請求される料金以外の

料金その他の債務について、その請求先を割引選択代表回線の契約者に

変更する取扱いを行います。

ただし、当社の業務の遂行上支障があるときを除きます。

イ アの規定により割引選択代表回線の契約者に請求した料金その他の

債務について、その割引選択代表回線の契約者が、当社が定める支払

期日を経過してもなお支払わないときは、アに規定する請求先の変更

の取扱いは廃止するものとし、割引選択回線の契約者に請求しなおし

ます。



146

４ 回線群を単位とする一定通信時間内定額料金による通信に関する料金の月極割引

区分 内容

（１）定義

等

ア 「回線群を単位とする一定通信時間内定額料金による通信に関する料

金の月極割引」とは、利用契約回線（第２の１（適用）の（５）に規定

するプランＢ（以下この表において「プランＢ」といいます。）を選択

したものに限ります。以下この表において同じとします。）により構成

される１の回線群（この月極割引を選択する利用契約回線（以下この表

において「選択回線」といいます。）により構成される回線群をいいま

す。以下この表において同じとします。）に係る通信（ウの規定により

この月極割引の対象となる通信に限ります。以下この表において同じと

します。）の通信時間を料金月単位に通信が終了された順に累積し、そ

の累積した通信時間（以下この表において「通信の月間累積時間」とい

います。）について一定の通信時間（以下この表において「基準時間」

といいます。）までの場合に一定の料金額（以下この表において「定額

料金」といいます。）を適用することをいいます。この場合の月極割引

には、次表の９種類があり、あらかじめ１つを選択していただきます。

種類 定額料金

（税込）

基準時間 加算額（税込額）

1 分までごとに

メニュー１ 10,000 円

(10,500 円)

2,000 分 8 円(8.4 円)

メニュー２ 15,000 円

(15,750 円)

3,000 分 8 円(8.4 円)

メニュー３ 30,000 円

(31,500 円)

6,000 分 8 円(8.4 円)

メニュー４ 50,000 円

(52,500 円)

10,000 分 8 円(8.4 円)

メニュー５ 100,000 円

(105,000 円)

20,000 分 8 円(8.4 円)

メニュー６ 200,000 円

(210,000 円)

40,000 分 8 円(8.4 円)

メニュー７ 300,000 円

(315,000 円)

60,000 分 8 円(8.4 円)

メニュー８ 400,000 円

(420,000 円)

80,000 分 8 円(8.4 円)

メニュー９ 500,000 円

(525,000 円)

100,000 分 8 円(8.4 円)
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備考

通信の月間累積時間の算出において、１の通信の通信時間に１

分に満たない部分が生じた場合は、その１分に満たない部分を１

分として取り扱います。

イ この月極割引適用後の回線群に係る通信に関する料金は、回線群を代

表する利用契約回線（以下この表において「選択代表回線」といいます。）

の電話等利用契約者に一括して請求します。

ウ この月極割引の適用の対象となる通信は、県内市外通信又は県間市外

通信に限ります。

（２）承諾 ア この月極割引を選択する選択回線の電話等利用契約者は、１の回線群

を指定して、当社に申し出ていただきます。この場合において、その申

出が新たに回線群を構成する申出であるときは、選択代表回線を指定し

て、当社に申し出ていただきます。

イ 当社は、アに規定する申出があったときは、次の各号に該当するもの

である場合に限り、これを承諾します。

（ア） 選択代表回線の電話等利用契約者の承諾があるとき。

（イ） その申出のあった選択回線が、選択代表回線の電話等利用契約

者と同一の者に係るものであるとき（選択代表回線の電話等利用契約

者と相互に業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適

合する者に係るものであるときを含みます。）。

（ウ） （１）欄のイの規定によりこの月極割引を適用した後の回線群

に係る通信に関する料金の請求先となる選択代表回線の電話等利用

契約者が、その料金について一括して支払うことを現に怠り又は怠る

おそれがないとき。

（エ） その他この月極割引を適用することについて当社の業務の遂行

上著しい支障がないとき。

ウ イの規定にかかわらず、この月極割引を選択する申出のあった選択回

線が、料金表別表に規定する他の月極割引の適用を受けるときは、その

申出を承諾しません。

（３）月極

割 引 の

適用

ア 回線群に係る通信の月間累積時間等の算出は、料金月単位で行いま

す。

イ 新たに１の回線群を構成する場合は、その申出を当社が承諾した日の

属する料金月からこの月極割引を開始します。

ただし、既存のプランＢにより、新たに１の回線群を構成する場合は、

その申出を当社が承諾した日の属する料金月の翌料金月からこの月極

割引を開始します。
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ウ 既存の１の回線群を指定して選択回線を追加する場合は、その申出を

当社が承諾した日の属する料金月からこの月極割引を開始します。

エ この月極割引の種類を変更する場合は、その変更の申出を当社が承諾

した日の属する料金月の翌料金月から変更後の種類を開始します。

オ 当社は、選択回線について、次のいずれかに該当する場合が生じたと

きは、この月極割引を廃止します。

（ア） 選択代表回線の電話等利用契約者の承諾の取消しがあったとき。

（イ） 電話等利用契約の解除があったとき。

（ウ） （１）欄のイの規定によりこの月極割引を適用した後の回線群

に係る通信に関する料金の請求先となる電話等利用契約者が、その料

金について当社が定める支払期日を経過してもなお一括して支払わ

ないとき。

（エ） この月極割引の廃止があったとき。

（オ） その他（２）欄のイ又はウに規定する承諾条件を満たさなくな

ったとき。

カ この月極割引の廃止があった場合の取扱いについては、次表に規定す

るとおりとします。この場合、同一料金月内において、次表の１欄の規

定による月極割引の廃止後２欄から３欄までの規定に該当する場合が

生じたときはそれぞれ２欄から３欄までの規定によるものとします。

区分 月極割引の適用

１ ２から３以外により月

極割引の廃止があったと

き。

月極割引の廃止日の属する料金月の末

日までの通信に関する料金について、

この月極割引を適用します。

２ 電話等利用契約の解除

があったとき。

その契約解除日までの通信に関する料

金について、この月極割引を適用しま

す。

３ オの（ウ）の規定によ

り、月極割引の廃止があ

ったとき。

その廃止日の属する料金月の前料金月

の末日までの通信に関する料金につい

て、この月極割引を適用します。

キ この月極割引を開始又は廃止する料金月について、月極割引の適用が

１料金月に満たない場合（利用停止によりこの月極割引の適用が１料金

月に満たない場合を除きます。）であって、通信の月間累積時間が基準

時間に満たないときは、電話等利用契約者は、次の算式により算出した

額をその料金月の定額料金として支払っていただきます。
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定額料金とし 通信の月間累積時間

て支払いを要 ＝ 月極割引に係 ×

する額 る定額料金 基準時間

ク この月極割引の適用を受けている利用契約回線の電話等利用契約者

は、１料金月を通じて通信の月間累積時間が基準時間に満たなかった場

合又は全く利用がなかった場合においても、その料金月における定額料

金を支払っていただきます。

ただし、この料金表において特段の規定がある場合は、その規定によ

るものとします。

ケ この月極割引の適用を受けている利用契約回線の電話等利用契約者

は、この月極割引が適用されている料金月において、利用停止があった

ときその他一般電話サービス等を利用することができなかった期間が

生じた場合、又は料金月の起算日の変更により料金月の期間が短くなっ

た場合でも、定額料の支払いを要します。

コ この月極割引の適用を受けている利用契約回線の電話等利用契約者

の責めによらない理由により、回線群を構成する全ての選択回線につい

て、一般電話サービス等を全く利用できない状態（その契約に係る電気

通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態

と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じた場合に、そのことを

当社が知った時刻以降の料金月に属する全ての日についてその状態が

連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった

料金月（１料金月の倍数である部分に限ります。）に対応する定額料金

の支払いは要しないものとします。

サ 第 56条（通信に関する料金の支払義務）第２項の規定及び第２の(11)

の規定は、この月極割引に係る部分に関しては、「通信に関する料金」

とあるのは「通信時間」に、「料金額の支払い」とあるのは「得た通信

時間に基づく料金額の支払い」に、「得た額」とあるのは「得た通信時

間」と読み替えて適用するものとし、読替え適用後の各規定により得た

通信時間を、当社の機器の故障等により正しく算定することができなか

った時までのこの月極割引の適用を受けた通信時間に加え、この月極割

引に係る通信の月間累積時間として料金額を算定するものとします。
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シ 第 67 条（責任の制限）の規定は、この月極割引に係る部分に関して

は、「その日数に対応するその電話サービス等に係る次の料金の合計額」

とあるのは、「その日数に対応するその月極割引に係る定額料金」と読

み替えます。

ス 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われていると

きは、その料金を返還します。

セ オの（ウ）の規定によりこの月極割引の廃止があったときは、その回

線群を構成する各々の選択回線ごとの通信に関する料金を算出して、そ

の選択回線の電話等利用契約者に請求します。この場合の支払期日はオ

の（ウ）に規定する支払期日とします。

（４）１選

択 回 線

当 た り

の 通 信

に 関 す

る 料 金

の計算

ア 当社は、（３）欄のオの（ウ）の規定又は料金返還その他の場合

において１選択回線当たりの通信に関する料金を確定する必要が生

じたときには、次の算式により算出します。

（ア）（イ）以外のとき。

当該選択回線に

1 選択回線 選択回線 係る通信時間の

当たりの通 定額料金 群に係る 累積

信に関する ＝ ------------ ＋ 加算額の × ----------------

料金 選択回線群を 累計 回線群に係る

を構成する利 通信時間の累積

用契約回線の

総回線数

（イ） 通信の月間累積時間が０のとき。

1 選択回線 定額料金

当たりの通 ---------------------------

信に関する ＝ 回線群を構成する利用契約

料金 回線の総回線数

イ アの場合において、この月極割引適用後の回線群に係る通信に関する

料金からその回線群を構成する全ての選択回線についてアの規定によ

り算出した１選択回線当たりの通信に関する料金を合計した額を控除

し、残額が生じたときは、当社は、その残額を選択代表回線に係る通信

に関する料金に加算します。
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別表１ 協定事業者等

（１）加入電話等契約

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称

東日本電信電話株式会社 電話サービスに係る

加入電話契約、臨時加入電話契

約又は着信用電話契約

電話サービス契約約款

総合ディジタル通信サービスに係

る

第１種契約、臨時第１種契約、

第２種契約又は臨時第２種契約

総合ディジタル通信サ

ービス契約約款

西日本電信電話株式会社 電話サービスに係る

加入電話契約、臨時加入電話契

約又は着信用電話契約

電話サービス契約約款

総合ディジタル通信サービスに係

る

第１種契約、臨時第１種契約、

第２種契約又は臨時第２種契約

総合ディジタル通信サ

ービス契約約款

（１）の２ 音声利用ＩＰ通信契約

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称

東日本電信電話株式会社 音声利用ＩＰ通信網サービ

スに係る

第１種契約又は第２種契

約

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款

西日本電信電話株式会社 音声利用ＩＰ通信網サービ

スに係る

第１種契約又は第２種契

約

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款

（２） 固定端末系伝送路設備に係る協定事業者等

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称

東日本電信電話株式会社 音声利用ＩＰ通信網サービス

に係る

第１種契約又は第２種契約

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款

西日本電信電話株式会社 音声利用ＩＰ通信網サービス

に係る

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款
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第１種契約又は第２種契約

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社

電話等サービスに係る

専用アクセス契約

電話等サービス契約約款

ＫＤＤＩ株式会社 電話サービスに係る

ダイレクト電話契約又は臨

時ダイレクト電話契約

総合ディジタル通信サービス

に係る

ダイレクト通信契約又は臨

時ダイレクト通信契約

電話サービス等契約約款

メタルプラス電話サービスに

係る

メタルプラス電話契約

メタルプラス電話サービス

契約約款

ＦＴＴＨ電話サービスに係る

ＦＴＴＨ電話契約

ＦＴＴＨサービス契約約款

光ダイレクトサービスに係る

光ダイレクト電話契約

光ダイレクトサービス契約

約款

ソフトバンクテレコム株式

会社

電話サービスに係る

ダイレクト電話契約、臨時

ダイレクト電話契約又は加

入電話契約

総合ディジタル通信サービス

に係る

ディジタルダイレクト通信

契約、臨時ディジタルダイ

レクト通信契約又はディジ

タル加入通信契約

電話サービス等契約約款

北海道総合通信網株式会社 総合ディジタル通信サービス

に係る

第１種契約、短期第１種契

約、第２種契約又は短期第

２種契約

総合デジタル通信サービス

契約約款

東北インテリジェント通信

株式会社

総合デジタル通信サービスに

係る

第１種契約、短期第１種契

約、第２種契約又は短期第

総合デジタル通信サービス

契約約款
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２種契約

ＩＰ電話サービスに係る

第２種ＩＰ電話契約

ＩＰ電話サービス契約約款

中部テレコミュニケーショ

ン株式会社

第１種総合デジタル通信サー

ビスに係る

第１種契約又は短期第１種

契約

第２種総合デジタル通信サー

ビスに係る

第２種契約又は短期第２種

契約

総合デジタル通信サービス

契約約款

光電話サービス契約

オフィス光電話サービス契約

ＩＰ電話契約

光電話集合単体サービス契約

光電話サービス契約約款

オフィス光電話サービス契

約約款

ＩＰ電話サービス契約契約

光電話集合単体サービス契

約約款

株式会社ケイ・オプティコム 総合ディジタル通信サービス

に係る

第１種契約又は第２種契約

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款

音声利用ＩＰ通信網サービス

に係る

第１種契約又は第２種契約

音声利用ＩＰ通信網サービ

ス契約約款

株式会社エネルギア・コミュ

ニケーションズ

総合ディジタル通信サービス

に係る

第１種契約又は第２種契約

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款

株式会社ＳＴＮｅｔ 総合デジタル通信サービスに

係る

第１種契約、短期第１種契

約、第２種契約又は短期第

２種契約

総合デジタル通信サービス

契約約款

九州通信ネットワーク株式

会社

総合ディジタル通信サービス

に係る

直加入通信契約

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款

第２種ＩＰ電話サービスに係

る

ＩＰ電話サービス契約約款
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第２種ＩＰ電話契約

エムシーアイ・ワールドコ

ム・ジャパン株式会社

電話サービスに係る

加入電話契約又は臨時加入

電話契約

総合ディジタル通信サービス

に係る

総合ディジタル通信加入契

約又は臨時総合ディジタル

通信加入契約

電話サービス等契約約款

株式会社ジェイコム関東 電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ジェイコム東京 電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ジェイコムウエス

ト

電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ジェイコム湘南 電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ジェイコム福岡 電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ジェイコム北九州 電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ケーブルネット下

関

電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ケーブルネット神

戸芦屋

電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

浦和ケーブルテレビネット

ワーク株式会社

電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社メディアさいたま 電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

土浦ケーブルテレビ株式会

社

電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ジェイコム札幌 電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ジェイコム千葉 電話サービスに係る

加入電話契約

電話サービス契約約款

株式会社ＵＣＯＭ 直加入サービスに係る 直加入サービス契約約款
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直加入契約

ケーヴィエイチテレコム株

式会社

総合ディジタル通信サービス

に係る

ＩＳＤＮ契約

総合ディジタル通信サービ

ス契約約款

ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ株

式会社

ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ電話

サービスに係る

ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ電

話サービス契約

ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ電

話サービス契約約款

（３）携帯自動車電話設備に係る協定事業者等

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称

ｍｏｖａサービス

ｍｏｖａ契約、プリペイド携帯

電話契約又はドコモコール契約

ｍｏｖａサービス契約

約款

株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ

ＦＯＭＡサービスに係る

ＦＯＭＡ契約又はＦＯＭＡドコ

モコール契約

ＦＯＭＡサービス契約

約款

衛星電話サービスに係る

衛星電話契約

衛星電話サービス契約

約款

ＫＤＤＩ株式会社 ａｕサービスに係る

ａｕ契約、プリペイド電話契約

又はローミング契約

ａｕ通信サービス契約

約款

沖縄セルラー電話株式会社 ａｕサービスに係る

ａｕ契約、プリペイド電話契約

又はローミング契約

ａｕ通信サービス契約

約款

ソフトバンク通信サービスに係る

ソフトバンクサービス契約又は

ローミング契約

ソフトバンク通信サー

ビス契約約款

ソフトバンクモバイル株式

会社

３Ｇ通信サービスに係る

３Ｇサービス契約

３Ｇ通信サービス契約

約款

イー・モバイル株式会社 ＥＭＯＢＩＬＥ通信サービスに係

る

ＥＭＯＢＩＬＥ契約

ＥＭＯＢＩＬＥ通信サ

ービス契約約款（電

話・データ通信編）

（４）ＰＨＳ設備に係る協定事業者等

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称
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株式会社ウィルコム ウェルコム通信サービスに係る

ウィルコム通信契約

ウィルコム通信サービ

ス契約約款

株式会社ウィルコム沖縄 ウェルコム沖縄通信サービスに

係るウィルコム沖縄通信契約

ウィルコム沖縄通信サ

ービス契約約款

（５）ＩＰ電話サービスに係るもの

事業者の名称

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

ソフトバンクテレコム株式会社

株式会社ぷららネットワークス

株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー

ＫＤＤＩ株式会社

東北インテリジェント通信株式会社

中部テレコミュニケーション株式会社

株式会社ケイ・オプティコム

株式会社ＳＴＮｅｔ

九州通信ネットワーク株式会社

株式会社ＵＣＯＭ

ソフトバンクＢＢ株式会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ

別表２ 料金表第１表第３（付加機能使用料）に規定する着信課金機能へ通信を行うことが

できる利用契約回線等

該当設備 内容

加入電話等設備 次の協定事業者に係るもの

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称

東日本電信電話

株式会社

電話サービスに係

る

加入電話契約、臨

時加入電話契約

又は着信用電話

契約

電話サービス契

約約款

総合ディジタル通

信サービスに係る

総合ディジタル

通信サービス契
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第１種契約、臨時

第１種契約、第２

種契約又は臨時

第２種契約

約約款

音声利用ＩＰ通信

網サービスに係る

第１種契約又は

第２種契約

音声利用ＩＰ通

信網サービス契

約約款

西日本電信電話

株式会社

電話サービスに係

る

加入電話契約、臨

時加入電話契約

又は着信用電話

契約

電話サービス契

約約款

総合ディジタル通

信サービスに係る

第１種契約、臨時

第１種契約、第２

種契約又は臨時

第２種契約

総合ディジタル

通信サービス契

約約款

音声利用ＩＰ通信

網サービスに係る

第１種契約又は

第２種契約

音声利用ＩＰ通

信網サービス契

約約款

直収通信設備 第３条（用語の定義）の 37 欄に規定するもの

公衆電話設備 第３条の 40 欄に規定するもの

他社直加入電話等設備 ア 別表１の（２）に掲げる協定事業者等のうち、次に掲げる協

定事業者等に係るもの

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

ＫＤＤＩ株式会社

ソフトバンクテレコム株式会社

北海道総合通信網株式会社

東北インテリジェント通信株式会社

中部テレコミュニケーション株式会社

株式会社エネルギア・コミュニケーションズ
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株式会社ＳＴＮｅｔ

九州通信ネットワーク株式会社

株式会社ジェイコム関東

株式会社ジェイコム東京

株式会社ジェイコムウエスト

株式会社ジェイコム湘南

株式会社ジェイコム福岡

株式会社ジェイコム北九州

株式会社ケーブルネット下関

株式会社ケーブルネット神戸芦屋

浦和ケーブルテレビネットワーク株式会社

株式会社メディアさいたま

土浦ケーブルテレビ株式会社

株式会社ジェイコム札幌

株式会社ジェイコム千葉

株式会社ＵＣＯＭ

イ 当社に係るもの

※ 卸電話サービス等に係るもの

携帯自動車電話設備 別表１の（３）に掲げる協定事業者に係るもの

ＰＨＳ設備 別表１の（４）に掲げる協定事業者に係るもの

特定通信設備 第３条（用語の定義）の 31 の６欄に規定するもの

別表２の２ 料金表第１表第３（付加機能使用料）に規定する付加番号通知付特別課金機能

へ通信を行うことができる利用契約回線等

該当設備 内容

加入電話等設備 別表１の（１）に掲げる協定事業者に係るもの

直収通信設備 第３条（用語の定義）の 37 欄に規定するもの

特定通信設備 第３条（用語の定義）の 31 の６欄に規定するもの

公衆電話設備 第３条の 40 欄に規定するもの
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他社直加入電話等設備 別表１の（２）に掲げる協定事業者等のうち、次に掲げる協定事

業者等の電話サービス又は総合デジタル通信サービス契約に係

るもの

株式会社ジェイコム関東

株式会社ジェイコム東京

株式会社ジェイコムウエスト

株式会社ジェイコム湘南

株式会社ジェイコム福岡

株式会社ジェイコム北九州

株式会社ケーブルネット下関

株式会社ケーブルネット神戸芦屋

浦和ケーブルテレビネットワーク株式会社

株式会社メディアさいたま

土浦ケーブルテレビ株式会社

株式会社ジェイコム札幌

株式会社ジェイコム千葉

携帯自動車電話設備 別表１の（３）に掲げる協定事業者に係るもの

ＰＨＳ設備 別表１の（４）に掲げる協定事業者に係るもの

別表３ 基本的な技術的事項

１ 直収電話サービス又は着信用直収電話サービスに係る契約者回線

（１）イーサネット方式（１００ＢＡＳＥ－ＴＸ又は１００ＢＡＳＥ－ＦＸ）のもの

契約者回線の品目 規格

100Mb/s のもの ＩＥＥＥ８０２．３ｕ １００ＢＡＳＥ－ＴＸ準拠

ＩＥＥＥ８０２．３ｕ １００ＢＡＳＥ－ＦＸ準拠

（２）イーサネット方式（１０００ＢＡＳＥ－ＳＸ又は１０００ＢＡＳＥ－ＬＸ）のもの

契約者回線の品目 規格

１Gb/s のもの ＩＥＥＥ８０２．３ｚ １０００ＢＡＳＥ－ＳＸ準拠

ＩＥＥＥ８０２．３ｚ １０００ＢＡＳＥ－ＬＸ準拠

別表４ 他社接続契約者回線に関する協定事業者の電気通信サービスに係る契約

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称

ソフトバンクテレコム株式会

社

デジタルデータサービス契約

（第１種イーサネット型通信

サービスのタイプ１（一般使用

デジタルデータサービス

契約約款



160

に係るもの）に係るもの）

株式会社ＵＣＯＭ 当社との相互接続において指定する電気通信サービス

株式会社ビック東海 イーサネットサービス契約 イーサネットサービス契

約約款

ＫＤＤＩ株式会社 パワードイーサネットサービ

ス契約

ＫＤＤＩパワードイーサ

ネットサービス契約約款

別表５ 特定ＩＰ電話契約

事業者の名称 契約の種類 契約約款の名称

株式会社ドリーム・トレイン・

インターネット

－ ＩＰ電話サービス利用規

約

株式会社エネルギア・コミュニ

ケーションズ

第１種ＩＰ電話契約（第２類サ

ービスに係るものに限りま

す。）

ＩＰ電話サービス契約約

款

株式会社ビック東海 － ＩＰ電話サービス利用規

約

近鉄ケーブルネットワーク株

式会社

－ 光電話サービス利用規約

株式会社 KCN 京都 － 光電話サービス利用規約

イースト･コミュニケーション

ズ

当該事業者が別に定める契約約款等

厚木伊勢原ケーブルネットワ

ーク

当該事業者が別に定める契約約款等
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附 則（平成 13 年１月１0 日 フサ第１号）

（実施期日）

１ この約款は、平成 13年４月１日から実施します。

（通信に係る料金の取扱いに関する経過措置）

２ 料金表第１表第１（通信に関する料金）に規定する定額料については、この附則の実

施の日から平成 13 年５月 10 日までの間にダイヤルアップサービスの利用登録の申込み

の承諾を受けた場合には、同表第１の２（料金額）の規定にかかわらず、次表に規定す

る額について支払いを要しません。

区 分 支払いを要しない額

その承諾日が附則実施の日から平成 13 年４月

10 日までの間であるとき。

その承諾日の属する料金月及び翌料金

月における定額料の額

その承諾日が平成13年４月11日から同年５月

10 日までの間であるとき。

その承諾日の属する料金月における定

額料の額

３ 料金表第１表第１に規定する通信に関する料金については、この附則の実施の日から

平成 13 年４月 30 日までの間に電話等利用契約申込の承諾を受けた場合には、同表第１

の２（料金額）の規定にかかわらず、その利用契約回線に係る承諾日の属する料金月に

行った通信に関する料金（同表第１に規定する定額料を除きます。）の累計額から 4,000

円（その累計額が 4,000 円に満たない場合はその累計額と同額）を控除した額を適用し

ます。

ただし、その期間内に、電話等利用契約の締結と解除を繰り返した場合は、初回の電

話等利用契約に係るものに限り、その控除の適用の対象とします。

附 則（平成 13 年３月 30 日 Ｆサ第 20 号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 13年４月６日から実施します。

附 則（平成 13 年４月 13 日 Ｆサ第１号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 13年５月１日から実施します。

附 則（平成 13 年５月 31 日 Ｆサ第８号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 13年６月 10日から実施します。

附 則（平成 13 年８月１日 Ｆサ第 21号）
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（実施期日）

この改正規定は、平成 13年９月１日から実施します。

附 則（平成 13 年８月 20 日 Ｆサ第 23 号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 13年９月１日から実施します。

ただし、この改正規定中、オンラインサインアップによる電話等利用契約申込に対す

る料金の控除に関する部分は、この附則の実施の日から平成 14 年８月 31 日までの間に

限り適用します。

附 則（平成 13 年８月 20 日 Ｆサ第 24 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 13年９月 10 日から実施します。

附 則（平成 13 年８月 20 日 Ｆサ第 25 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 13年９月 10 日から実施します。

附 則（平成 13 年 11 月 21 日 Ｆサ第 41 号）

当社が別に定めるところにより電話等利用契約の申込みにより承諾を受けた者は、平

成 14年１月１日に利用契約回線から行った電話サービス等の通信（その通信が同年１月

１日 24 時までに終了したものに限ります。）に関する料金（プランＡ又はプランＢに係

る国内通信（ダイヤルアップ接続通信を除きます。）に関する通信料に限ります。）に

ついては、料金表の規定にかかわらず、支払いを要しません。

附 則（平成 13 年 11 月 26 日 Ｆサ第 42 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 13年 12 月 20 日から実施します。

附 則（平成 13 年 12 月 20 日 Ｆサ第 45 号、Ｆサ第 46 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年１月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により次の表の左欄の契約を当社と締結し

ている者は、この改正規定実施の日において、当社と同表の右欄の契約を締結したもの

とみなします。
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アクセス番号サービスに係る契約

アクセス番号利用契約

第 1 種アクセス番号サービスに係る契約

第 1 種アクセス番号利用契約

３ この改正規定前に、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

のその他の責務については、なお従前のとおりとします。

附 則（平成 14 年３月 12 日 Ｆサ第 64 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年４月１日から実施します。

附 則（平成 14 年３月 20 日 Ｆサ第 66 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年４月１日から実施します。

附 則（平成 14 年３月 29 日 Ｆサ第 69 号、Ｆサ第 70号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年４月５日から実施します。

ただし、この改正規定中、料金表第１表第２（通信に関する料金）の１（適用）の（５）

及び（６）のイ並びに第３（付加機能使用料）の（３）（着信課金機能）に関する部分

については、平成 14 年４月 15日から実施します。

附 則（平成 14 年４月 12 日 Ｆサ第 71 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年４月 22 日から実施します。

附 則（平成 14 年５月 31 日 Ｆサ第４号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年６月１日から実施します。

附 則（平成 14 年５月 31 日 Ｆサ第５号、Ｆサ第６号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年６月 10 日から実施します。

附 則（平成 14 年６月 10 日 Ｆサ第７号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年６月 17 日から実施します。



164

附 則（平成 14 年６月 21 日 Ｆサ第８号、Ｆサ第９号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年７月１日から実施します。

附 則（平成 14 年６月 24 日 Ｆサ第 10 号、Ｆサ第 11号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年７月１日から実施します。

附 則（平成 14 年 7 月 8日 Ｆサ第 16号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年７月 15 日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は平成 14年８月 22 日から実施します。

附 則（平成 14 年 7 月 24 日 Ｆサ第 20 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年９月１日から実施します。

附 則（平成 14 年 10 月 18 日 Ｆサ第 43 号、Ｆサ第 44 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年 11 月１日から実施します。

附 則（平成 14 年 10 月 21 日 Ｆサ第 45 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年 11 月１日から実施します。

附 則（平成 14 年 10 月 21 日 Ｆサ第 54 号）

（実施期日）

この改正規定は平成 14年 12 月 10 日から実施します。

附 則（平成 15 年１月 24 日 Ｆサ第 61 号、Ｆサ第 62号）

（実施期日）

１ この改正規定は平成 15 年１月 31 日から実施します。

ただし、改正規定中、料金表第１表（料金）第２のうち、着信課金機能を利用する契約
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者回線へ公衆電話設備から第１種着信課金番号により着信するものについては、平成 15

年４月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により着信課金機能の提供を受けている利用

契約回線又は契約者回線は、この改正規定実施の日に、改正後の規定による着信課金機能

（第１種着信課金番号に係るものに限ります。）の提供を受けている利用契約回線又は契

約者回線に移行したものとみなします。

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則（平成 15 年２月６日 Ｆサ第 65号）

（実施期日）

この改正規定は平成 15年２月 14 日から実施します。

附 則（平成 15 年３月 24 日 Ｆサ第 92 号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 15年４月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則（平成 15 年４月 15 日 Ｆサ企第４号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 15年５月１日から実施します。

附 則（平成 15 年４月 23 日 Ｆサ企第 10号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 15年５月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則 （平成 15年５月 13日 Ｆサ企第 18 号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 15年５月 20日から実施します。

（経過措置）
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２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則（平成 15 年５月 22 日 Ｆサ企第 22号、Ｆサ企第 23号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 15年６月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により指定直収番号着信転送機能の提供を受

けている契約者回線は、この改正規定実施の日に、改正後の規定による指定直収通信番号

着信転送機能の提供を受けている契約者回線に移行したものとみなします。

３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により直収回線群を単位とする通信に関する

料金の月極割引を選択している契約者回線は、この改正規定実施の日に、改正後の規定に

よる直収通信回線群を単位とする通信に関する料金の月極割引の提供を受けている契約者

回線に移行したものとみなします。

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則（平成 15 年６月 25日 Ｆサ企第 32 号、Ｆサ企第 33号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 15年７月２日から実施します。

附 則（平成 15 年６月 30日 Ｆサ企第 48 号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 15年７月 15日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則（平成 15 年７月 10日 Ｆサ企第 53 号、Ｆサ企第 54号）

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 15年７月 17日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則（平成 15 年９月 11日 Ｆサ企第 67 号）
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（実施期日）

１ この改正規定は、平成 15年 10 月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則（平成 15 年 10 月 16 日 Ｆサ企第 80号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 15 年 11 月１日から実施します。

附 則（平成 15 年 10 月 22 日 Ｆサ企第 82号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 15 年 11 月１日から実施します。

附 則（平成 15 年 11 月 21 日 Ｆサ企第 109 号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 15 年 12 月１日から実施します。

附 則（平成 15 年 11 月 27 日Ｆサ企第 114 号、Ｆサ企第 115 号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 15 年 12 月１5日から実施します。

附 則（平成 16 年 1 月 20 日Ｆサ企第 146 号、Ｆサ企第 147 号）

（実施期日）

この改正規定は、平成 16 年２月４日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 16 年２月 25 日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 16 年３月 17 日から実施します。

附 則（平成 16 年 3 月 25 日Ｆサ企第 176 号、Ｆサ企第 177 号）

（実施期日）
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この改正規定は、平成 16 年４月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 16 年４月 12 日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 16 年４月 19 日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 16年６月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 16年７月１日から実施します。

（契約に関する経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、株式会社パワードコム株式会社（以下「ＰＷＤ」といいま

す。）が電話サービス契約約款（以下「旧約款」といいます。）の規定により締結してい

る次の表の左欄の契約のうち、当社が提供する電話サービスに相当する部分については、

この改正規定実施の日において、それぞれこの契約の規定により当社が締結した同表の右

欄の契約に移行したものとします。

ＰＷＤの電話サービス契約約款 電話サービス等契約約款

中継電話契約

直加入電話契約

ＩＰ電話契約

ＩＰセントレックス契約

中継電話契約

直加入電話契約

ＩＰ電話契約

ＩＰセントレックス契約

３ 前項の場合において、右欄の契約に係る種類等については、左欄の契約に係る種類等に

相当するものとします。

（選択制による通信に関する料金の月ぎめ割引に関する経過措置）

４ この改正規定実施の際現に、ＰＷＤが旧約款の規定により提供している選択制による通

話料金の月ぎめ割引は、この改正規定実施の日において、２項の規定により、それぞれこ
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の約款の規定により当社が提供する選択制による通信に関する料金の月ぎめ割引に移行

したものとします。

（前受金及び保証金に関する経過措置）

５ この改正規定実施前に、旧約款の規定によりＰＷＤが預かった前受金及び保証金につい

ては、この改正規定実施の日において当社に引き継ぐものとし、その取扱いについては、

この約款の規定に準じて取り扱います。

（料金その他の債務に関する経過措置）

６ この改正規定実施前に、旧約款の規定によりＰＷＤが提供した電気通信サービスの料金

その他の債務については、２項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。

（損害賠償に関する経過措置）

７ この改正規定実施前に、旧約款の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関す

る損害賠償については、２項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。

（附則に関する経過措置）

８ この改正規定実施の際現に、旧約款の通話料金別表４に規定する割引を適用している契

約者のうち旧約款の附則により通話料金別表４の(4)欄のアを適用しないものとして取り

扱われている契約者は、この約款の通話料金別表４の(4)欄のアの規定を適用しないものと

して取り扱います。

９ 前項に規定する取扱いについては、その契約期間の満了前の当社が別に定める期日まで

に適用の廃止の申し出がない場合は、この約款の通話料金別表４の (1)欄のウ又はエの規

定にかかわらず、旧約款の規程によりこの取扱いを開始した料金月から36月の間に限り継

続して適用するものとします。

（この改正規定実施前に行った手続きの効力等）

10 この改正規定実施前に、ＰＷＤに対し旧約款の規定により行った手続きその他の行為の

うち、当社が提供する電話サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合

のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行っ

たものとみなします。

11 この改正規定実施の際現に、ＰＷＤが旧約款により提供している電気通信サービスのう

ち、当社が提供する電話サービスに相当する部分については、この附則に規定する場合の

ほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて提供し

ているものとします。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 16年８月 20日から実施します。

附 則
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（通信に関する料金の取扱いに関する経過措置）

当社は、平成16年９月１日から平成17年３月31日までの間（以下この附則において「特定

期間」といいます。）に、当社所定の申込書により、特定協定事業者の電話サービス等契約

約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する優先接続の取扱いに係る通話区分

又は通信区分のうち、県間市外通話又は県間市外通信に係る区分において新たに当社が定め

る事業者識別番号を指定し、同時にその通話区分又は通信区分において電話会社選択又は電

話会社固定を指定（以下この附則において「優先接続の指定」といいます。）した電話等利

用契約者に対し、次に定める通信に関する料金の取扱いを行います。

（１）適用

通信に関する料金の適用については、約款第56条（通信に関する料金の支払義務）の規

定によるほか、次のとおりとします。

ア 当社は、次に定める要件を満たすことを条件に、電話等利用契約者（プランＢを選択

した者に限ります。以下この欄において同じとします。）について、１の利用契約回線

ごとに、通信に関する料金を料金月単位に累計し、その累計した料金額（以下この欄に

おいて「通信に関する料金の月間累計額」といいます。）について、イに定める内容の

通信に関する料金の控除を行います。

（ア）特定期間に、優先接続の指定があること。

（イ）同時に２以上の電話等利用契約に係る優先接続の指定があった場合であって、その

電話等利用契約に係る料金の請求先が同一であるとき。

（ウ）優先接続の指定があった日を含む料金月から 12 ヶ月継続する期間経過後の日を含む

料金月（以下、「利用期間」といいます。）まで電話等利用契約の解除又は優先接続

の指定において事業者識別番号の変更を行わないこと。

（エ）優先接続の指定を行った電話等利用契約に係る利用契約回線が、優先接続の指定を

している中継電話契約又は総合ディジタル通信サービス契約約款に定める中継通信契

約に係る中継契約者回線でないとき。

イ アに定める要件を満たした電話等利用契約者は、次表に規定する内容の控除を受ける

ことができます。

控除の適用

アの要件を満たした日を含む料金月の翌料金月における通信に関する料金の月間累計

額を同一の請求先ごとに合計した額から 10,000 円（税込 10,500 円）を超えない部分

に相当する額を、その同一の請求先ごとに合計した額から控除するもの

備考

１ 電話等利用契約者がその利用契約回線について料金表第２（通信に関する料金）

Ⅰ（Ⅱ以外に係るもの）１（適用）に定める料金の控除の適用を受けている場合は、

その適用前の料金額を通信に関する料金の月間累計額とみなします。

２ 電話等利用契約者がその利用契約回線について料金表第２（通信に関する料金）
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Ⅰ（Ⅱ以外に係るもの）１（適用）に定める選択制による通信に関する料金の月極

割引の適用を受けている場合は、その定額料はこの控除の対象となりません。

３ この表に表示する税込額は、利用契約回線に係る通信が全て国内通信である場合

の額とします。

ウ 利用期間中に電話等利用契約の解除又は優先接続の指定において事業者識別番号の変

更があった場合は、控除した額に相当する額を当社が定める期日までに一括して支払っ

ていただきます。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 16年 10 月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 16年 12 月１日から実施します。

ただし、この改正規定中、緊急通報利用契約に関する部分は、平成 16 年 12 月 13 日から

実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 17年１月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 17年１月 17日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 17年２月 21日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 17年３月 30日から実施します。

附 則

（実施期日）
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この改正規定は、平成 17年４月 10日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 17 年６月 15 日から実施します。

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 17 年８月１日から実施します。

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 17年 10 月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 17年 12 月１日から実施します。

ただし、改正規定中、料金表第１表（料金）第３の（１）（電子メール機能）に関する

部分については、平成 18年５月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その

他の債務については、なお従前のとおりとします。

３ 平成 18 年３月１日から同年４月 30 日までの間に料金表第１表第３の（１）に規定する

電子メール容量追加機能を利用した場合は、その電子メール容量追加機能に係る付加機能

使用料について、同表第３の（１）に規定する額に代えて０円を適用します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 18 年１月１日から実施します。

附 則

（実施期日）



173

この改正規定は、平成 18 年２月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 18年３月１日から実施します。

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 18年４月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３ この改正規定実施前にＫＤＤＩ株式会社に譲渡した債権の取扱いについては、なお従前

のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 18年９月１日から実施します。

（契約に関する経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結している次の表の左欄の契約のう

ち、ＫＤＤＩ株式会社が提供する電気通信サービスに相当する部分については、この改正

規定実施の日において、ＫＤＤＩ株式会社のビジネスダイレクトサービス契約約款（以下

「ＫＤＤＩ新約款」といいます。）の規定によりＫＤＤＩ株式会社が締結した同表の右欄

の契約に移行したものとします。

当社の電話サービス等契約約款 ＫＤＤＩ株式会社のビジネスダイレクトサ

ービス契約約款

直加入電話サービスに係る契約

直加入電話契約

直加入電話サービスに係る契約

直加入電話契約

第１種中継電話サービスに係る契約

第１種中継電話契約（共通番号着信課金

機能（共通番号２を利用している場合

に限ります。）を利用している第１種

中継電話契約に限ります。）

中継電話サービスに係る契約

中継電話契約

（付加機能に関する経過措置）
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３ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により直加入電話契約に基づいて提供してい

る付加機能は、この改正規定実施の日において、２項の規定により、それぞれＫＤＤＩ新

約款の規定によりＫＤＤＩ株式会社が提供する付加機能に移行したものとします。この場

合において、次の表の左欄の付加機能は、それぞれ同表の右欄の付加機能に移行したもの

とします。

当社の電話サービス等契約約款 ＫＤＤＩ株式会社のビジネスダイレクトサ

ービス契約約款

直加入電話サービスに係るもの

番号情報送出機能

着信課金機能

簡易会議電話機能

トールダイヤル機能

代表機能

発信専用機能

トーキー案内機能

可変短縮ダイヤル機能

通話中着信機能

自動着信転送機能

共通番号着信課金機能（共通番号２を利

用する場合に限ります。）

代表番号通知機能

追加番号通知機能

指定電話番号通知機能

発信電話番号非通知機能

発信通話利用休止機能

共通番号通知機能

直加入電話サービスに係るもの

番号情報送出機能

着信課金機能

簡易会議電話機能

トールダイヤル機能

代表機能

発信専用機能

トーキー案内機能

可変短縮ダイヤル機能

通信中着信機能

自動着信転送機能

共通番号着信課金機能

代表番号通知機能

追加番号通知機能

指定契約者回線番号通知機能

発信契約者回線番号非通知機能

発信通信利用休止機能

共通番号通知機能

第１種中継電話サービスに係るもの

共通番号着信課金機能（共通番号２を利

用する場合に限ります。）

中継電話サービスに係るもの

共通番号着信課金機能

４ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により直加入電話契約に基づいて提供してい

る付加機能のうち、共通番号着信課金機能（共通番号１を利用している場合に限ります。）

は、この改正規定実施の日において、次の（１）、（２）及び（３）に規定する着信課金

サービスに移行したものとします。

（１）用語の定義

４項において使用する用語の定義については、この約款に規定するところによるほか、

次の表の左欄の用語は、それぞれ右欄の意味で使用するものとします。
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ア 着信課金サー

ビス

利用回線を使用して次に掲げる機能のみを利用することができる

当社が提供する電話サービスをいいます。

基

本

機

能

その共通番号（当社の事業者識別番号（0081）を含む番号に

より構成される番号（以下「共通番号」といいます。）へあ

らかじめ契約者が指定する地域の契約者回線等から行う通信

を、あらかじめ契約者が指定した利用回線に着信させるとと

もに、その通信に関する料金について、その支払いを要する

者をその利用回線（着信日時制限機能又は接続先変更機能を

利用している場合であって、契約者があらかじめ指定した利

用回線へ着信先が変更された通信については、その着信日時

制限機能若しくは接続先変更機能を利用している利用回線又

は着信先の利用回線のうちあらかじめ契約者が指定した利用

回線とします。）の契約者とし、その契約者に課金する機能

追

加

機

能

通信量

制限機

能

その共通番号への通信回数をあらかじめ指定するこ

とができ、指定通信回数後の通信については、トー

キーにて発信者に案内する機能をいいます。

着信日

時制限

機能

その共通番号への通信利用時間帯をあらかじめ指定

することができ、指定利用時間外の通信については、

トーキーにて発信者に案内又はあらかじめ指定され

た他の利用回線に接続する機能をいいます。

発信地

域別分

配機能

その共通番号への通信を、その通信が発信される地

域ごとにあらかじめ指定した利用回線に接続する機

能をいいます。

接続先

変更機

能

その共通番号への通信が通信中又は無応答のた

め接続できない場合に、その通信についてトーキ

ーにて発信者に案内又はあらかじめ指定された

他の利用回線に接続する機能をいいます。

着信比

率分配

機能

その共通番号への通信を、あらかじめ指定された着

信先ごとに着信回数の割合に振り分け接続する機能

をいいます。

発信者

番号制

限機能

その共通番号への通信のうち、あらかじめ指定した

発信者からの通信の着信を制限し、トーキーにて発

信者に案内する機能をいいます。

接続回

線数制

その共通番号への通信を同時に接続できる回線

数をあらかじめ指定することにより、指定した回
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限機能 線数を超える通信については、トーキーにて発信

者に案内する機能をいいます。

備考 各機能の細目事項は当社が別に定めるところにより

ます。

イ 着信課金契約 当社から着信課金サービスの提供を受けるための契約

ウ 契約者 当社と着信課金契約を締結している者

エ 利用回線 ＫＤＤＩ新約款に規定する直加入電話契約に係る契約者回線

（２）提供条件

ア 契約の単位 当社は、１の共通番号につき１の着信課金契約を締結したものとし

ます。

イ その他の提供

条件

（ア） 利用権の譲渡の禁止、契約者が行う着信課金契約の解除及

び当社が行う着信課金契約の解除の取扱いについては、直収通

信契約の場合に準ずるものとします。

（イ） （ア）に規定するほか、着信課金契約に関するその他の提

供条件については、当社が別に定めるところによります。

（ウ） 着信課金サービスは、当社が別に定める期日までに廃止し

ます。

（３）料金額

ア 着信課金サービスの使用料

区分 単位 料金額（税込額）

基本機能 共通番号１番ごとに 月額 900 円

（945 円）

追

加

通信量制限機能 共通番号を付与した電話番号

又は追加番号１番号ごとに

月額 500 円

（525 円）

機

能

着信日時制限機能 共通番号を付与した電話番号

又は追加番号１番号ごとに

月額 1,300 円

（1,365 円）

発信地域別分配機能 共通番号を付与した電話番号

又は追加番号１番号ごとに

月額 800 円

（840 円）

接続先変更機能 共通番号を付与した電話番号

又は追加番号１番号ごとに

月額 1,500 円

（1,575 円）

着信比率分配機能 共通番号を付与した電話番号

又は追加番号１番号ごとに

月額 500 円

（525 円）

発信者番号制限機能 共通番号を付与した電話番号

又は追加番号１番号ごとに

月額 500 円

（525 円）

接続回線数制限機能 共通番号を付与した電話番号

又は追加番号１番号ごとに

月額 500 円

（525 円）
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イ 利用回線へ共通番号により行った通信に係る通信料

次の秒数までごとに７円(税込 7.35 円)。

ただし、隣接区域内通信等（隣接区域内通信及び区域外通信のうち通

信地域間距離が20ｋｍまでのものをいいます。）については、その通信

の秒数が90秒（深夜・早朝は120秒）を超えるときに限り、６円(税込6.35

円)と読み替えます。

県内通信 県間通信

昼 間 昼 間

通 信 区 分

土曜日･

日曜日･

祝 日

夜 間 深 夜・

早 朝 土曜日･

日曜日･

祝 日

夜 間 深 夜・

早 朝

区域内通信 180 180 180 225 ― ― ― ―

隣接区域内通信 90 90 90 120 90 90 90 120

通信地域間距離 90 90 90 120 90 90 90 120

20ｋｍまで

30ｋｍまで 90 90 90 90 90 90 90 90

60ｋｍまで 90 90 90 90 60 60 60 90

100ｋｍまで 60 60 60 90 36 45 45 60

170ｋｍまで 60 60 60 90 26 30 30 45

区

域

外

通

信
170ｋｍを超え

るもの

60 60 60 90 26 26 26 36

（当社が指定する通信に関する経過措置）

５ この改正規定実施日以降において、中継契約者回線からアクセスポイント又はＫＤＤＩ

新約款に規定する共通番号地域指定着信機能を利用している契約者回線へ共通番号により

行った通信（ＫＤＤＩ株式会社のコンピュータ通信網サービス契約約款に規定する第１区

域第３種契約のプラン２に係る通信を含みます。以下「当社が指定する通信」といいます。）

については、次表に定める額を適用するものとし、この通信を行った中継電話契約者に支

払っていただきます。

次の秒数までごとに８円(税込8.4円)

昼 間

通 信 区 分 土曜日・

日曜日・

祝 日

夜 間 深夜・早朝

区域内通信 180 180 180 225

隣接区域内通信

区域外通信 20kmまで
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（端末設備に関する経過措置）

６ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している端末設備は、この改正規

定実施の日において、２項の規定により、ＫＤＤＩ新約款の規定によりＫＤＤＩ株式会社

が提供する端末設備に移行したものとします。

（選択制による通話料金の月ぎめ割引に関する経過措置）

７ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している選択制による通話料金の

月ぎめ割引は、この改正規定実施の日において、２項の規定により、ＫＤＤＩ新約款の規

定によりＫＤＤＩ株式会社が提供する選択制による通信料金の月ぎめ割引に移行したもの

とします。

（保証金に関する経過措置）

８ この改正規定実施前に、改正前の規定により当社が預かった保証金については、この改

正規定実施前に当社からその保証金を預け入れた契約者に返還するものとします。ただし、

その契約者が改正前の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金

をその支払うべき金額に充当するものとします。

（料金その他の債務に関する経過措置）

９ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、２項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。

（債権譲渡に関する経過措置）

10 この改正規定実施前にＫＤＤＩ株式会社に譲渡した債権の取扱いについては、なお従前

のとおりとします。

（損害賠償に関する経過措置）

11 この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償について

は、２項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 18 年 10 月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 19年１月１日から実施します。

（契約に関する経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定又は廃止前の総合ディジタル通信サービス契

約約款の規定により締結している次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、

それぞれこの約款の規定により当社が締結した同表の右欄の契約に移行したものとします。
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ただし、同表の左欄の第２種中継電話契約及び第２種中継通信契約は、この改正規定実

施の際現に、その契約に係る中継契約者回線について、特定協定事業者の電話サービス契

約約款又は総合ディジタル通信サービス契約約款に規定する優先接続の取扱いに係る通話

区分又は通信区分のうち少なくともひとつの同区分において、当社の事業者識別番号（0081

又は 0082）を指定しているものに限ります。

中継電話サービスに係る契約

第１種中継電話契約

第２種中継電話契約

一般電話サービス等に係る契約

電話等利用契約

電話等利用契約

総合ディジタル通信サービス契約約款に規

定する中継総合ディジタル通信サービスに

係る契約

第１種中継通信契約

第２種中継通信契約

一般電話サービス等に係る契約

電話等利用契約

電話等利用契約

３ 前項の場合において、この改正規定実施の際現に、前項の表の左欄の契約のうち、その

契約に係る中継契約者回線において同時に電話等利用契約を締結しているものは、この改

正規定実施の日において、その電話等利用契約に移行したものとします。

（当社の事業者識別番号に関する経過措置）

４ ２項及び前項の規定により移行した電話等利用契約に基づいて一般電話サービス等（ダ

イヤルアップサービスを除きます。）を利用する場合には、この約款に規定する電話等利

用契約に係る当社の事業者識別番号（0038）のほか、0081 及び 0082 を使用して、それぞ

れ国内通信及び国際通信を行うことができます。

ただし、0081 及び 0082 を使用できる区域は、次の表に掲げる都県の区域に限ります

都 県 の 区 域

栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都（島嶼を除く）、神奈川県、山梨県、

静岡県（富士川以東）

５ 附則（平成 18年９月１日実施）の第５項（当社が指定する通信に関する経過措置）を次

のように改めます。

５ 削除

（料金その他の債務に関する経過措置）

６ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、２項及び３項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。
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（損害賠償に関する経過措置）

７ この改正規定実施前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償について

は、２項及び３項の規定にかかわらず、なお従前のとおりとします。

（料金の適用に関する経過措置）

８ ２項の規定により移行した電話等利用契約（９項及び 10項に該当するものを除きます。）

について適用する通信に関する料金は、料金表第１表の第２（通信に関する料金）の規定

にかかわらず、（１）及び（２）に規定する料金額（以下「東京電話プラン」といいます。）

を適用します。

ただし、東京電話プランは、４項の表に掲げる都県の区域内にある利用契約回線に限り

適用するものとします。利用契約回線が同区域外へ移転したときは、この約款の規定に基

づいて東京電話プラン以外のプランを選択していただきます。

（１）国内通信に係るもの

① ②及び③以外のもの

次の秒数までごとに区域内通信については 8.4 円(税込 8.82 円)、隣接区域内通信及び

区域外通信については 8.5 円(税込 8.925 円)とします。

ただし、隣接区域内通信及び区域外通信のうち通信地域間距離が 20km までのものにつ

いては、その通信の秒数が 90秒（深夜・早朝は 120 秒）を超えるときに限り、①の表

における 8.5 円（税込 8.925）を県内通信は 5.7 円（5.985 円）、県間通信は 6.6 円（6.93

円）と読み替えます。

県内通話 県間通話

昼 間 昼 間

通 話 区 分 土曜日･

日曜日･

祝 日

夜 間 深 夜・

早 朝 土曜日･

日曜日･

祝 日

夜 間 深 夜・

早 朝

区 域 内 通 話 180 180 180 225 ― ― ― ―

隣 接 区 域 内 通 話 90 90 90 120 90 90 90 120

通話地域間距離 90 90 90 120 90 90 90 120

20ｋｍまで

30ｋｍまで 90 90 90 90 90 90 90 90

60ｋｍまで 90 90 90 90 60 60 60 90

100ｋｍまで 60 60 60 90 45 45 45 60

170ｋｍまで 60 60 60 90 30 30 30 45

区

域

外

通

話
170ｋｍを超える

もの

60 60 60 90 30 30 30 45
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備考

１ 通信地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。

ア 当社は、別に定めるところにより、単位料金区域の全域を一辺２㎞の正方形の区画（以

下「方形区画」といいます。）に区分し、その区画にそれぞれ縦軸の番号及び横軸の番号

を付します。

イ 当社は、通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画を利用契約回線等が収容

されている電話サービス取扱局（端末系事業者の端末系伝送路設備の場合は、その端末系

伝送路設備の終端のある場所とします。）が所属する単位料金区域内において、当社が指

定します。

ウ 当社は、電話サービス等取扱所において、各単位料金区域に対応するイで指定した方形

区画の番号（以下「方形区画番号」といいます。）を閲覧に供します。

エ 通信地域間距離は、双方の通信地域間距離測定のための起算点となる方形区画番号に基

づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に１㎞未満の端数が生じたと

きは、その端数は切り捨てます。

縦軸の方形 横軸の方形

区画番号の 区画番号の 通信地域間距離

数差×２ 数差×２

２ 離島（本州以外で当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。）

との間の通信については、１の規定にかかわらず、次のとおりとします。

ア 離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通信の交流上密接な関係にあるとして当社が

指定する単位料金区域の区域内にある利用契約回線等とその離島内にある利用契約回線

等との間の通信については、隣接区域内通信に係る料金額を適用します。

イ 当社は、アにおいて指定する単位料金区域名を当社が指定する電話サービス等取扱所に

おいて閲覧に供します。

３ 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金表通則８（端数処理）の規定は適

用しません。

②携帯自動車電話設備への通信に係るもの

料金種別 料金額（税込額）

通信料 60 秒までごとに 18 円(18.9 円)

③ダイヤルアップ接続通信（一般ダイヤルアップサービスに係るものに限ります。）に係る

もの

＋
＝

２ ２
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料金種別 料金額（税込額）

通信料 180 秒までごとに 10 円(10.5 円)

（２）国際通信に係るもの

６秒までごとに次に規定する額

昼 間

区 分 土曜日・

日曜日・

祝 日

夜 間 深夜・

早朝

アジア１ 香港、大韓民国、シンガポール共和国 9.2 円 6.3 円 6.3 円 6.3 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオを除きま

す。）

11.1 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アジア３ マカオ、フィリピン共和国、台湾 11.1 円 7.7 円 7.7 円 7.6 円

アジア４ 東ティモール、北朝鮮 13.3 円 9.9 円 9.9 円 9.0 円

アジア５ ブルネイ、インドネシア共和国、マレー

シア、タイ王国

14.2 円 9.9 円 9.9 円 9.4 円

アジア７ バングラデシュ人民共和国、ブータン王

国、カンボジア王国、インド、ラオス人民

民主共和国、モルディヴ共和国、モンゴル

国、ミャンマー連邦、ネパール王国、パキ

スタン・イスラム共和国、スリランカ民主

社会主義共和国、ベトナム社会主義共和国

18.0 円 14.2 円 14.2 円 11.4 円

アジア8 アフガニスタン、バーレーン国、キプロス、

イラン・イスラム共和国、イラク共和国、

イスラエル国、ヨルダン・ハシミテ王国、

クェート国、レバノン共和国、オマーン国、

カタール国、サウジアラビア王国、シリ

ア・アラブ共和国、アラブ首長国連邦、イ

エメン共和国

19.9 円 17.1 円 17.1円 14.2 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、ハワイ

を除きます。）、カナダ

4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円

アメリカ２ アメリカ領ヴァージン諸島、メキシコ合衆

国、プエルト・リーコ、サン・ピエール及

びミクェロン、グレート・ブリテン領ヴァ

ージン諸島、

16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アンギラ、アンティ 16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円
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グア・バーブーダ、アルバ、バハマ国、バ

ルバドス、ベリーズ、バーミュダ諸島、ボ

リビア共和国、ケイマン諸島、チリ共和国、

コロンビア共和国、コスタリカ共和国、ド

ミニカ共和国、ドミニカ国、エクアドル共

和国、エルサルバドル共和国、フォークラ

ンド諸島、グアテマラ共和国、オランダ領

アンティール、ジャマイカ、フランス領ギ

アナ、ニカラグア共和国、パナマ共和国、

セントルシア、セントビンセントおよびグ

レナディーン諸島、トリニダード・ドバコ

共和国、ハイチ共和国、タークス及びカイ

コス諸島、ウルグアイ東方共和国、ベネズ

エラ・ボリバル共和国、グレナダ

アメリカ４ ブラジル連邦共和国、ペルー共和国 20.6 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アメリカ５ キューバ共和国、ガイアナ協同共和国、ハ

イチ、モンセラット、セントクリストファ

ー・ネイビス、パラアイ共和国、スリナム

共和国

20.9 円 16.1 円 16.1 円 15.2 円

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共

和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガ

ボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イス

ラム連邦共和国（マイヨット島を含む）、

コンゴ共和国、ザンビア共和国、社会主義

人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、

スーダン共和国、スワジランド王国、赤道

ギニア共和国、中央アフリカ共和国、チュ

ニジア共和国、ナミビア共和国、ニジェー

ル共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和

国、南アフリカ共和国、モーリタニア・イ

スラム共和国、リベリア共和国、ルワンダ

共和国、レソト王国、レユニオン

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円
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アフリカ２ アッセンション、エジプト・アラブ共和国、

エチオピア連邦民主共和国、エリトリア

国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和

国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、

ケニア共和国、コートジボワール共和国、

コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ

民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ

共和国、セネガル共和国、セント・ヘレナ、

ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和

国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジ

ェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナ

ン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ

共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、

モザンビーク共和国、モロッコ王国

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円

オセアニア１ ハワイ 4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円

オセアニア２ オーストラリア、クリスマス島、ココス・

キーリング諸島、グアム、ニュージーラン

ド、サイパン

7.6 円 6.6 円 6.6 円 5.7 円

オセアニア３ アメリカン・サモア、キリバス共和国、ク

ック諸島、ソロモン諸島、ツヴァル、トン

ガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニ

ュー・カレドニア、パプアニューギニア、

パラオ共和国、フィジー共和国、フランス

領ポリネシア、マーシャル諸島共和国、ミ

クロネシア連邦ノーフォーク島

13.3 円 11.1 円 11.1 円 9.4 円

オセアニア４ ニウエ、バヌアツ共和国 17.1 円 14.2 円 14.2 円 10.4 円

ヨーロッパ１ フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イ

タリア共和国、グレート・ブリテンおよ

び北部アイルランド連合王国、バチカン

市国

9.9 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 13.3 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円
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ヨーロッパ３ オーストリア共和国、アゾレス諸島、ベ

ルギー王国、カナリア諸島、デンマーク

王国、フェロー諸島、フィンランド共和

国、ジブラルタル、ギリシャ共和国、グ

リーンランド、アイスランド共和国、ア

イルランド、リヒテンシュタイン公国、

ルクセンブルク大公国、マディラ諸島、

マルタ共和国、スペイン領北アフリカ、

オランダ王国、ノルウェー王国、ポルト

ガル共和国、サンマリノ共和国、スペイ

ン、スウェーデン王国、スイス連邦、ト

ルコ共和国

14.2 円 11.1 円 11.1 円 10.2 円

ヨーロッパ４ アルバニア共和国、アルメニア共和国、

アゼルバイジャン共和国、ベラルーシ共

和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブル

ガリア共和国、クロアチア共和国、チェ

コ共和国、エストニア共和国、グルジア、

ハンガリー共和国、カザフスタン共和国、

キルギス共和国、ラトビア共和国、リト

アニア共和国、マケドニア・旧ユーゴス

ラビア共和国、モルドバ共和国、ポーラ

ンド共和国、ルーマニア、ロシア連邦、

セルビア共和国、モンテネグロ共和国、

スロバキア共和国、スロベニア共和国、

タジキスタン共和国、トルクメニスタン、

ウクライナ、ウズベキスタン共和国

19.0 円 15.2 円 15.2 円 12.3 円

備考

１ 国際通信に係る通信に関する料金において、その通信が異なる曜日、祝日又は時間帯にわ

たる場合には、その通信が終了された曜日、祝日又は時間帯における料金額を適用します。

２ 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金表通則８（端数処理）の規定は適用

しません。

９ ２項の規定により移行した電話等利用契約のうち、改正前の規定又は廃止前の総合ディ

ジタル通信サービス契約約款の規定により中継電話サービス等に係るフラット通話料金又

は中継総合ディジタル通信サービスに係るフラット通信料金の適用を受けていた場合は、

５項の規定にかかわらず、この改正規定実施の日において、一般電話サービス等に係る通

信に関する料金のうちプランＢを適用するものとします。この場合、料金表第１表第２の

１の（９）欄の規定は、優先接続の指定に係る「当社の事業者識別番号（0038）」を「当

社の事業者識別番号（0038 又は 0081）」と読み替えて適用します。

10 ３項の規定により移行した電話等利用契約については、前項の規定にかかわらず、この

改正規定実施の日において、改正前に当該電話等利用契約について適用されていた一般電

話サービス等に係るプランを適用するものとします。この場合、料金表第１表第２（通信
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に関する料金）の１の（９）欄の規定は、優先接続の指定に係る「当社の事業者識別番号

（0038）」を「当社の事業者識別番号（0038 又は 0081）」と読み替えて適用します。

（付加機能に関する経過措置）

11 この改正規定実施の際現に、改正前の規定又は廃止前の総合ディジタル通信サービス契

約約款の規定により次の表の左欄の付加機能が提供されている中継契約者回線は、この改

正規定実施の日において、改正後の規定による同表の右欄の付加機能の提供を受けている

利用契約回線に移行したものとみなします。

発信通信利用休止機能

（あらかじめ指定する通信の種類は国際通

信に限ります。）

発信通信利用休止機能

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 19 年２月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 19 年３月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 19年４月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 19年６月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により電話等利用契約者に対する付加機能と

して第三者課金機能を利用している者は、この改正の実施の日において、第三者課金機能

利用契約を締結したものとみなして取り扱います。

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 19 年７月１日から実施します。

（経過措置）

２ 附則（平成 19 年１月１日実施）の第８項（料金の適用に関する経過措置）（２）国際通

信にかかる表を次表に改めます。

６秒までごとに次に規定する額

昼 間

区 分 土曜日・

日曜日・

祝 日

夜 間 深夜・

早朝

アジア１ 香港、大韓民国、シンガポール共和国 9.2 円 6.3 円 6.3 円 6.3 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオを除きま

す。）

11.1 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アジア３ マカオ、フィリピン共和国、台湾 11.1 円 7.7 円 7.7 円 7.6 円

アジア４ 東ティモール、北朝鮮 13.3 円 9.9 円 9.9 円 9.0 円

アジア５ ブルネイ、インドネシア共和国、マレー

シア、タイ王国

14.2 円 9.9 円 9.9 円 9.4 円

アジア７ バングラデシュ人民共和国、ブータン王

国、カンボジア王国、インド、ラオス人民

民主共和国、モルディヴ共和国、モンゴル

国、ミャンマー連邦、ネパール王国、パキ

スタン・イスラム共和国、スリランカ民主

社会主義共和国、ベトナム社会主義共和国

18.0 円 14.2 円 14.2 円 11.4 円

アジア8 アフガニスタン、バーレーン国、キプロス、

イラン・イスラム共和国、イラク共和国、

イスラエル国、ヨルダン・ハシミテ王国、

クェート国、レバノン共和国、オマーン国、

カタール国、サウジアラビア王国、シリ

ア・アラブ共和国、アラブ首長国連邦、イ

エメン共和国

19.9 円 17.1 円 17.1円 14.2 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、ハワイ

を除きます。）、カナダ

4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円
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アメリカ２ アメリカ領ヴァージン諸島、メキシコ合衆

国、プエルト・リーコ、サン・ピエール及

びミクェロン、グレート・ブリテン領ヴァ

ージン諸島、

16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アンギラ、アンティ

グア・バーブーダ、アルバ、バハマ国、バ

ルバドス、ベリーズ、バーミュダ諸島、ボ

リビア共和国、ケイマン諸島、チリ共和国、

コロンビア共和国、コスタリカ共和国、ド

ミニカ共和国、ドミニカ国、エクアドル共

和国、エルサルバドル共和国、フォークラ

ンド諸島、グアテマラ共和国、オランダ領

アンティール、ジャマイカ、フランス領ギ

アナ、ニカラグア共和国、パナマ共和国、

セントルシア、セントビンセントおよびグ

レナディーン諸島、トリニダード・ドバコ

共和国、ハイチ共和国、タークス及びカイ

コス諸島、ウルグアイ東方共和国、ベネズ

エラ・ボリバル共和国、グレナダ

16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円

アメリカ４ ブラジル連邦共和国、ペルー共和国 20.6 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アメリカ５ キューバ共和国、ガイアナ協同共和国、ハ

イチ、モンセラット、セントクリストファ

ー・ネイビス、パラアイ共和国、スリナム

共和国

20.9 円 16.1 円 16.1 円 15.2 円
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アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共

和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガ

ボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イス

ラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア

共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、

ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワ

ジランド王国、赤道ギニア共和国、中央ア

フリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビ

ア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共

和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、

モーリタニア・イスラム共和国、リベリア

共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レ

ユニオン

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円

アフリカ２ アッセンション、エジプト・アラブ共和国、

エチオピア連邦民主共和国、エリトリア

国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和

国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、

ケニア共和国、コートジボワール共和国、

コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ

民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ

共和国、セネガル共和国、セント・ヘレナ、

ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和

国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジ

ェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナ

ン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ

共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、

モザンビーク共和国、モロッコ王国

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円

オセアニア１ ハワイ 4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円

オセアニア２ オーストラリア、クリスマス島、ココス・

キーリング諸島、グアム、ニュージーラン

ド、サイパン

7.6 円 6.6 円 6.6 円 5.7 円
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オセアニア３ アメリカン・サモア、キリバス共和国、ク

ック諸島、ソロモン諸島、ツヴァル、トン

ガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニ

ュー・カレドニア、パプアニューギニア、

パラオ共和国、フィジー共和国、フランス

領ポリネシア、マーシャル諸島共和国、ミ

クロネシア連邦ノーフォーク島

13.3 円 11.1 円 11.1 円 9.4 円

オセアニア４ ニウエ、バヌアツ共和国 17.1 円 14.2 円 14.2 円 10.4 円

ヨーロッパ１ フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イ

タリア共和国、グレート・ブリテンおよ

び北部アイルランド連合王国、バチカン

市国

9.9 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 13.3 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円

ヨーロッパ３ オーストリア共和国、アゾレス諸島、ベ

ルギー王国、カナリア諸島、デンマーク

王国、フェロー諸島、フィンランド共和

国、ジブラルタル、ギリシャ共和国、グ

リーンランド、アイスランド共和国、ア

イルランド、リヒテンシュタイン公国、

ルクセンブルク大公国、マディラ諸島、

マルタ共和国、スペイン領北アフリカ、

オランダ王国、ノルウェー王国、ポルト

ガル共和国、サンマリノ共和国、スペイ

ン、スウェーデン王国、スイス連邦、ト

ルコ共和国

14.2 円 11.1 円 11.1 円 10.2 円

ヨーロッパ４ アルバニア共和国、アルメニア共和国、

アゼルバイジャン共和国、ベラルーシ共

和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブル

ガリア共和国、クロアチア共和国、チェ

コ共和国、エストニア共和国、グルジア、

ハンガリー共和国、カザフスタン共和国、

キルギス共和国、ラトビア共和国、リト

アニア共和国、マケドニア・旧ユーゴス

ラビア共和国、モルドバ共和国、ポーラ

ンド共和国、ルーマニア、ロシア連邦、

セルビア共和国、モンテネグロ共和国、

スロバキア共和国、スロベニア共和国、

タジキスタン共和国、トルクメニスタン、

ウクライナ、ウズベキスタン共和国

19.0 円 15.2 円 15.2 円 12.3 円

インマルサッ

ト１

インマルサット－Ａ（インド洋）、イン

マルサット－Ａ（大西洋西）、インマル

サット－Ａ（大西洋東）、インマルサッ

72.0 円 72.0 円 72.0 円 72.0 円
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ト－Ａ（太平洋）

インマルサッ

ト２

インマルサット－Ｍ（インド洋）、イン

マルサット－Ｍ（大西洋西）、インマル

サット－Ｍ（大西洋東）、インマルサッ

ト－Ｍ（太平洋）

50.0 円 50.0 円 50.0 円 50.0 円

インマルサッ

ト３

インマルサット－Ｂ（インド洋）、イン

マルサット－Ｂ（大西洋西）、インマル

サット－Ｂ（大西洋東）、インマルサッ

ト－Ｂ（太平洋）

43.0 円 43.0 円 43.0 円 43.0 円

インマルサッ

ト４

インマルサット－ミニＭ／Ｆ（インド

洋）、インマルサット－ミニＭ／Ｆ（大

西洋西）、インマルサット－ミニＭ／Ｆ

（大西洋東）、インマルサット－ミニＭ

／Ｆ（太平洋）

40.0 円 40.0 円 40.0 円 40.0 円

備考

１ 国際通信に係る通信に関する料金において、その通信が異なる曜日、祝日又は時間帯にわ

たる場合には、その通信が終了された曜日、祝日又は時間帯における料金額を適用します。

２ 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金表通則８（端数処理）の規定は適用

しません。

３ ドミニカ国に係る接続においては、平成19年6月末をもってサービスを終了いたします。た

だし、サービス終了に係る工事は地域別に順次実施するため、一部地域の電話等利用契約者に

ついては、平成19年10月末日まで接続できることがあります。

４ インマルサットに係る接続においては、平成19年10月末日までにサービスを開始いたしま

す。ただし、サービス開始に係る工事は地域別に順次実施するため、一部地域の電話等利用契

約者については、平成19年7月1日から接続できることがあります。

３ この改正規定実施の際限に、改正前の規定により料金表第３（２）ホームページ開設機

能が提供されている電話等利用契約者については、平成 20 年 1 月末日までの間に限り、下

記の条件で提供することとします。

（１）ホームページアカウント追加機能について、平成 19年 7月 2日以降は受付しません。

（２）ホームページ容量追加機能について、平成 19 年 9月 2日までの間に限り、ホームペー

ジ容量の変更をすることができます。

（３）平成 19 年 8 月 11 日以降の当社が別に定める料金月から、ホームページアカウント追

加機能及びホームページ容量追加機能に関する機能使用料は無料とします。

区 分 単 位 料金額（税込額）
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基

本

機

能

ホームページを使用して電話サービス等取扱所に

設置される情報蓄積装置により情報の蓄積、更新

又は公開等を行うことができる機能

１の利用契約

回線につき

１ホームペー

ジアカウント

に限り

無料

ホームペ

ージアカ

ウント追

加機能

基本機能によりあらかじめ割り当てら

れたホームページのアカウント（以下

「ホームページアカウント」といいま

す。）の他にホームページアカウント

を追加することができる機能

追加する１ホ

ームページア

カウントごと

に

月額

100 円(105 円)

追

加

機

能

ホームペ

ージ容量

追加機能

基本機能又はホームページアカウント

追加機能によりあらかじめ割り当てら

れたホームページ容量（ホームページ

として蓄積できる情報量をいいます。

以下同じとします。）を追加すること

ができる機能をいいます。

１のホームペ

ージアカウン

トにつき追加

するホームペ

ージ容量１メ

ガバイトごと

に

月額

50 円(52.5 円)

備

考

１ 当社が基本機能としてあらかじめ割り当てるホームページアカウントの数は、１

の利用契約回線につき１つとし、そのホームページ容量は２メガバイトまでとしま

す。

２ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ホームページ

アカウントの変更をすることがあります。この場合には、あらかじめそのことを電

話等利用契約者にお知らせします。

３ 当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他当社の

業務の遂行上著しい支障があるときは、現に蓄積しているホームページの情報の転

送を停止し、又はその情報を消去することがあります。

４ 当社は、他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反す

る又は他人の利益を害する態様でホームページが利用されていると認めた場合は、

現に蓄積しているホームページの情報の転送を停止することがあります。

５ 当社は、４の規定により現に蓄積しているホームページの情報の転送を停止され

た電話等利用契約者が、なおその事実を解消しないときは、その利用契約回線に係

るホームページの利用の廃止を行うことがあります。

６ ３から５までの規定により、現に蓄積しているホームページの情報の転送の停止

若しくは消去又はホームページの利用の廃止を行う場合は、当社は、あらかじめそ

のことを電話等利用契約者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
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７ 当社は、電話等利用契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積を行わないとき

は、その電話等利用契約者に係るホームページの利用の廃止を行うことがあります。

この場合は、当社は、あらかじめそのことを電話等利用契約者にお知らせします。

８ 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（３から５までの規定及び７の

規定により現に蓄積しているホームページの情報について転送の停止若しくは消去

又はホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）に

ついては、責任を負いません。

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 19 年７月 17 日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施の際限に、改正前の規定により料金表第３（３）着信課金機能が提供

されている電話等利用契約者について、次の表の左欄に定める単位で提供されている機能

は、この改正規定実施の日において、同表の右欄に定める料金プランに移行したものとみ

なします。

タイプ 料金プラン

（ア） 第１種着信課金プラン

（イ）のタイプ１ 第３種着信課金プラン

（イ）のタイプ２ 第１種着信課金プラン

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 19 年 8 月１日から実施します。

（経過措置）

２ 附則（平成 19 年１月１日実施）の第８項（料金の適用に関する経過措置）（２）国際通

信にかかる表を次表に改めます。

（１） （２）以外のもの

６秒までごとに次に規定する額

昼 間

区 分

土曜日・

夜 間 深夜・

早朝
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日曜日・

祝 日

アジア１ 香港、大韓民国、シンガポール共和国 9.2 円 6.3 円 6.3 円 6.3 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオを除きま

す。）

11.1 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アジア３ マカオ、フィリピン共和国、台湾 11.1 円 7.7 円 7.7 円 7.6 円

アジア４ 東ティモール、朝鮮民主主義人民共和国 13.3 円 9.9 円 9.9 円 9.0 円

アジア５ ブルネイ・ダルサラーム国、インドネシ

ア共和国、マレーシア、タイ王国

14.2 円 9.9 円 9.9 円 9.4 円

アジア６ バングラデシュ人民共和国、ブータン王

国、カンボジア王国、インド、ラオス人民

民主共和国、モルディヴ共和国、モンゴル

国、ミャンマー連邦、ネパール王国、パキ

スタン・イスラム共和国、スリランカ民主

社会主義共和国、ベトナム社会主義共和国

18.0 円 14.2 円 14.2 円 11.4 円

アジア７ アフガニスタン、バーレーン国、キプロス

共和国、イラン・イスラム共和国、イラク

共和国、イスラエル国、ヨルダン・ハシミ

テ王国、クウェート国、レバノン共和国、

オマーン国、カタール国、サウジアラビア

王国、シリア・アラブ共和国、アラブ首長

国連邦、イエメン共和国

19.9 円 17.1 円 17.1円 14.2 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、ハワイ

を除きます。）、カナダ

4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円

アメリカ２ 米領ヴァージン諸島、メキシコ合衆国、プ

エルトリコ、サン・ピエール及びミクロン、

英領ヴァージン諸島、

16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アンギラ、アンティ

グア・バーブーダ、アルバ、バハマ国、バ

ルバドス、ベリーズ、バーミュダ諸島、ボ

リビア共和国、ケイマン諸島、チリ共和国、

コロンビア共和国、コスタリカ共和国、ド

ミニカ共和国、ドミニカ国、エクアドル共

和国、エルサルバドル共和国、フォークラ

ンド諸島、グアテマラ共和国、オランダ領

アンティール、ジャマイカ、フランス領ギ

16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円
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アナ、ニカラグア共和国、パナマ共和国、

セントルシア、セントビンセントおよびグ

レナディーン諸島、トリニダード・ドバコ

共和国、タークス及びカイコス諸島、ウル

グアイ東方共和国、ベネズエラ・ボリバル

共和国、グレナダ

アメリカ４ ブラジル連邦共和国、ペルー共和国 20.6 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アメリカ５ キューバ共和国、ガイアナ協同共和国、ハ

イチ共和国、モンセラット、セントクリス

トファー・ネイビス、パラグアイ共和国、

スリナム共和国

20.9 円 16.1 円 16.1 円 15.2 円

オセアニア１ ハワイ 4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円

オセアニア２ オーストラリア、クリスマス島、ココス・

キーリング諸島、グアム、ニュージーラン

ド、サイパン

7.6 円 6.6 円 6.6 円 5.7 円

オセアニア３ 米領サモア、キリバス共和国、クック諸島、

ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウ

ル共和国、サモア独立国、ニューカレドニ

ア、パプアニューギニア、パラオ共和国、

フィジー共和国、フランス領ポリネシア、

マーシャル諸島共和国、ミクロネシア連

邦、ノーフォーク島

13.3 円 11.1 円 11.1 円 9.4 円

オセアニア４ ニウエ、バヌアツ共和国 17.1 円 14.2 円 14.2 円 10.4 円

ヨーロッパ１ フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イ

タリア共和国、グレート・ブリテンおよ

び北部アイルランド連合王国、バチカン

市国

9.9 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 13.3 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円
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ヨーロッパ３ オーストリア共和国、アゾレス諸島、ベ

ルギー王国、カナリア諸島、デンマーク

王国、フェロー諸島、フィンランド共和

国、ジブラルタル、ギリシャ共和国、グ

リーンランド、アイスランド共和国、ア

イルランド、リヒテンシュタイン公国、

ルクセンブルク大公国、マディラ諸島、

マルタ共和国、スペイン領北アフリカ、

オランダ王国、ノルウェー王国、ポルト

ガル共和国、サンマリノ共和国、スペイ

ン、スウェーデン王国、スイス連邦、ト

ルコ共和国

14.2 円 11.1 円 11.1 円 10.2 円

ヨーロッパ４ アルバニア共和国、アルメニア共和国、

アゼルバイジャン共和国、ベラルーシ共

和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブル

ガリア共和国、クロアチア共和国、チェ

コ共和国、エストニア共和国、グルジア、

ハンガリー共和国、カザフスタン共和国、

キルギス共和国、ラトビア共和国、リト

アニア共和国、マケドニア・旧ユーゴス

ラビア共和国、モルドバ共和国、ポーラ

ンド共和国、ルーマニア、ロシア連邦、

セルビア共和国、モンテネグロ共和国、

スロバキア共和国、スロベニア共和国、

タジキスタン共和国、トルクメニスタン、

ウクライナ、ウズベキスタン共和国

19.0 円 15.2 円 15.2 円 12.3 円

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共

和国、ウガンダ共和国、ガーナ共和国、ガ

ボン共和国、ギニア共和国、コモロ・イス

ラム連邦共和国、コンゴ共和国、ザンビア

共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、

ジンバブエ共和国、スーダン共和国、スワ

ジランド王国、赤道ギニア共和国、中央ア

フリカ共和国、チュニジア共和国、ナミビ

ア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共

和国、ボツワナ共和国、南アフリカ共和国、

モーリタニア・イスラム共和国、リベリア

共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レ

ユニオン

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円

アフリカ２ アセンション島、エジプト・アラブ共和国、

エチオピア連邦民主共和国、エリトリア

国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和

国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円
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ケニア共和国、コートジボワール共和国、

コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ

民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ

共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、

ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和

国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジ

ェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナ

ン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ

共和国、マリ共和国、モーリシャス共和国、

モザンビーク共和国、モロッコ王国

インマルサッ

ト１

インマルサット－Ａ（インド洋）、イン

マルサット－Ａ（大西洋西）、インマル

サット－Ａ（大西洋東）、インマルサッ

ト－Ａ（太平洋）

72.0 円 72.0 円 72.0 円 72.0 円

インマルサッ

ト２

インマルサット－Ｍ（インド洋）、イン

マルサット－Ｍ（大西洋西）、インマル

サット－Ｍ（大西洋東）、インマルサッ

ト－Ｍ（太平洋）

50.0 円 50.0 円 50.0 円 50.0 円

インマルサッ

ト３

インマルサット－Ｂ（インド洋）、イン

マルサット－Ｂ（大西洋西）、インマル

サット－Ｂ（大西洋東）、インマルサッ

ト－Ｂ（太平洋）

43.0 円 43.0 円 43.0 円 43.0 円

インマルサッ

ト４

インマルサット－ミニＭ／Ｆ（インド

洋）、インマルサット－ミニＭ／Ｆ（大

西洋西）、インマルサット－ミニＭ／Ｆ

（大西洋東）、インマルサット－ミニＭ

／Ｆ（太平洋）

40.0 円 40.0 円 40.0 円 40.0 円

備考

１ 国際通信に係る通信に関する料金において、その通信が異なる曜日、祝日又は時間帯にわ

たる場合には、その通信が終了された曜日、祝日又は時間帯における料金額を適用します。

２ 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金表通則８（端数処理）の規定は適用

しません。

３ ドミニカ国に係る接続においては、平成19年6月末をもってサービスを終了いたします。た

だし、サービス終了に係る工事は地域別に順次実施するため、一部地域の電話等利用契約者に

ついては、平成19年10月末日まで接続できることがあります。

４ インマルサットに係る接続においては、平成19年10月末日までにサービスを開始いたしま
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す。ただし、サービス開始に係る工事は地域別に順次実施するため、一部地域の電話等利用契

約者については、平成19年7月1日から接続できることがあります。

（２） 総合ディジタル通信設備からのディジタル通信モードに係るもの

料 金 種 別 料 金 額

国際通信料 料金表の第２（通信に関する料金）２－１－２の（２）に掲げる国際

通信料と同額

備考 平成 19 年 10 月末日までにサービスを開始いたします。ただし、サービス開始に係る

工事は地域別に順次実施するため、一部地域の電話等利用契約者については、それ以前か

ら接続できることがあります。

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 19年９月 20 日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 20年１月１日から実施します。

（経過措置）

２ 附則（平成 19年８月１日実施）の国際通信にかかる表を次表に改めます。

（１） （２）以外のもの

区 分 ６秒までごとに次に規定する額

昼 間 夜 間 深夜・

土曜日・

日曜日・

祝 日

早朝

アジア１ シンガポール共和国、大韓民国、

香港

9.2 円 6.3 円 6.3 円 6.3 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオ

を除きます。）

11.1 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アジア３ 台湾、フィリピン共和国、マカオ 11.1 円 7.7 円 7.7 円 7.6 円

アジア４ 朝鮮民主主義人民共和国、東ティ

モール

13.3 円 9.9 円 9.9 円 9.0 円

アジア５ インドネシア共和国、タイ王国、

ブルネイ・ダルサラーム国、マレ

14.2 円 9.9 円 9.9 円 9.4 円
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ーシア

アジア６ インド、カンボジア王国、スリラ

ンカ民主社会主義共和国、ネパー

ル王国、パキスタン・イスラム共

和国、バングラデシュ人民共和国、

ブータン王国、ベトナム社会主義

共和国、ミャンマー連邦、モルデ

ィヴ共和国、モンゴル国、ラオス

人民民主共和国

18.0 円 14.2 円 14.2 円 11.4 円

アジア７ アフガニスタン、アラブ首長国連

邦、イエメン共和国、イスラエル

国、イラク共和国、イラン・イス

ラム共和国、オマーン国、カター

ル国、キプロス共和国、クウェー

ト国、サウジアラビア王国、シリ

ア・アラブ共和国、バーレーン国、

ヨルダン・ハシミテ王国、レバノ

ン共和国

19.9 円 17.1 円 17.1円 14.2 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、

ハワイを除きます。）、カナダ

4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円

アメリカ２ 英領バージン諸島、サンピエール

島・ミクロン島、プエルトリコ、

米領バージン諸島、メキシコ合衆

国

16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アルバ、ア

ンギラ、アンティグア・バーブー

ダ、ウルグアイ東方共和国、エク

アドル共和国、エルサルバドル共

和国、オランダ領アンティール、

グアテマラ共和国、グアドループ

島、グレナダ、ケイマン諸島、コ

スタリカ共和国、コロンビア共和

国、ジャマイカ、セントビンセン

ト及びグレナディーン諸島、セン

トルシア、タークス及びカイコス

諸島、チリ共和国、ドミニカ共和

16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円
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国、トリニダード・トバゴ共和国、

ニカラグア共和国、パナマ共和国、

バハマ国、バミューダ諸島、バル

バドス、フォークランド諸島、フ

ランス領ギアナ、ベネズエラ共和

国、ベリーズ、ボリビア共和国、

ホンジュラス共和国、マルチニー

ク島

アメリカ４ ブラジル連邦共和国、ペルー共和

国

20.6 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アメリカ５ ガイアナ協同共和国、キューバ共

和国、スリナム共和国、セントク

リストファー・ネイビス、ハイチ

共和国、パラグアイ共和国、モン

セラット

20.9 円 16.1 円 16.1 円 15.2 円

オセアニア

１

ハワイ 4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円

オセアニア

２

オーストラリア、クリスマス島、

グアム、ココス・キーリング諸島、

サイパン、ニュージーランド

7.6 円 6.6 円 6.6 円 5.7 円

オセアニア

３

キリバス共和国、クック諸島、サ

モア独立国、ソロモン諸島、ツバ

ル、トンガ王国、ナウル共和国、

ニューカレドニア、ノーフォーク

島、パプアニューギニア、パラオ

共和国、フィジー共和国、フラン

ス領ポリネシア、米領サモア、マ

ーシャル諸島共和国、ミクロネシ

ア連邦

13.3 円 11.1 円 11.1 円 9.4 円

オセアニア

４

ニウエ、バヌアツ共和国 17.1 円 14.2 円 14.2 円 10.4 円

ヨーロッパ

１

イタリア共和国、グレート・ブリ

テン及び北部アイルランド連合王

国、ドイツ連邦共和国、バチカン

市国、フランス共和国

9.9 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円

ヨーロッパ アンドラ公国、モナコ公国 13.3 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円
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２

ヨーロッパ

３

アイスランド共和国、アイルラン

ド、アゾレス諸島、オーストリア

共和国、オランダ王国、カナリア

諸島、ギリシャ共和国、グリーン

ランド、サンマリノ共和国、ジブ

ラルタル、スイス連邦、スウェー

デン王国、スペイン、スペイン領

北アフリカ、デンマーク王国、ト

ルコ共和国、ノルウェー王国、フ

ィンランド共和国、フェロー諸島、

ベルギー王国、ポルトガル共和国、

マディラ諸島、マルタ共和国、リ

ヒテンシュタイン公国、ルクセン

ブルク大公国

14.2 円 11.1 円 11.1 円 10.2 円

ヨーロッパ

４

アゼルバイジャン共和国、アルバ

ニア共和国、アルメニア共和国、

ウクライナ、ウズベキスタン共和

国、エストニア共和国、カザフス

タン共和国、キルギス共和国、グ

ルジア、クロアチア共和国、スロ

バキア共和国、スロベニア共和国、

セルビア共和国、タジキスタン共

和国、チェコ共和国、トルクメニ

スタン、ハンガリー共和国、ブル

ガリア共和国、ベラルーシ共和国、

ポーランド共和国、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、マケドニア・旧ユ

ーゴスラビア共和国、モルドバ共

和国、モンテネグロ共和国、ラト

ビア共和国、リトアニア共和国、

ルーマニア、ロシア連邦

19.0 円 15.2 円 15.2 円 12.3 円

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、ア

ンゴラ共和国、ウガンダ共和国、

ガーナ共和国、ガボン共和国、ギ

ニア共和国、コモロ・イスラム連

邦共和国、コンゴ共和国、ザンビ

ア共和国、社会主義人民リビア・

アラブ国、ジンバブエ共和国、ス

ーダン共和国、スワジランド王国、

赤道ギニア共和国、中央アフリカ

共和国、チュニジア共和国、ナミ

ビア共和国、ニジェール共和国、

ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円
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南アフリカ共和国、モーリタニ

ア・イスラム共和国、リベリア共

和国、ルワンダ共和国、レソト王

国、レユニオン

アフリカ２ アセンション島、エジプト・アラ

ブ共和国、エチオピア連邦民主共

和国、エリトリア国、カーボベル

デ共和国、カメルーン共和国、ガ

ンビア共和国、ギニアビサウ共和

国、ケニア共和国、コートジボワ

ール共和国、コンゴ民主共和国、

サントメ・プリンシペ民主共和国、

シエラレオネ共和国、ジブチ共和

国、セネガル共和国、セントヘレ

ナ島、ソマリア民主共和国、タン

ザニア連合共和国、チャド共和国、

トーゴ共和国、ナイジェリア連邦

共和国、ブルキナファソ、ベナン

共和国、マダガスカル共和国、マ

ラウイ共和国、マリ共和国、モー

リシャス共和国、モザンビーク共

和国、モロッコ王国

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円

インマルサ

ット２

インマルサット－Ｍ（インド洋）、

インマルサット－Ｍ（大西洋西）、

インマルサット－Ｍ（大西洋東）、

インマルサット－Ｍ（太平洋）

50.0 円 50.0 円 50.0 円 50.0 円

インマルサ

ット３

インマルサット－Ｂ（インド洋）、

インマルサット－Ｂ（大西洋西）、

インマルサット－Ｂ（大西洋東）、

インマルサット－Ｂ（太平洋）

43.0 円 43.0 円 43.0 円 43.0 円

インマルサ

ット４

インマルサット－ミニＭ／Ｆ（イ

ンド洋）、インマルサット－ミニ

Ｍ／Ｆ（大西洋西）、インマルサ

ット－ミニＭ／Ｆ（大西洋東）、

インマルサット－ミニＭ／Ｆ（太

平洋）

40.0 円 40.0 円 40.0 円 40.0 円
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備考

１ 国際通信に係る通信に関する料金において、その通信が異なる曜日、祝日又は時間帯に

わたる場合には、その通信が終了された曜日、祝日又は時間帯における料金額を適用しま

す。

２ 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金表通則８（端数処理）の規定は適

用しません。

（２） 総合ディジタル通信設備からのディジタル通信モードに係るもの

料 金 種 別 料 金 額

国際通信料 料金表の第２（通信に関する料金）２－１－２の（２）に掲げる国際

通信料と同額

３ 料金表及び前項における国際通信に係る通信のうち、インマルサット１に係る接続にお

いては、平成 19 年 12 月末日をもってサービスを終了いたします。ただし、サービス終了

に係る工事は順次実施するため、取扱地域により、平成 20 年 1 月 8 日まで接続できること

があります。

４ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 20 年１月８日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 20 年３月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 20 年４月１日から実施します。

附 則

当社は、平成 20 年５月 20 日以降、一般ダイヤルアップサービスの新たな利用登録並びに

電子メール機能及び契約者識別符号に係る機能の新たな申込み（電子メール機能におけるメ

ールアドレスの追加の登録を含みます。）は受け付けません。

附 則

（実施期日）
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この改正規定は、平成 20 年７月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 20年８月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 20年９月１日から実施します。

（電子メール機能に関する経過措置）

２ 平成 20 年７月 11 日以降を起算日とする料金月から電子メール機能に係る付加機能使用

料の支払いを要しません。

３ この改正規定実施の際現に電子メール機能の利用登録をしている電話等利用契約者は、

この改正規定実施後平成 20 年 10 月 31 日までの間に限り、その電子メール機能で使用して

いるメールアドレスに宛てて着信する電子メールを、当該契約者が指定するメールアドレ

スに当社が定める方法により転送することができます。

（ダイヤルアップサービスに関する経過措置）

４ ダイヤルアップサービスは平成 20 年 8 月末日をもってサービスを終了します。ただし、

サービス終了前から接続中の通信については、継続して接続できることがあります。この

場合、その通信の終了時刻までの通信に関する料金の支払いを要します。

（料金その他の債務に関する経過措置）

５ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 20 年 10 月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 20年 12 月 31 日から実施します。

（経過措置）

２ 附則（平成 20年１月１日実施）の国際通信にかかる表を次表に改めます。
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（１） （２）以外のもの

区 分 ６秒までごとに次に規定する額

昼 間 夜 間 深夜・

土曜日・

日曜日・

祝 日

早朝

アジア１ シンガポール共和国、大韓民国、

香港

9.2 円 6.3 円 6.3 円 6.3 円

アジア２ 中華人民共和国（香港及びマカオ

を除きます。）

11.1 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アジア３ 台湾、フィリピン共和国、マカオ 11.1 円 7.7 円 7.7 円 7.6 円

アジア４ 朝鮮民主主義人民共和国、東ティ

モール

13.3 円 9.9 円 9.9 円 9.0 円

アジア５ インドネシア共和国、タイ王国、

ブルネイ・ダルサラーム国、マレ

ーシア

14.2 円 9.9 円 9.9 円 9.4 円

アジア６ インド、カンボジア王国、スリラ

ンカ民主社会主義共和国、ネパー

ル王国、パキスタン・イスラム共

和国、バングラデシュ人民共和国、

ブータン王国、ベトナム社会主義

共和国、ミャンマー連邦、モルデ

ィヴ共和国、モンゴル国、ラオス

人民民主共和国

18.0 円 14.2 円 14.2 円 11.4 円

アジア７ アフガニスタン、アラブ首長国連

邦、イエメン共和国、イスラエル

国、イラク共和国、イラン・イス

ラム共和国、オマーン国、カター

ル国、キプロス共和国、クウェー

ト国、サウジアラビア王国、シリ

ア・アラブ共和国、バーレーン国、

ヨルダン・ハシミテ王国、レバノ

ン共和国

19.9 円 17.1 円 17.1円 14.2 円

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカを含み、

ハワイを除きます。）、カナダ

4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円

アメリカ２ 英領バージン諸島、サンピエール 16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円
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島・ミクロン島、プエルトリコ、

米領バージン諸島、メキシコ合衆

国

アメリカ３ アルゼンチン共和国、アルバ、ア

ンギラ、アンティグア・バーブー

ダ、ウルグアイ東方共和国、エク

アドル共和国、エルサルバドル共

和国、オランダ領アンティール、

グアテマラ共和国、グアドループ

島、グレナダ、ケイマン諸島、コ

スタリカ共和国、コロンビア共和

国、ジャマイカ、セントビンセン

ト及びグレナディーン諸島、セン

トルシア、タークス及びカイコス

諸島、チリ共和国、ドミニカ共和

国、トリニダード・トバゴ共和国、

ニカラグア共和国、パナマ共和国、

バハマ国、バミューダ諸島、バル

バドス、フォークランド諸島、フ

ランス領ギアナ、ベネズエラ共和

国、ベリーズ、ボリビア共和国、

ホンジュラス共和国、マルチニー

ク島

16.1 円 12.3 円 12.3 円 9.5 円

アメリカ４ ブラジル連邦共和国、ペルー共和

国

20.6 円 5.7 円 5.7 円 5.7 円

アメリカ５ ガイアナ協同共和国、キューバ共

和国、スリナム共和国、セントク

リストファー・ネイビス、ハイチ

共和国、パラグアイ共和国、モン

セラット

20.9 円 16.1 円 16.1 円 15.2 円

オセアニア

１

ハワイ 4.1 円 2.8 円 2.8 円 2.7 円

オセアニア

２

オーストラリア、クリスマス島、

グアム、ココス・キーリング諸島、

サイパン、ニュージーランド

7.6 円 6.6 円 6.6 円 5.7 円

オセアニア キリバス共和国、クック諸島、サ 13.3 円 11.1 円 11.1 円 9.4 円
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３ モア独立国、ソロモン諸島、ツバ

ル、トンガ王国、ナウル共和国、

ニューカレドニア、ノーフォーク

島、パプアニューギニア、パラオ

共和国、フィジー共和国、フラン

ス領ポリネシア、米領サモア、マ

ーシャル諸島共和国、ミクロネシ

ア連邦

オセアニア

４

ニウエ、バヌアツ共和国 17.1 円 14.2 円 14.2 円 10.4 円

ヨーロッパ

１

イタリア共和国、グレート・ブリ

テン及び北部アイルランド連合王

国、ドイツ連邦共和国、バチカン

市国、フランス共和国

9.9 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円

ヨーロッパ

２

アンドラ公国、モナコ公国 13.3 円 4.2 円 4.2 円 4.2 円

ヨーロッパ

３

アイスランド共和国、アイルラン

ド、アゾレス諸島、オーストリア

共和国、オランダ王国、カナリア

諸島、ギリシャ共和国、グリーン

ランド、サンマリノ共和国、ジブ

ラルタル、スイス連邦、スウェー

デン王国、スペイン、スペイン領

北アフリカ、デンマーク王国、ト

ルコ共和国、ノルウェー王国、フ

ィンランド共和国、フェロー諸島、

ベルギー王国、ポルトガル共和国、

マディラ諸島、マルタ共和国、リ

ヒテンシュタイン公国、ルクセン

ブルク大公国

14.2 円 11.1 円 11.1 円 10.2 円

ヨーロッパ

４

アゼルバイジャン共和国、アルバ

ニア共和国、アルメニア共和国、

ウクライナ、ウズベキスタン共和

国、エストニア共和国、カザフス

タン共和国、キルギス共和国、グ

ルジア、クロアチア共和国、スロ

バキア共和国、スロベニア共和国、

セルビア共和国、タジキスタン共

和国、チェコ共和国、トルクメニ

スタン、ハンガリー共和国、ブル

ガリア共和国、ベラルーシ共和国、

ポーランド共和国、ボスニア・ヘ

ルツェゴビナ、マケドニア・旧ユ

19.0 円 15.2 円 15.2 円 12.3 円



208

ーゴスラビア共和国、モルドバ共

和国、モンテネグロ共和国、ラト

ビア共和国、リトアニア共和国、

ルーマニア、ロシア連邦

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、ア

ンゴラ共和国、ウガンダ共和国、

ガーナ共和国、ガボン共和国、ギ

ニア共和国、コモロ・イスラム連

邦共和国、コンゴ共和国、ザンビ

ア共和国、社会主義人民リビア・

アラブ国、ジンバブエ共和国、ス

ーダン共和国、スワジランド王国、

赤道ギニア共和国、中央アフリカ

共和国、チュニジア共和国、ナミ

ビア共和国、ニジェール共和国、

ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、

南アフリカ共和国、モーリタニ

ア・イスラム共和国、リベリア共

和国、ルワンダ共和国、レソト王

国、レユニオン

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円

アフリカ２ アセンション島、エジプト・アラ

ブ共和国、エチオピア連邦民主共

和国、エリトリア国、カーボベル

デ共和国、カメルーン共和国、ガ

ンビア共和国、ギニアビサウ共和

国、ケニア共和国、コートジボワ

ール共和国、コンゴ民主共和国、

サントメ・プリンシペ民主共和国、

シエラレオネ共和国、ジブチ共和

国、セネガル共和国、セントヘレ

ナ島、ソマリア民主共和国、タン

ザニア連合共和国、チャド共和国、

トーゴ共和国、ナイジェリア連邦

共和国、ブルキナファソ、ベナン

共和国、マダガスカル共和国、マ

ラウイ共和国、マリ共和国、モー

リシャス共和国、モザンビーク共

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円
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和国、モロッコ王国

インマルサ

ット２

インマルサット－Ｍ 50.0 円 50.0 円 50.0 円 50.0 円

インマルサ

ット３

インマルサット－Ｂ 43.0 円 43.0 円 43.0 円 43.0 円

インマルサ

ット４

インマルサット－ミニＭ／Ｆ 40.0 円 40.0 円 40.0 円 40.0 円

備考

１ 国際通信に係る通信に関する料金において、その通信が異なる曜日、祝日又は時間帯に

わたる場合には、その通信が終了された曜日、祝日又は時間帯における料金額を適用しま

す。

２ 通信ごとの通信に関する料金の算定に当たっては、料金表通則８（端数処理）の規定は適

用しません。

（２） 総合ディジタル通信設備からのディジタル通信モードに係るもの

料 金 種 別 料 金 額

国際通信料 料金表の第２（通信に関する料金）２－１－２の（２）に掲げる国際

通信料と同額

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 21年２月１日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 20 年 11 月１日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 22年 10 月 22 日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 23年２月１日から実施します。
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（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 23年８月 31日から実施します。

附 則

（実施期日）

この改正規定は、平成 23年 11 月 21 日から実施します。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 24年 1月 1日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附 則

（実施期日）

１ この改正規定は、平成 24年 3月 1日から実施します。

（経過措置）

２ 附則（平成 20年１月１日実施）の国際通信にかかる表の一部を次表に改めます。

（１） （２）以外のもの

区 分 ６秒までごとに次に規定する額

昼 間 夜 間 深夜・

土曜日・

日曜日・

祝 日

早朝

アフリカ１ アルジェリア民主人民共和国、ア

ンゴラ共和国、ウガンダ共和国、

ガーナ共和国、ガボン共和国、ギ

ニア共和国、コモロ・イスラム連

邦共和国、コンゴ共和国、ザンビ

ア共和国、社会主義人民リビア・

21.8 円 17.1 円 17.1 円 15.2 円
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アラブ国、ジンバブエ共和国、ス

ーダン共和国、南スーダン共和国、

スワジランド王国、赤道ギニア共

和国、中央アフリカ共和国、チュ

ニジア共和国、ナミビア共和国、

ニジェール共和国、ブルンジ共和

国、ボツワナ共和国、南アフリカ

共和国、モーリタニア・イスラム

共和国、リベリア共和国、ルワン

ダ共和国、レソト王国、レユニオ

ン

（経過措置）

３ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。


